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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 

備考 
 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 

備考 
  令和 3

年度 

令和 4

年度 

令和 5

年度 

令和 6

年度 

令和 7

年度 

  令和 3

年度 

令和 4

年度 

令和 5

年度 

令和 6

年度 

令和 7

年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
 自動車の審査業務 

型式認証における基準適合性審査等 
Ｂ○ 

重 

Ａ○ 

重 
   

Ⅰ.1.(1)①    一般管理費及び業務経費の効率化目標等、

調達の見直し、業務運営の情報化・電子化

の取組。要員配置の見直し、その他実施体

制の見直し、人事に関する計画 

Ｂ Ｂ    

Ⅱ.1.(1) 

(2)(3) 

Ⅱ.2.(1) 

(2)(3) 

 

自動車の審査業務 
検査における基準適合性審査 

Ｂ○ 

重 

Ｂ○ 

重 
   

Ⅰ.1.(1)②   

自動車の登録確認調査業務 Ｂ○ 

重 

Ａ○ 

重 
   

Ⅰ.1.(2)   Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 
 財務運営の適正化、自己収入の拡大、保有

資産の見直し Ａ Ａ    
Ⅲ.(1) 

(2)(3) 

 
自動車のリコール技術検証業務 Ｂ○ 

重 

Ｂ○ 

重 
   

Ⅰ.1.(3)    

研究内容の重点化・成果目標の明確化 
自動車（安全関係） 

Ａ○ 

重 

Ａ○ 

重 
   

Ⅰ.2.(1)①   Ⅳ．短期借入金の限度額 －     Ⅳ  
Ⅴ.その他業務運営に関する重要事項 

研究内容の重点化・成果目標の明確化 
自動車（環境関係） 

Ａ○ 

重 

Ａ○ 

重 
   

Ⅰ.2.(1)①    自動車の設計から使用段階までの総合的な

対応、施設及び設備に関する計画、人材確

保、育成及び職員の意欲向上、広報の充実

強化を通じた国民理解の醸成、内部統制の

徹底、独立行政法人自動車技術総合機構法

（平成 11 年法律第 218 号）第 16 条第 1 項

に規定する積立金の使途 

Ａ○ 
重 

Ａ○ 
重    

Ⅴ.(1) 

(2)(3) 

(4)(5) 

(6)  
研究内容の重点化・成果目標の明確化 
鉄道等 

Ｂ○ 

重 

Ａ○ 

重 
   

Ⅰ.2.(1)①   

外部連携の強化・研究成果の発信、受託

研究等の獲得、知的財産権の活用と管理

適正化 

Ａ○ 

重 

Ｓ○ 

重 
   

Ⅰ.2.(1)②

③④ 
  

自動車の審査業務の高度化 
型式認証における基準適合性審査等 

Ｂ Ｂ    
Ⅰ.2.(2)①   Ⅵ．不要財産又は不要財産となることが

見込まれる財産の処分等に関する計画 － －    
Ⅵ 

 

自動車の審査業務の高度化 
 検査における基準適合性審査 

Ｂ○ 

重 

Ａ○ 

重 
   

Ⅰ.2.(2)2   Ⅶ．重要な財産を譲渡し、又は担保にす

る計画 － －    
Ⅶ 

 

自動車のリコール技術検証業務の高度化 Ｂ Ｂ    Ⅰ.2.(3)   Ⅷ．剰余金の使途 － －    Ⅷ  
自動車基準の国際調和への支援 Ａ○ 

重 

Ａ○ 

重 
   

Ⅰ.3.(1)  一定の事業等のまとまり 
 道路運送車両法に基づく執行業務等（保安

基準適合性の審査、登録に係る確認調査、

リコールに係る技術的検証等）（１．（１）

～（３）、２．（２）～（３）、４．） 

Ｂ Ａ    

  
鉄道システムの海外展開への支援 Ａ○ 

重 

Ａ○ 

重 
   

Ⅰ.3.(2)   

その他国土交通行政への貢献 
盗難車両対策 
点検・整備促進への貢献等 
関係機関との情報共有の促進 

Ｂ Ａ    

Ⅰ.4.(1) 

(2)(3) 
 

  自動車及び鉄道等の研究業務等（２．

（１）、３．） Ａ Ａ    
  

※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 

※４ 「項目別調書 No.」欄には、令和４年度の項目別評定調書の項目別調書 No.を記載。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．１．（１）① 的確で厳正かつ公正な業務の実施 

自動車の審査業務 

型式認証における基準適合性審査等 

業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第１号、第６号 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

自動車認証審

査部外の専門

家による研修 

年間３回 － ３回 ６回    予算額（百万円） 23,035 27,922    

        決算額（百万円） 21,034 27,527    
        経常費用（百万円） 15,448 17,766    
        経常利益（百万円） 4,871 10,653    
        行政コスト（百万円） 18,717 20,990    
        従事人員数 1,032 1,043    

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 自動運行装置に

係る基準適合性審

査並びに自動車メ

ーカーにおける自

動運転車等のプロ

グラムの適切な管

理及び確実な書換

えのための業務管

理システム等に関

する技術的審査を

はじめ、自動車が

市場に投入される

自動運行装置に

係る基準適合性審

査並びに自動車メ

ーカーにおける自

動運転車等のプロ

グラムの適切な管

理及び確実な書換

えのための業務管

理システム等に関

する技術的審査を

はじめ、自動車が

市場に投入される

自動運行装置に

係る基準適合性審

査並びに自動車メ

ーカーにおける自

動運転車等のプロ

グラムの適切な管

理及び確実な書換

えのための業務管

理システム等に関

する技術的審査を

はじめ、自動車が

市場に投入される

＜主な定量的指標＞ 
自動車認証審査部外

の専門家による研修 
 
＜その他の指標＞ 
特になし。 

 
＜評価の視点＞ 
計画通り着実に実行

できているか。 

＜主要な業務実績＞ 
自動車等の保安基準適合性の審査を的確

かつ効率的に実施した。 
(ア)業務実績 
自動車認証審査を的確かつ効率的に実施

し、基準に適合しない自動車が市場に出回る

ことを防止した。 
また、自動運行装置、その他の装置に組み

込まれたプログラムの適切な管理及び確実な

改変並びにサイバーセキュリティを確保する

ための能力を自動車メーカーが有するかどう

かの審査を実施した。 

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

自動車等の保安基準

適合性審査等を的確か

つ効果的に実施した。 

また、職員の技能向

上等のために、外部専

門家による研修を６回

実施(達成率 200％)

し、審査体制の強化を

行った。 

 以上の理由により、

評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には意見を記載

するなど 



5 
 

前に実施する型式

認証における基準

適合性審査等の的

確で効率的な実施

に向けた取組を推

進すること。 

また、今後ます

ます進展する自動

車の高度な技術に

関する審査に確実

に対応するため、

従来の自動車認証

審査部内での研修

に加え、自動車認

証審査部外の専門

家による研修（15

回）を通じた職員

の技能向上等によ

る審査体制の強化

を図ること。 

前に実施する型式

認証における基準

適合性審査等の的

確で効率的な実施

に向けた取組を推

進します。 

また、今後ます

ます進展する自動

車の高度な技術に

関する審査に確実

に対応するため、

従来の自動車認証

審査部内での研修

に加え、自動車認

証審査部外の専門

家による研修（15 

回）を通じた職員

の技能向上等によ

る審査体制の強化

を図ります。 

前に実施する型式

認証における基準

適合性審査等の的

確で効率的な実施

に向けた取組を推

進します。 

また、今後ます

ます進展する自動

車の高度な技術に

関する審査に確実

に対応するため、

従来の自動車認証

審査部内での研修

に加え、自動車認

証審査部外の専門

家による研修（３

回）を通じた職員

の技能向上等によ

る審査体制の強化

を図ります。 

なお、令和４年度審査型式数及び不合格件

数は以下のとおり。 
 車両審査件数：2,120 型式 

 共通構造部型式審査件数：184 型式 

 装置型式審査件数：566 型式 

 特定改造審査件数：25 型式 

 不合格(基準不適合自動車等)件数:０

件 

 特定改造等能力審査：２件 

 
(イ) 技術職員の育成、技術力の向上 

認証審査を的確かつ効率的に実施するこ

とを目的として、自動車認証審査官等の業

務の習熟度の向上及び業務に必要な知識・

技能を習得するための研修等を行ってい

る。 

令和４年度においては、新人職員を対象

とした初任研修について、習熟度の高い自

動車認証審査官を教育係として選任し、質

の高い教育を実施した。 

自動車認証審査官等の業務に求められる

役割・責任、それに必要となる知識、能力

等について再確認した上で、騒音、ブレー

キ、排気ガス等に関する研修を行い、的確

な審査の実施とともに認証審査官の専門性

の向上を図った。 

また、海外において認証審査実施可能な

基礎語学レベルを習得させることを目的と

した基礎的な英語研修を実施した。これら

認証審査官の専門性、語学力の向上を図る

ための研修をのべ 32 回実施、これに加え、

自動車認証審査部外の専門家による研修を

６回実施し、職員の技能向上等による審査

体制の強化を図った。 

 

所期の目標を上回る成

果が得られており、Ａ

評定と認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．１．（１）．② 的確で厳正かつ公正な業務の実施 

自動車の審査業務 

検査における基準適合性審査 

業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第１号、第６号 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

検査コース

閉鎖時間 
年間 

1,700 時間

以下 

 852 時間 1613 時間 

45 分 

   予算額（百万円） 23,035 27,922    

重大事故の

発生にかか

る度数率 

年平均 

1.15 以下 

 0.00 0.70    決算額（百万円） 21,034 27,527    

街頭検査実

施台数 
年間 

110,000 台 

 125,470 台 129,659 台    経常費用（百万円） 15,448 17,766    

        経常利益（百万円） 4,871 10,653    
        行政コスト（百万円） 18,717 20,990    
        従事人員数 1,032 1,043    

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 自動車の使用段階に

おける基準適合性審査

（いわゆる車検時の審

自動車の使用段階に

おける基準適合性審査

（いわゆる車検時の審

自動車の使用段階に

おける基準適合性審査

（いわゆる車検時の審

＜主な定量的指標＞ 
 検査コース閉鎖時

間 

＜主要な業務実績＞ 
自動車の使用段階における

基準適合性審査を的確で厳正

＜評定と根拠＞ 
 Ｂ 

業務実績のと

評定  
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査。以下「検査業務」

という。）を的確で厳

正かつ公正に実施する

こと。 

特に、これまでに発

生した、検査機器の判

定値が誤った設定のま

ま審査を実施する等の

不適切事案について

は、前中期目標期間中

に設置した検査業務適

正化推進本部（構成

員：理事長及び全理

事）の責任の下で、検

査業務の見直しや再発

防止策を継続的に推進

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

査。以下「検査業務」

という。）を的確で厳

正かつ公正に実施しま

す。 

特に、これまでに発

生した、検査機器の判

定値が誤った設定のま

ま審査を実施する等の

不適切事案について

は、前中期計画期間中

に設置した検査業務適

正化推進本部（構成

員：理事長及び全理

事）の責任の下で、検

査業務の見直しや再発

防止策を継続的に推進

します。 

具体的には、以下の

取組みを行います。 

（ⅰ）不当要求、事故

等の防止や、検査業務

の適正化を図るため、

各事務所の管理職が適

切に管理業務を行える

よう、適正に職員を配

置し、事務所の管理職

業務のあり方を見直し

ます。また、排出ガス

検査等の既存の検査の

実施方法の見直しを検

討するなど、検査の効

率化に向けた取組みを

推進するとともに、検

査票への審査結果記入

の廃止、審査事務規程

の電子化等、検査関係

事務の効率化や、受検

者の利便性向上に資す

る新たなサービスの提

供に向けた検討も進め

ます。これらに伴い、

査。以下「検査業務」

という。）を的確で厳

正かつ公正に実施しま

す。 

特に、これまでに発

生した、検査機器の判

定値が誤った設定のま

ま審査を実施する等の

不適切事案について

は、検査業務適正化推

進本部（構成員：理事

長及び全理事）の責任

の下で、検査業務の見

直しや再発防止策を継

続的に推進します。 

 

 

具体的には、以下の

取組を行います。 

（ⅰ）不当要求、事故

等の防止や、検査業務

の適正化を図るため、

各事務所の管理職が適

切に管理業務を行える

よう、事務所の管理職

業務のあり方を検討し

ます。また、排出ガス

検査等の既存の検査の

実施方法の見直しを検

討するなど、検査の効

率化に向けた取組を推

進するとともに、検査

票への審査結果記入の

廃止、審査事務規程の

電子化等、検査関係事

務の効率化や、受検者

の利便性向上に資する

新たなサービスの提供

に向けた検討も進めま

す。これらに伴い、審

査事務規程の改正が必

 重大事故の発生に

かかる度数率 
 街頭検査実施台数 

 
＜その他の指標＞ 
特になし。 

 
＜評価の視点＞ 
計画通り着実に実

行できているか。 

かつ公正に実施し、安全で環

境に優しい交通社会の実現に

貢献した。 
なお、令和４年度の検査業

務は以下のとおり。 
 審査件数：7,127,286 台 
 新規検査：892,214 台 
 継続検査：5,236,520 台 
 構造変更：77,053 台 
 再検査  ：791,840 台 
 街頭検査：129,659 台 

 ユーザー車検件数： 
2,087,297 台 

（※審査件数の内数） 
 新規検査：242,297 台 
 継続検査：1,532,118 台 
 構造変更：6,740 台 
 再検査  ：306,087 台 

 
これまでに発生した不適切

事案については、引き続き、

検査業務適正化推進本部（本

部長：理事長）の責任の下、

再発防止に向けて取り組んで

いる。令和４年度においては

当該本部会合を１回開催し、

これまでに発生した検査機器

の不具合・設定不備による誤

判定事案や保安基準不適合の

並行輸入自動車を合格させた

として職員が逮捕された事案

(以下、神奈川事案)の再発防止

対策の実施状況の確認を行っ

た。 
その他、以下の取組みを行

った。 
(ⅰ) 各事務所の管理職が適切

に管理職業務を行えるよう、

検査機器の管理に係る事務作

業の効率化のため各システム

の連携、改修の検討及び非常

おり着実な実施

状況にあると認

められる。 
 
＜課題と対応＞ 
特になし。 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には意見を記載

するなど 
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審査事務規程の改正が

必要な場合には、積極

的に改正を行います。

さらに、３次元計測装

置の計測手法の見直し

等、高度化システムの

改良を検討します。 

（ⅱ）受検者による審

査への不当介入を排除

するため、警察当局と

の連携や顧問弁護士の

活用など、不当要求へ

の毅然とした対応を徹

底し、検査場における

秩序維持を図ります。 

また、並行輸入自動

車の審査については、

平成 30 年に新たに設

置した並行輸入自動車

専用審査棟の運用をは

じめ、前中期計画期間

中に策定した現車審査

の厳正な運用を引き続

き着実に実施するとと

もに、現車審査に先立

つ事前の書面審査につ

いてもより厳格に行う

ため、職員の専従化、

検査部管内の一元化、

電子化による効率化

等、最適な書面審査の

あり方を検討し、改善

を図ります。 

さらに、判定値事案

を受けての対策につい

て、検査機器の仕様の

統一化及び計画的な検

査機器の更新を進める

とともに、定期的な職

員研修等を実施しま

す。 

要な場合には、積極的

に改正を行います。さ

らに、３次元計測装置

の計測手法の見直し

等、高度化システムの

改良を検討します。 

 

（ⅱ）受検者による審

査への不当介入を排除

するため、警察当局と

の連携や顧問弁護士の

活用など、不当要求へ

の毅然とした対応を徹

底し、検査場における

秩序維持を図ります。 

また、並行輸入自動

車の審査については、

平成 30 年に新たに設

置した並行輸入自動車 

専用審査棟の運用をは

じめ、前中期計画期間

中に策定した現車審査

の厳正な運用を引き続

き着実に実施するとと

もに、現車審査に先立

つ事前の書面審査につ

いてもより厳格に行う

ため、職員の専従化、

検査部管内の一元化、

電子化による効率化

等、最適な書面審査の 

あり方を検討します。 

さらに、判定値事案

を受けての対策につい

て、令和２年度に新た

に導入した判定値の設 

定に人が介在しない仕

様の検査機器の拡充を

図るなど、検査機器の

仕様の統一化及び計画

的な検査機器の更新を

勤職員の拡充など検査業務の

適正化を行った。 
また、検査の効率化に向けた

取組みとして、検査票への審

査結果の記入の廃止について

検討を進めるとともに、審査

事務規定の電子化の検討をす

すめ、審査事務規定検索シス

テムを構築した。同システム

により各職員の持つ検査に係

る知見の可視化及び全国での

共有化が出来るようになると

ともに、高度検索エンジンの

活用により車両条件などから

関係する基準を網羅的に検索

することを可能とし、併せて

ネットワーク内に保存してい

る基準判断に係る資料を検査

場にて閲覧できるようにする

ためネットワーク環境を整備

することにより、検査関係事

務のうち基準の判断に係る作

業の効率化を図った。 
さらに３次元計測装置の側

面カメラについて、より鮮明

な画像が取得できるように機

器の仕様を定め、全国に配備

されている３次元測定装置の

側面カメラを全基更新するた

めに２か年の計画を立て令和

４年度より着手した。 
(ⅱ) 受検者による不当要求に

毅然と対応し厳正・公正な審

査が行えるよう、全国の地方

検査部・事務所（以下、「地方

事務所等」という。）におい

て、通達に規定されている特

異事業者への対応の流れを含

めた緊急時対応訓練を全ての

地方事務所等において実施す

るとともに、神奈川事務所に
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加えて、監事を補佐

する監事監査室におい

て、引き続き内部統制

のモニタリングを適切

に実施すること。 

また、審査事務規程

に則った検査業務が行

えるよう、必要な機

器・設備を整備すると

ともに、職員への研修

や、受検者へ検査業務

の理解を求める周知活

動等に取り組むこと。 

これらの対策を推進

することによって、受

検者の利便性を確保し

つつ検査業務を的確で

厳正かつ公正に実施す

ることを目的として、

コース稼働率を年平均

99.6％以上とするた

め、故障を起因とする

コース閉鎖時間を年平

均 1,700 時間以下とす

ること。 

検査業務の実施にあ

たっては、受検者の安

全性・利便性の向上も

重要であることから、

地方検査部及び地方事

 

 

 

 

その他、内部監査等

により、これらの取組

全般を不断に点検する

とともに、全国事務所

に対する内部監査をよ

り効果的に行えるよ

う、検討します。 

加えて、監事を補佐

する監事監査室におい

て、引き続き、内部統

制のモニタリングを適

切に実施します。 

また、審査事務規程

に則った検査業務が行

えるよう、必要な機

器・設備を整備すると

ともに、職員への研修

や、受検者へ検査業務

の理解を求める周知活

動等に取り組みます。 

これらの対策を推進

することによって、受

検者の利便性を確保し

つつ検査業務を的確で

厳正かつ公正に実施す

ることを目的として、

コース稼働率を年平均

99.6％以上とするた

め、故障を起因とする

コース閉鎖時間を年平

均 1,700 時間以下とし

ます。 

検査業務の実施にあ

たっては、受検者の安

全性・利便性の向上も

重要であることから、

地方検査部及び地方事

進めるとともに、e-ラ

ーニングを活用した定

期的な職員研修等を実

施します。 

その他、内部監査等

により、これらの取組

全般を不断に点検する

とともに、全国事務所

に対する内部監査をよ

り効果的に行えるよ

う、検討します。 

加えて、監事を補佐

する監事監査室におい

て、引き続き、内部統

制のモニタリングを適

切に実施します。 

また、審査事務規程

に則った検査業務が行

えるよう、必要な機

器・設備を整備すると

ともに、職員への研修

や、受検者へ検査業務

の理解を求める周知活

動等に取り組みます。 

これらの対策を推進

することによって、受

検者の利便性を確保し

つつ検査業務を的確で

厳正かつ公正に実施す

ることを目的として、

コース稼働率を 99.6％

以上とするため、故障

を起因とするコース閉

鎖時間を 1,700 時間以

下とします。 

 

検査業務の実施にあ

たっては、受検者の安

全性・利便性の向上も

重要であることから、

地方検査部及び地方事

おいては、神奈川県警察本部

及び神奈川県警察本部都築署

の協力の下、より実戦的な訓

練を行った。 
加えて、法律事務所とのアド

バイザリー契約を締結し、不

適切事案の再発防止対策及び

不当要求への対応等の検査場

の秩序維持が適正に行われて

いるか確認、助言を受けた。 
また、並行輸入自動車専用審

査棟の運用をはじめとした前

中期計画期間中に策定した現

車審査の厳正な運用について

は、本部、関東検査部及び神

奈川事務所より構成されるチ

ームを設置し、着実な実施の

点検、課題の確認・対応方策

の検討等を実施するととも

に、令和２年度に改正した

「並行輸入自動車審査要領」

の施行に伴い、事前書面審査

において、適合性証明範囲の

明確化のため、技術基準等宣

言書の添付や技術基準等を証

するラベルなどの厳格な審査

を実施することにより、不正

防止の強化を図り、より一層

的確で厳正かつ公正な審査業

務を行った。加えて、並行輸

入自動車の事前の書面審査の

最適化を図るため、申請及び

審査の電子化に係るシステム

の検討を行った。 
さらに、これまでに発生した

検査機器の不具合及び設定不

備による誤判定事案の再発を

防止するため、検査機器の設

定に人が介在しない仕様の検

査機器の導入を進めるため、
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務所（以下「地方検査

部等」という。）の専

門案内員を引き続き配

置するとともに、安全

作業マニュアルの見直

し等を実施し、これら

対策を推進することに

よって、中期目標期間

中の重大な事故の発生

にかかる度数率を年平

均 1.15※以下とする

こと。 

※厚生労働省がまと

める事業所規模が 100 

名以上の特掲産業別労

働災害率のうち自動車

整備業の度数率が、平

成 26 年度は 1.15、令

和元年度は 1.81 であ

ることを踏まえ、平成

26 年度と同等の値と

することを目指すも

の。 

社会的要請が高い街

頭検査への重点化を図

るため、街頭検査の実

施にあたっては、例え

ば、特に社会的要請が

高い排出ガス対策や騒

音対策について、遠隔

測定技術の活用に向け

た検討を進めるなど、

検査効果の向上に努め

ること。また、これら

の取組にあたっては国

と連携して、車両番号

自動読取り技術と組み

合せて実施することを

検討すること。さら

に、通常の街頭検査に

加え、検査場構内や企

務所（以下「地方検査

部等」という。）の専

門案内員を引き続き配

置するとともに、安全

作業マニュアルの見直

し等を実施し、これら

対策を推進することに

よって、中期計画期間

中の重大な事故の発生

にかかる度数率を年平

均 1.15※以下としま

す。 

※厚生労働省がまと

める事業所規模が 100

名以上の特掲産業別労

働災害率のうち自動車

整備業の度数率が、平

成 26 年度は 1.15、令

和元年度は 1.81 であ

ることを踏まえ、平成

26 年度と同等の値と

することを目指すも

の。 

社会的要請が高い街

頭検査への重点化を図

るため、街頭検査の実

施にあたっては、例え

ば、特に社会的要請が

高い排出ガス対策や騒

音対策について、遠隔

測定技術の活用に向け

た検討を進めるなど、

検査効果の向上に努め

ます。また、これらの

取組にあたっては国と

連携して、車両番号自

動読取り技術と組み合

せて実施することを検

討します。さらに、通

常の街頭検査に加え、

検査場構内や企業にお

務所（以下「地方検査

部等」という。）の専

門案内員を引き続き配

置するとともに、安全

作業マニュアルの見直

し等を実施し、これら

対策を推進することに

よって、令和４年度期

間中の重大な事故の発

生にかかる度数率を

1.15※以下とします。 

 

※厚生労働省がまと

める事業所規模が 100

名以上の特掲産業別労

働災害率のうち自動車

整備業の度数率が、平

成 26 年度は 1.15、令

和元年度は1.81である

ことを踏まえ、平成 26

年度と同等の値とする

ことを目指すもの。 

 

社会的要請が高い街

頭検査への重点化を図

るため、街頭検査の実

施にあたっては、例え

ば、特に社会的要請が

高い排出ガス対策や騒

音対策について、遠隔

測定技術の活用に向け

た検討を進めるなど、

検査効果の向上に努め

ます。また、これらの

取組にあたっては国と

連携して、車両番号自

動読取り技術と組み合

せて実施することを検

討します。さらに、通

常の街頭検査に加え、

検査場構内や企業にお

老朽化の著しいものを優先的

に選定し更新を行った。 
また、従来の集合研修に加

え e ラーニングを活用し、全て

の検査職員を対象とした再発

防止策の理解促進に努めると

ともに、検査機器の適正の確

保通達に基づく、地方事務所

における再発防止対策の実施

状況を地方検査部がチェック

し、さらに地方検査部の当該

チェック体制を本部がチェッ

クする「階層的チェック」を

行うことで対策を推進した。 
 
全国の地方事務所等に対す

る内部監査等をより効果的に

行えるよう、内部監査規程等

の改正を行い、内部監査のマ

ニュアルを策定するとともに

新たな監査手法とあわせて運

用を開始した。 
また、監査等の実施結果を

他の地方事務所等へも展開す

ることにより、好事例の採入

れ及び改善指摘があった事項

の自己点検を促し、同種事案

の予防措置を行った。 
検査コースについては稼働

率を年平均 99.6％以上とする

ため、使用年数が長く、故障

発生の可能性が高い検査機器

を選定し、22 基の更新を行っ

た。 
また、検査機器の適切な維

持管理のための日常的な管理

として「自動車検査用機械器

具管理規程」に基づく点検を

確実に実施した。また、メー

カーによる検査機器の定期点

検にかかる契約を本部にて一
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業における検査も実施

するなど実効性の向上

に努めること。 

これらの取組みを通

じ、引き続き、保安基

準に適合しない車両を

排除するとともに、点

検整備の必要性・重要

性を自動車ユーザー等

に広く周知することを

目的として、中期目標

期間中に 55 万台以上

の街頭検査を実施する

ことを目指すこと。 

さらに、国や関係機

関と連携し、不正改造

車対策のため、深夜に

おける街頭検査を実施

するなど抑止効果を高

める活動にも取り組む

こと。 

検査業務時の車両の

状態を画像等で取得す

る機器及び検査業務の

結果等について電子的

に記録・保存する高度

化施設を有効に活用す

ることにより、業務の

適正化と不正改造車対

策を推進すること。 

また、検査機器の判

定値についても高度化

施設において一元管理

し、車両毎に適用され

る基準が異なる場合

や、基準改正があった

場合等に迅速かつ一律

に対応できるよう、高

度化施設の機能向上を

図ること。 

ける検査も実施するな

ど実効性の向上に努め

ます。 

これらの取組みを通

じ、引き続き、保安基

準に適合しない車両を

排除するとともに、点

検整備の必要性・重要

性を自動車ユーザー等

に広く周知することを

目的として、中期計画

期間中に 55 万台以上

の街頭検査を実施する

ことを目指します。 

さらに、国や関係機

関と連携し、不正改造

車対策のため、深夜に

おける街頭検査を実施

するなど抑止効果を高

める活動にも取り組み

ます。 

検査業務時の車両の

状態を画像等で取得す

る機器及び検査業務の

結果等について電子的

に記録・保存する高度

化施設を有効に活用す

ることにより、業務の

適正化と不正改造車対

策を推進します。 

また、検査機器の判

定値についても高度化

施設において一元管理

し、車両毎に適用され

る基準が異なる場合

や、基準改正があった

場合等に迅速かつ一律

に対応できるよう、高

度化施設の機能向上を

図ります。 

ける検査も実施するな

ど実効性の向上に努め

ます。 

これらの取組みを通

じ、引き続き、保安基

準に適合しない車両を

排除するとともに、点

検整備の必要性・重要

性を自動車ユーザー等

に広く周知することを

目的として、令和４年

度期間中に11万台以上

の街頭検査を実施する

ことを目指します。 

さらに、国や関係機

関と連携し、不正改造

車対策のため、深夜に

おける街頭検査を実施

するなど抑止効果を高

める活動にも取り組み

ます。 

検査業務時の車両の

状態を画像等で取得す

る機器及び検査業務の

結果等について電子的

に記録・保存する高度

化施設を有効に活用す

ることにより、業務の

適正化と不正改造車対

策を推進します。 

また、検査機器の判

定値についても高度化

施設において一元管理

し、車両毎に適用され

る基準が異なる場合

や、基準改正があった

場合等に迅速かつ一律

に対応できるよう、高

度化施設の機能向上を

着実に進めます。 

括で行うことにより、機器メ

ーカーに対して、定期点検の

確実な実施及び故障時の迅速

な対応等の要請を行った。 
これらの取組みにより、令

和４年度における故障を起因

とするコース閉鎖時間は 1613
時間 45分 となり、稼働率につ

いては 99.7％となった。 
 
受検者の安全性・利便性の

維持、向上を図るため、引き

続き各事務所等に専門の案内

員を配置した。また、安全作

業マニュアル等の見直しにつ

いて検討を進めた。そのほ

か、事故防止に係る以下の取

組みを重点的に実施した。 
 地方事務所等から事故報告

があった場合には、同種事

故の防止を目的として事故

情報を全検査職員に展開し

注意喚起するとともに、関

係事務所等と再発防止策の

検討を行った。 
 事故防止及び安全作業の意

識向上のため若手職員及び

非常勤職員並びに事故に関

係した職員に加えて、検査

業務から離れていた職員に

対して、事故防止のための

安全に特化した研修を実施

した。 
 定期的に事故防止啓発ポス

ターを地方事務所等に展開

し、職員への注意喚起を行

い、併せて受検者への注意

喚起のため検査場内への掲

示を行った。 
 特に受検者に起因する事故

について、関係団体の会報



12 
 

誌に事故防止に係る注意喚

起ポスターの掲載を依頼

し、受検者への更なる注意

喚起を実施した。 
 

これらの取組みにより、重

大事故の発生については３件

にとどまり、重大な事故の発

生にかかる度数率は 0.70 とな

った。 
 
社会的要請が高い街頭検査

を、国土交通省及び各都道府

県警察等と協力し実施してい

る。令和４年度においては、

従来から行っている路上での

街頭検査に加え、車両番号自

動読取り技術を組み合わせて

効率的に実施した。そのほ

か、企業等を対象とした街頭

検査や不正改造車対策とした

深夜における街頭検査を実施

することにより合計 129,659台 
の車両について検査を実施し

た。 
さらに、各自動車イベント

の開催に合わせ、公道走行で

きないような改造が施された

出展車両に対して不正改造等

を増長する表示がされていな

いか啓発活動を実施した。 
 
検査で取得した画像は、国

土交通省が保有する自動車検

査情報システムに保存され、

検査において不正が疑われる

車両があった際は、当該シス

テムが保有する画像情報と照

合することで適正に検査業務

を実施し不正改造車対策を行

った。 
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検査機器の判定値について

は高度化施設において一元管

理し、基準改正があった場合

等に迅速かつ全国一律に対応

できるよう新たな検査機器の

導入を進め、また車両毎に異

なる基準への対応等について

高度化施設の機能向上の検討

を進めた。 

 
 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．１．（２） 的確で厳正かつ公正な業務の実施 

自動車の登録確認調査業務 
業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第３号、第６号 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

地方検査部

等によるブ

ロック研修 

年間 

10 回以上 

－ 11 回 13 回    予算額（百万円） 23,035 27,922    

        決算額（百万円） 21,034 27,527    
        経常費用（百万円） 15,448 17,766    
        経常利益（百万円） 4,871 10,653    
        行政コスト（百万円） 18,717 20,990    
        従事人員数 1,032 1,043    

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 前中期目標期間

において国土交

通省からの人員

移 管 が 完 了 し

た、自動車の登

録申請事項に係

る事実確認をす

前中期計画期

間において国土

交通省からの人

員移管が完了し

た、自動車の登

録申請事項に係

る事実確認をす

前中期計画期

間において国土

交通省からの人

員移管が完了し

た、自動車の登

録申請事項に係

る事実確認をす

＜主な定量的指標＞ 
地方検査部等によ

るブロック研修。 
 
＜その他の指標＞ 
特になし。 

 

＜主要な業務実績＞ 

登録確認調査業務を的確かつ効

率的に実施するため、引き続き登

録確認調査員の業務に必要な知

識・技能を習得するための研修を

実施した。 

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

登録確認調査業

務を的確かつ効率

的 に 遂 行 す る た

め、自動車登録業

務に精通した自動

評定  
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るために必要な

登録確認調査に

ついて、引き続

き国土交通省と

連携し、遅滞な

く、確実な実施

に向けた取組を

推進するため、

登録確認調査業

務の質の向上を

目的として、地

方検査部等によ

るブロック研修

を 50 回以上実施

すること。 

 

るために必要な

登録確認調査に

ついて、引き続

き国土交通省と

連携し、遅滞な

く、確実な実施

に向けた取組を

推進するため、

登録確認調査業

務の質の向上を

目的として、地

方検査部等によ

るブロック研修

を 50 回以上実施

します。 

るために必要な

登録確認調査に

ついて、引き続

き国土交通省と

連携し、遅滞な

く、確実な実施

に向けた取組を

推進するため、

登録確認調査業

務の質の向上を

目的として、地

方検査部等によ

るブロック研修

を 10 回以上実施

します。 

＜評価の視点＞ 
計画通り着実に実

行できているか。 

令和４年度においては、国土交

通省と連携し、自動車登録業務に

精通した自動車登録官等を講師と

して迎え、地方検査部等によるブ

ロック研修を合計 13 回実施した。 

研修内容としては、登録確認調

査員の業務に求められる役割・責

任、必要となる知識・技能につい

ての再確認と、自動車登録制度の

概要、自動車登録業務の一連の流

れ、関連する法令等の基礎的な内

容について習熟度の向上を目的と

したカリキュラムを実施した。 

さらに、不審案件等の特殊事案

における申請者への案内及び処理

方法や窓口における不当要求への

対応など、事前に登録確認調査員

から寄せられた実際の業務で直面

した疑問点等についてケーススタ

ディを実施した。 

また、研修員同士による意見交

換を行い、登録確認調査業務の質

の向上を図った。 

 

車登録官等を講師

として迎え、地方

検査部等によるブ

ロック研修を合計

13 回 （ 達 成 率

130％）実施し登録

確認調査員の業務

に必要な知識・技

能 の 習 熟 を 図 っ

た。 

以上の理由によ

り、所期の目標を

上回る成果が得ら

れており、Ａ評定

と認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には意見を記載するなど 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．１．（３） 的確で厳正かつ公正な業務の実施 

自動車のリコール技術検証業務 

業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第２号、第６号 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

不具合情報の

分析 
年間 

5,000 件 

－ 5,894 件 5,665 件    予算額（百万円） 23,035 27,922    

        決算額（百万円） 21,034 27,527    
        経常費用（百万円） 15,448 17,766    
        経常利益（百万円） 4,871 10,653    
        行政コスト（百万円） 18,717 20,990    
        従事人員数 1,032 1,043    

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 リコールの迅

速かつ確実な実

施を図るため、

国土交通省と連

携の下、自動車

の不具合の原因

が設計又は製作

の過程にあるか

の技術的な検証

を 実 施 す る こ

と。この技術的

な検証に活用す

るため、国土交

通省からの依頼

リコールの迅

速かつ確実な実

施を図るため、

国土交通省と連

携の下、自動車

の不具合の原因

が設計又は製作

の過程にあるか

の技術的な検証

を実施します。

この技術的な検

証に活用するた

め、国土交通省

からの依頼に応

リコールの迅

速かつ確実な実

施を図るため、

国土交通省と連

携の下、自動車

の不具合の原因

が設計又は製作

の過程にあるか

の技術的な検証

を実施します。

この技術的な検

証に活用するた

め、国土交通省

からの依頼に応

＜主な定量的指標＞ 
不具合情報等の分

析状況（モニタリン

グ指標） 
 
＜その他の指標＞ 
特になし。 

 
＜評価の視点＞ 
計画通り着実に実

行できているか。体

制強化の進捗度合い

はどうか。 
 

＜主要な業務実績＞ 

リコール技術検証部では、車両の不具

合の発生原因が設計又は製作の過程にあ

るのかについて技術的な検証（以下「技

術検証」という。）を国土交通省からの

依頼によって行っている。その技術検証

業務の一環として、国土交通省が収集し

た不具合情報について、それが設計又は

製作に係わる不具合であるかを分析して

いる。不具合情報が設計又は製作に起因

することが疑われる事案について技術検

証を行うとともに、自動車メーカーが自

主的に届け出たリコール届出内容の技術

的な妥当性についても技術検証を行うこ

＜評定と根拠＞ 
 Ｂ 

業務実績のと

おり着実な実施

状況にあると認

められる。 
 
＜課題と対応＞ 
特になし。 

評定  

＜評定に至った理由＞ 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には意見を記載するなど 
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に応じて不具合

情報を確実に分

析 す る こ と と

し、25,000 件以

上の分析に努め

るとともに、国

土交通省からの

依頼に応じて排

出ガス不正制御

に係るサーベイ

ランス業務を実

施すること。 

また、電子制

御装置の普及に

よる自動運転技

術の進展、燃費

や排出ガス性能

の向上等、今後

も自動車技術の

著しい発展が見

込まれることか

ら、これらの高

度化・複雑化す

る自動車の新技

術の不具合に迅

速に対応するた

め、自動車機構

が保有する情報

の横断的・効率

的な分析を可能

とすることで体

制の強化を図る

こと。 

じて不具合情報

を確実に分析す

る こ と と し 、

25,000 件以上の

分析に努めると

ともに、国土交

通省からの依頼

に応じて排出ガ

ス不正制御に係

るサーベイラン

ス業務を実施し

ます。 

また、電子制

御装置の普及に

よる自動運転技

術の進展、燃費

や排出ガス性能

の向上等、今後

も自動車技術の

著しい発展が見

込まれることか

ら、これらの高

度化・複雑化す

る自動車の新技

術の不具合に迅

速に対応するた

め、自動車機構

が保有する情報

の横断的・効率

的な分析を可能

とすることで体

制の強化を図り

ます。 

じて不具合情報

を確実に分析す

る こ と と し 、

5,000件以上の分

析に努めるとと

もに、国土交通

省からの依頼に

応じて排出ガス

不正制御に係る

サーベイランス

業務を実施しま

す。 

また、電子制

御装置の普及に

よる自動運転技

術の進展、燃費

や排出ガス性能

の向上等、今後

も自動車技術の

著しい発展が見

込まれることか

ら、これらの高

度化・複雑化す

る自動車の新技

術の不具合に迅

速に対応するた

め、自動車機構

が保有する情報

の横断的・効率

的な分析に係る

取組みを引き続

き実施すること

で体制の強化を

図ります。 

とにより、リコール制度が適切に機能す

るように貢献することを目的としてい

る。 

（ⅰ）効果的かつ効率的な技術検証の実

施 

国土交通省からの依頼により、不具合

の原因が設計又は製作の過程にあるの

か、また、リコールの届出に係る改善措

置の内容が適切であるのかについて技術

検証を行った。令和４年度においては、

260 件の技術検証を行い、市場措置につ

ながった案件は８件、新たに技術検証を

開始した案件は 66 件であった。 

 

（ⅱ） 不具合情報の分析 

国土交通省の依頼に基づき、5,665 件に

ついて分析を行った。 

不具合情報の分析について、個々の不

具合情報の分析を国土交通省と連携して

実施し、必要に応じて国土交通省に報告

された過去の類似不具合情報件数を把握

し、設計又は製作に係わる不具合が疑わ

れる情報の発見に努めた。 

 

（ⅲ）排出ガスの不正制御に係るサ－ベ

イランスの実施 

国土交通省からの依頼により３台の車

両の排出ガス測定を行った。測定した排

出ガス量については、極端な乖離もなく

良好な数値であった。 

 

（ⅳ）高度化・複雑化する自動車の新技

術の不具合への対応 

令和３年度に構築し令和４年度から運

用開始した、リコールにつながる可能性

のある様々な情報を集約し、効率的かつ

効果的に検索を行うことができる「不具

合情報横断検索システム」を活用し、不

適合につながる可能性のある様々な情報

を集約して突き合わせることで、効率的

かつ効果的な分析を実施した。 
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４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．２．（１）① 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

研究開発の成果の最大化その他の研究業務の質の向上に関する事項 

①研究内容の重点化・成果目標の明確化 

 自動車（安全関係） 

業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第４号、第５号、第６号 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：高 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 220、221 

 
 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

        予算額（百万円） 1,183 1,213    
        決算額（百万円） 1,667 1,664    

        経常費用（百万円） 1,663 1,763    
        経常利益（百万円） △129 7    
        行政コスト（百万円） 1,684 1,861    
        従事人員数 43 53    

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、近

年の自動車技術

等の急速な進展

に遅れをとるこ

となく、引き続

き、国が実施す

る関連行政施策

の立案や技術基

準の策定等に資

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、近

年の自動車技術

等の急速な進展

に遅れをとるこ

となく、引き続

き、国が実施す

る関連行政施策

の立案や技術基

準の策定等に資

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、近

年の自動車技術

等の急速な進展

に遅れをとるこ

となく、引き続

き、国が実施す

る関連行政施策

の立案や技術基

準の策定等に資

＜主な定量的指標＞ 
特になし。 

 
＜その他の指標＞ 
別紙１で定めた研

究計画に対し、所期

の目標を達成してい

るか。また、目標を

超過して達成した課

題の数。 
 
＜評価の視点＞ 
国が実施する関連

行政施策の立案や技

＜主要な業務実績＞ 

①研究内容の重点化・成果目標の明確化について 

交通安全環境研究所に設置された研究企画会議において、

研究業務に関する企画・管理及び総合調整を行い、研究課題

選定方針を下記（ア）及び（イ）の要件を満たす課題のみを

選定し、これに研究者のリソースを振り向け重点化すること

により、研究目的の指向性向上及び研究内容の質的向上を図

ることとした。 

また、選定された研究課題については、交通安全環境研究

所長が主催する課題群進捗検討会において、運営費交付金で

行う経常研究に限らず、受託研究や共同研究、競争的資金に

よる研究等を含め、交通安全環境研究所で実施する各分野の

研究課題を９つの研究課題群に集約し、課題群ごとに研究責

任者から研究の進捗度合いと今後の実行計画、将来展望、行

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

令和４年度研

究計画の「自動

車 （ 安 全 関

係）」にある３

つ の 研 究 課 題

（７研究）のう

ち、２研究につ

いて、目標を超

えた研究成果が

得られた。 

高齢ドライバ

の運転特性に基

評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には

意見を記載するなど 
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する研究等を交

通安全環境研究

所において行う

ものとする。 
また、自動車

基準の国際調和

及び鉄道システ

ムの海外展開へ

の 支 援 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

うものとする。 
これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

目標期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進するものとす

る。 
また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、評

価 に 当 た っ て

は、下記に掲げ

る評価軸及び①

から④までに掲

する研究等を交

通安全環境研究

所において行い

ます。 

また、自動車

基準の国際調和

及び鉄道システ

ムの海外展開へ

の 支 援 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

います。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

計画期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進します。 

 

また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、自

己評価に当たっ

ては、中期目標

に定められた評

価軸及び指標等

する研究等を交

通安全環境研究

所において行い

ます。 

また、自動車

基準の国際調和

及び鉄道システ

ムの海外展開へ

の 支 援 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

います。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

計画期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進します。 

 

また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、自

己評価に当たっ

ては、中期目標

に定められた評

価軸及び指標等

術基準の策定等に反

映するための研究で

あるか。具体的に

は、自動車、鉄道等

の安全の確保、環境

の保全及び燃料資源

の有効な利用の確保

に係る基準の策定等

に資するとされた調

査及び研究を実施し

ているか。 

政施策との関連などを確認し、進捗の管理を適切・確実に行

った。 

（ア）研究目的が下記のいずれかに該当すること。 

〇自動車及び鉄道等の陸上交通に係る国民の安全・安心の

確保及び環境の保全を図るため、国が実施する関連行政

施策の立案や技術基準の策定に資する研究 

〇自動車基準の国際調和及び鉄道システムの海外展開への

支援等のため、研究成果等を活用し、新たな試験方法等

の提案に必要なデータ取得等に資する研究 

（イ）研究分野が下記のいずれかに該当すること。 

【自動車（安全関係）】 

ⅰ．自動運転車両の機能要件の検討・安全性評価及び予防安

全技術の効果評価 

ⅱ．交通事故実態に即し、予防安全技術を考慮した衝突安全

試験方法等の検討 

ⅲ．自動運転に関する電子制御装置の安全性・信頼性評価  

価 

【自動車（環境関係）】 

ⅳ．燃料電池自動車、電気自動車等の新技術搭載車の安全・

環境性能評価と OBD の活用による使用過程の車両性能情

報収集方法の検討 

ⅴ．実環境走行でのエネルギー消費効率・有害排出物質等の

信頼性・公平性を高めた評価 

ⅵ．走行実態に即した騒音の評価 

【鉄道等】 

ⅶ．新技術を用いた交通システムに対応する安全性評価 

ⅷ．列車の安全運行や施設の維持管理の省力化に資する技術

の評価 

ⅸ．新技術を含む公共交通の地域に応じた導入促進評価 

 

さらに上記の要件を満たした課題を下記の観点で評価を行

い、評価の低い課題については不採択（新規課題）又は中止

（継続課題）とした。 

 

【新規課題】 

① 交通安全環境研究所の役割の整理がなされ、各研究所の

使命と整合していること。 

② 研究成果による国の目標実現、施策への寄与度が高いこ

と。 

③ 社会的必要性や緊急性が高いこと。 

④ 令和４年度の研究計画策定基本方針に合致しているこ

づく先進安全技

術を利用した事

故予防対策に関

する研究では、

高齢者が電動車

両の速度を段階

的に調整する場

合、速度が不安

定になる実験結

果を得た。高齢

ドライバが第一

当事者の交通事

故について、環

境的要因を分析

し、国の検討会

へ報告した。さ

らに、高機能な

前照灯により、

周囲への眩惑を

抑えつつ、前方

の明るさを確保

する対策の有効

性及び、見通し

の悪い交差点で

道路標識を検知

し、一時停止や

減速を促す注意

喚起機能の必要

性を提案した。 

自動運転車の

環境認識機能の

正確性に関する

研究では、試験

場において自動

運転車の認識性

能を評価するた

めの試験方法及

び試験条件を検

討した。この結

果に基づき試験

室内における台
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げる指標等に基

づいて実施する

ものとする。 
更に、今後急

速な進展が見込

まれる自動車技

術の電子化に対

応するため、自

動車検査の更な

る高度化、既存

の検査の効率化

等に資する調査

等を実施するこ

と。 
【重要度：高】 
自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る技術は、

自動運転システ

ム、燃料電池自

動車等に代表さ

れるとおり、日

進 月 歩 が 激 し

い。これらの最

新の技術に対応

した自動車及び

鉄道等の陸上交

通に係る安全・

環境政策を行う

ためには、これ

らの技術に対応

した安全・環境

基準を策定する

とともに、自動

車の型式認証、

自動車の検査、

リコール等にお

いても、最新技

術に対応させて

い く 必 要 が あ

る。そのために

に基づいて実施

します。 

 

更に、今後急

速な進展が見込

まれる自動車技

術の電子化に対

応するため、自

動車検査の更な

る高度化、既存

の検査の効率化

等に資する調査

等 を 実 施 し ま

す。 

 

国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

別紙１に掲げた

方針に沿って重

点的に研究開発

を推進します。 

別紙１に基づ

く研究内容の重

点化・成果目標

の明確化を行う

ため、具体的に

は、行政担当者

が参加する研究

課題選定・評価

会議を毎年開催

し、行政ニーズ

とアウトカムを

的確にとらえた

研究テーマを設

に基づいて実施

します。 

 

更に、今後急

速な進展が見込

まれる自動車技

術の電子化に対

応するため、自

動車検査の更な

る高度化、既存

の検査の効率化

等に資する調査

等 を 実 施 し ま

す。 

 

国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

別紙１に掲げた

方針に沿って重

点的に研究開発

を推進します。 

別紙１に基づ

く研究内容の重

点化・成果目標

の明確化を行う

ため、具体的に

は、行政担当者

が参加する研究

課題選定・評価

会議を毎年開催

し、行政ニーズ

とアウトカムを

的確にとらえた

研究テーマを設

と。 

⑤ 目標（マイルストーン）の設定が適切であること。 

⑥ コスト、研究者数、研究期間の記載された計画書、予算

計画書が適切であること。 

⑦ 先見性、独創性を備え、各研究所の基礎的な研究能力強

化に貢献するものであること。 

 

【継続課題】 

① 国との具体的な連携を実施していること。 

② これまでの研究成果が目標（マイルストーン）を達成し

ていること。 

③ 目標の設定が適切であること。 

④ 交通安全環境研究所の基礎的な研究能力強化に貢献して

きていること。 

⑤ コスト、研究者数、研究機関の記載された計画書、予算

計画書が適切であること。 

 

上記の評価によりポイントが高い提案課題について、国の

行政施策への貢献という目的指向性を更に高めるため、各技

術分野を担当する国の行政官も参加する「研究課題選定・評

価会議」を開催し、運営費交付金で行う研究課題（経常研

究）については、新規課題の採択可否の決定、継続課題の中

間評価、並びに研究計画の見直し等に関する審議を行った上

で、次年度の研究課題を決定した。特に、国からは研究課題

が国の交通安全・環境の諸施策と整合しているか、研究成果

が国土交通省の技術（技術基準の策定等）に有効に活用でき

るかといった観点で評価を受けた。 

 

新規課題数： ５課題 

継続課題数： 12 課題 

 

また、客観的な観点での研究評価を実施するため、各技術

分野を代表する外部の有識者で構成される研究評価委員会を

開催し、運営費交付金で行う各経常研究について、事前、中

間（研究期間が５年を超える課題の３年目に実施）、事後の

外部評価を実施した。特に研究の手法に関しては、学術的見

地での貴重なご意見を頂き、その後の研究に反映することが

できた。 

なお、各課題の評価結果については、交通安全環境研究所

のホームページにて公表し、その透明性を示した。 

 

上実車試験とシ

ミュレーション

を組み合わせる

評価方法を検討

した。また、人

工的に雨を降ら

せるシステムを

構築し、生成さ

れた雨滴の評価

を 行 う と と も

に、悪天候下で

の認識性能を評

価し、その結果

を国土交通省自

動車局へ情報提

供した。 

以上の理由に

より、所期の目

標を上回る成果

が 得 ら れ て お

り、Ａ評定と認

められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 
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は、最新の技術

に関する知見・

データを有しつ

つ、公正・中立

的な立場で実際

に研究、調査等

を行い、科学的

な根拠を持って

国への貢献がで

きる基盤が必要

である。さらに

は、自動車基準

の国際調和及び

鉄道システムの

海外展開へ支援

を行っていくた

めにも、基準獲

得交渉において

科学的根拠や最

新技術に関する

知見は必要不可

欠である。 
【評価軸】 
● 国が実施

する関連行政施

策の立案や技術

基準の策定等に

反映するための

研究であるか。

具体的には、自

動車、鉄道等の

安 全 の 確 保 、 

環境の保全及び

燃料資源の有効

な利用の確保に

係る基準の策定

等に資するとさ

れた調査及び研

究であるか。 
● 行政ニー

ズを的確にとら

定します。その

上で、外部有識

者を招聘する研

究評価委員会を

毎年開催し、新

規研究テーマの

必要性、目標設

定や研究手法の

妥当性等を確認

し、実施中の研

究テーマの進捗

確認と必要な軌

道 修 正 等 を 行

い、終了研究テ

ーマの最終成果

の到達度や社会

的有用性等につ

い て 評 価 を 行

い、将来の発展

等についてご指

導をいただきま

す。さらに、交

通安全環境研究

所長が主催する

課題群進捗検討

会を課題群ごと

に毎年開催し、

各研究テーマの

進捗確認と関連

研究分野の連携

可能性等を検討

し、最大限の成

果が効率的に達

成できるように

努めます。 

定します。その

上で、外部有識

者を招聘する研

究評価委員会を

毎年開催し、新

規研究テーマの

必要性、目標設

定や研究手法の

妥当性等を確認

し、実施中の研

究テーマの進捗

確認と必要な軌

道 修 正 等 を 行

い、終了研究テ

ーマの最終成果

の到達度や社会

的有用性等につ

い て 評 価 を 行

い、将来の発展

等についてご指

導をいただきま

す。さらに、交

通安全環境研究

所長が主催する

課題群進捗検討

会を課題群ごと

に毎年開催し、

各研究テーマの

進捗確認と関連

研究分野の連携

可能性等を検討

し、最大限の成

果が効率的に達

成できるように

努めます。 

評価対象となる新規研究テーマ（事前評価）：４課題 

評価対象となる継続研究テーマ（中間評価）：対象課題無し 

評価対象となる終了研究テーマ（事後評価）：４課題 

 

〇年度計画の各研究分野における具体的な取組みについては

以下のとおり。 

（１）自動運転車両の機能要件の検討・安全性評価及び予防

安全技術の効果評価（３課題） 

交通事故における死傷者数のさらなる低減を図るために

は、自動運転技術の発展は必要不可欠であり、また、その技

術の国際基準化が重要である。 

令和４年度には、自動運転車が規範とすべき人間ドライバ

の運転を理解するため、交通事故裁判において予見可能性が

問われた判例を分析し、過失認定の流れを整理するととも

に、シミュレーションによる自動運転技術の安全性評価手法

の高度化を進めた。また、高齢者が電動車両をスムーズに運

転するための対策や、前照灯による眩惑低減の方法などを研

究し、高齢者による事故防止対策を検討した。さらに、方向

指示器の信号を路面に描画する技術の有効性や安全性を評価

する実験を行った。これらの研究成果を、国際基準化の議論

に活用するための準備を進めた。 

 

①習熟した注意深い人間ドライバの運転行動に基づく自動運

転車の安全性評価に関する研究 

習熟した注意深い人間ドライバの運転行動を社会的受容

性の面から明らかにすると共に、妥当性が確保された同運

転行動の評価方法を考案することを目的とした。 

交通事故裁判の判例に基づいて「予見可能性」が問われ

た交通事故の過失認定の流れを整理し、習熟した注意深い

人間ドライバの運転行動を、ドライビングシミュレータを

用いて明らかにする実験を想定し、ドライバに正確な速度

感を生起させる仮想空間の設計手法を検討した。 

また、重心動揺計を用いてシミュレータ酔いを発症しや

すい被験者を特定する方法を検討した。 

その他、習熟した注意深い人間ドライバの運転行動を、

VR 実験システムを搭載した実車（以下、「VR 環境車」とい

う。）を用いて明らかにする実験を想定し、臨場感を向上

させるための VR 環境車の改修を実施した。 

成果としては、本研究で明らかになった交通事故の過失

認定で問われる「予見可能性」の判断基準をもとに、「予

見可能性」に関連した自動運転車に求められる車両制御の
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えた研究テーマ

の設定後におい

ても、研究内容

の進捗を定期的

に内部で確認す

るのみならず、

外 部 有 識 者 等 

の参加する会議

においても確認

し、必要に応じ

て助言・方向性

の 修 正 を 行 う

等、研究開発の

成果の最大化に

資する取組が促

進 さ れ て い る

か。 
①研究内容の重

点化・成果目標

の明確化 
国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

重点的に推進す

るべき研究開発

の方針は別紙１

に掲げるとおり

とする。 
な お 、 自 動

車・鉄道技術の

急速な進展を踏

まえ、必要に応

じて、別紙１は

変更する場合が

ある。 

要件を整理した。さらに、習熟した注意深い人間ドライバ

の運転行動を、VR 環境車を用いて明らかにする被験者実

験の準備の一部を完了することができた。 

 

②高齢ドライバの運転特性に基づく先進安全技術を利用した

事故予防対策に関する研究 

高齢者に使いやすく、事故の予防効果が高い予防安全シ

ステムの評価方法を開発することを目的した。 

近年世界中で増加している電動車は、モータ駆動による

滑らかな加速と回生ブレーキによる速やかな減速が特徴で

ある。一方、長年ガソリンエンジン車を運転してきた高齢

者が操作することは難しい場合があると予想されるため、

ドライビングシミュレータを用いて、高齢者が電動車を周

辺車両の流れに合わせて運転する様子を観察した。その結

果、電動車のアクセルペダルの操作回数はエンジン車より

も増加し、速度が不安定になる場合があることが分かっ

た。電動車の速度を安定させるには、加速や減速をマイル

ドに制御するなどの車両側の対策が必要と考察した。 

以上の研究成果に基づき、７件の研究所外向けの発表を

行った。 

 

③加齢等による眩惑が運転視界に及ぼす影響の解析と新しい

自動車用灯火器による改善方法に関する研究 

自動車事故は夜間の視認性が低下する状況で数多く発生

しており、また、対向車や後続車両の前照灯により生じる

幻惑（グレア）により歩行者の発見が遅れるような事故が

発生している。夜間の視認性低下やグレアは特に高齢者に

おいて起こりやすく、特に社会の高齢化が進んでいる日本

から海外への技術対策の発信が必要である。これらの問題

を技術的に解決するため、高齢者の運転視界を解析し、前

照灯による視認性向上とグレア低減の方法を研究し、夜間

事故を防止するための対策基準について検討を行うことを

目的とした。 

まず、反射グレアを評価するため乾燥時及び湿潤時の路

面反射特性の実験を実施した。 

その結果、対向車方向の鏡面反射率は乾燥時数倍、湿潤

時 1000 倍以上になることが明らかになった。次に、路面

反射グレアによるシルエット視時の歩行者被視認性実験を

実施し、逆シルエット視とそのコントラスト閾値に大きな

差は見られないことが明らかになった。その他、信号灯路

面描画が他の交通参加者に及ぼす影響を検証するため、車
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 線変更時に他車線を走行する車両への影響についてドライ

ビングシミュレータによる動的評価実験を実施した。 

その結果、方向指示のわかりやすさについて評価させた

ところ、いずれの車間距離条件においても８割以上の被験

者が“非常に分かりやすい”または“分かりやすい”とい

う回答が得られた。また、本成果のとりまとめを学会にて

２件（うち査読付き論文１件）発表した。 

 

（２）交通事故実態に即し、予防安全技術を考慮した衝突安

全試験方法等の検討（２課題） 

衝突事故における乗員の保護は、シートベルトやエアバッ

グなどの拘束装置によって行われる。これらの装置は乗員の

初期姿勢により効果に差が生じることが知られており、特に

シートベルトでは、ラップベルトが骨盤の腸骨部から外れる

とベルトが腹部に侵入し重篤な傷害をもたらすため、これを

防止することは乗員保護における大きな課題である。一方で

近年では、自動運転車両の普及が進みつつあり、運転者を含

む車両乗員の乗車姿勢は多様になると予想される。そこで、

1)乗車姿勢と衝突時の受傷状況に及ぼす影響に関する研究を

実施する。また、車両の安全基準が未整備な自転車乗員につ

いて、2)転車乗員の衝突被害について調査を実施した。 

 

④乗車姿勢が乗員傷害に及ぼす影響に関する研究 

自転車事故における衝突速度の影響について、低速度衝

突の場合について実車衝突試験により調査することを目的

とした。 

乗員が座席背面を倒してリラックスした姿勢で乗車した

場合について、前面衝突を模擬したスレッド試験を実施

し、乗員挙動や乗員傷害について比較検討を行った。助手

席に成人男性ダミーを搭載し、前面衝突試験基準（UN-

R137）の搭載要件である、乗車姿勢（腰角度：22 度±2.5

度、座席背面角度 16 度）と、シート背面角度を 35 度と

45 度に倒したリラックスした姿勢で実験を行った。 

 

その結果、小柄女性ダミーでは腰ベルトが外れるシート

背面角度（35 度以上）であっても、成人男性ダミーでは

実験中に外れることはなかった。これは、それぞれ異なる

体格のダミーの骨盤形状等によるものと考えられる。当該

研究により得られた知見は、法規や JNCAP における衝突試

験法改定作業において行政当局に提言するために活用す

る。 
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⑤予防安全装置作動時の乗員被害軽減に関する研究 

自転車事故における衝突速度の影響について、低速度衝

突の場合について実車衝突試験により調査することを目的

とした。 

自転車乗員の衝突被害について調査するために、成人男

性ダミー、小柄女性ダミー、子供（6歳児）ダミーを用い

て、軽自動車との衝突実験を自転車乗車中と歩行中の状態

を模擬して行った。今年度は、テストマトリックスのうち

未実施だった実験条件４件を実施した。 

車両速度が 20km/h と比較的低速度で歩行者ダミー及び

自転車乗員ダミーと軽自動車の衝突実験を行った。その結

果、ダミー頭部と車両との衝突は、成人男性ダミーや子供

ダミーでは発生せず、小柄女性ダミーでは軽微であった。

一方で、路面との衝突による頭部加速度はいずれのダミー

においても車体衝突時に比べて大きいことから、低速衝突

においては車両よりも路面が主要な加害物となる可能性が

高いことが分かった。当該研究により得られた知見は、法

規や JNCAP における衝突試験法改定作業において行政当局

に提言するために活用する。 

  

（３）自動運転に関する電子制御装置の安全性・信頼性評価

（２課題） 

自動運転技術の普及に伴い、高度化する車両制御に係る情

報の適切な管理が必要となってきている。自動運転における

検知及び認識機能について分析し、その正確性及びご認識が

生じる特徴について体系的な整理を行い、自動運転車の機能

要件及び安全性評価法を検討した。また、自動運転車の普及

など電子制御が増加するに伴い、重要性が増している自動車

の電磁両立性に関する国際基準等の改正動向等の把握を行っ

た。 

 

⑥自動運転車の環境認識機能の正確性に関する研究 

自動運転車の認識機能の正確性を評価する手法及び条件

を明らかにすることを目的とした。 

自動運転車に搭載されるセンサの中から、ミリ波レーダ

とステレオカメラを扱った。認識性能の評価にあたり、試

験場など実環境における評価と評価装置を用いた実験室内

における評価を行った。とりわけ、降雨などの悪天候下に

おける認識性能を評価するべく、人工降雨装置を用いて評

価を行った。また、実際の雨、人工降雨及びシミュレーシ
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ョンによる降雨を比較し、降雨環境における認識性能の評

価を行った。これにより、人工降雨による実降雨の再現を

確認したうえで、特にステレオカメラの認識性能に関し

て、空間中の雨滴よりもフロントガラス上の雨滴の影響が

あることが分かったが、シミュレーションを用いた評価で

は実環境における認識とは特性が異なる結果となり、シミ

ュレーションにおけるモデルを変更させる必要があること

が明らかとなった。 

本研究の成果として、自動運転車の公道における性能評

価について、自動車技術会論文集に査読付き論文 1編が掲

載、ミリ波レーダの認識性能評価について、精密工学会論

文集に査読付き論文 1編が掲載決定、ステレオカメラの認

識性能評価装置について、精密工学会論文集に査読付き論

文 1編が掲載された。また、認識性能評価装置を用いたミ

リ波レーダの評価とその課題について、自動車技術会

2022 年春季大会と秋季大会にて講演発表。ステレオカメ

ラの認識性能評価について、精密工学会の国際会議

ICPE2022 にて講演発表。さらに、日本電気学会からの依

頼により自動運転車の認識性能評価に関する解説記事を執

筆した。 

 

⑦自動車における電磁両立性に関する調査 

自動運転技術の急速な進展は電子制御技術の高度化によ

り成り立っているといっても過言ではない。その電子制御

技術の安全性・信頼性を確保するためには電磁両立性問題

を避けて通ることはできない。このため、各国・地域にお

いて自動車の電磁両立性に関する基準・規格を強化する動

きが顕著であり、WP29 においても自動車の電磁両立性

（EMC）基準である国連規則第 10 号（以下「UNR10」とい

う。）の改正審議が実施されている。そこで、UNR10 や

UNR10 から引用されている規格の改正動向を調査するとと

もに、必要に応じてデータを蓄積して提案するための検討

を行うことを目的とした。 

UNR10 の改正対応については、UNR10-07 シリーズ改正に

向けて定期的にインフォーマル会議が開催されており、動

向調査を実施するとともに必要な対応を行っている。特に

AVAS や E-CALL システム等のイミュニティ試験時の車両条

件については、日本の試験条件の合理性が認められようと

している。また、UNR10 関連規格の動向調査については、

自動車技術会 CISPR 分科会に参画し、UNR10 から引用され

ている規格の動向情報を入手するとともに、CISPR 分科会



27 
 

における自動車 EMC 関連 JASO 規格等の作成作業に参加し

た。 

UNR10 の部品イミュニティ試験法間の相関性に関する調

査では、試作した誤作動しやすい模擬 ECU(Electronic 

Control Unit)を使用して、各試験法による誤作動レベル

を調査した結果、図に例示するとおり、全く異なるものと

なった。その原因を検討した結果、試作した模擬 ECU の入

力インピーダンスが 50Ωと低いことが大きな要因と考え

られ、次年度に高インピーダンスで計測できるシステムの

導入を目指すこととした。 

 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．２．（１）① 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

研究開発の成果の最大化その他の研究業務の質の向上に関する事項 

①研究内容の重点化・成果目標の明確化 

 自動車（環境関係） 

業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第４号、第５号、第６号 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：高 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 ② 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

        予算額（百万円） 1,183 1,213    
        決算額（百万円） 1,667 1,664    

        経常費用（百万円） 1,663 1,763    
        経常利益（百万円） △129 7    
        行政コスト（百万円） 1,684 1,861    
        従事人員数 43 53    

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 

（再掲） 
中期計画 
（再掲） 

年度計画 
（再掲） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、国

が実施する関連

行政施策の立案

や技術基準の策

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、国

が実施する関連

行政施策の立案

や技術基準の策

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、国

が実施する関連

行政施策の立案

や技術基準の策

＜主な定量的指標＞ 
特になし。 

 
＜その他の指標＞ 
別紙１で定めた研

究計画に対し、所期

の目標を達成してい

るか。また、目標を

超過して達成した課

＜主要な業務実績＞ 

〇年度計画の各研究分野における具体的な取組みについて

は以下のとおり。 

（４）燃料電池自動車、電気自動車等の新技術搭載車の安

全・環境性能評価と OBD 活用による使用過程の車両

性能情報収集方法の検討（２課題） 

車載バッテリの安全性評価に関して、安全性の低下度

合いを定量的に評価する手法について検討し、レーザ照

射による熱暴走試験が熱暴走に至るまでに投与したエネ

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

令和４年度研究

計 画 の 「 自 動 車

（環境関係）」にあ

る３つの研究課題

（ ８ 研 究 ） の う

ち、２研究につい

て、目標を超えた

評定  
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定等に資する研

究等を交通安全

環境研究所にお

いて行うものと

する。 
また、我が国

自動車及び鉄道

等の技術の国際

標 準 化 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

うものとする。 
これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

計画期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進するものとす

る。 
 また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、評

価 に 当 た っ て

は、下記に掲げ

る評価軸及び①

から④までに掲

定等に資する研

究等を交通安全

環境研究所にお

いて行います。 

また、我が国

自動車及び鉄道

等の技術の国際

標 準 化 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

います。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

目標期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進します。 

また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、自

己評価に当たっ

ては、中期目標

に定められた評

価軸及び指標等

に基づいて実施

します。 

定等に資する研

究等を交通安全

環境研究所にお

いて行います。 

また、我が国

自動車及び鉄道

等の技術の国際

標 準 化 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

います。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

目標期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進します。 

また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、自

己評価に当たっ

ては、中期目標

に定められた評

価軸及び指標等

に基づいて実施

します。 

題の数。 
 
＜評価の視点＞ 
国が実施する関連

行政施策の立案や技

術基準の策定等に反

映するための研究で

あるか。具体的に

は、自動車、鉄道等

の安全の確保、環境

の保全及び燃料資源

の有効な利用の確保

に係る基準の策定等

に資するとされた調

査及び研究を実施し

ているか。 

ルギー投与量を指標に定量化できることを見出した。電

動車の車両性能に影響を与えることが想定されるバッテ

リ劣化について非破壊で診断する手法について調査を行

った。主要な４種類のバッテリの診断手法に関して、電

動車の駆動用バッテリを対象として診断を行うことを前

提に技術的な整理を行った。 

 

⑧使用過程を含む電動車両の環境性能評価手法の検討と

車載バッテリの安全性の評価手法の高度化に関する研

究 

車載バッテリの安全性評価に関して、劣化電池の安

全性変化について調査を行うことを目的とした。 

市販の 18650 型リチウムイオン電池を低温環境下で

繰り返し充放電することで、劣化セルを作成した。劣

化セルは、0℃または 10℃の環境温度下で 50 サイクル

充放電を繰り返すことで作成した。新品セルおよび劣

化セルにレーザを照射すると熱暴走に至るまでの投与

エネルギーに違いが生じた。このことから、レーザ照

射による熱暴走発生が、安全性低下の度合いを、投与

エネルギーを指標として定量的に評価できる方法であ

ることが示された。劣化セルのうち 2 サンプルでは、

新品に比べて半分以下のエネルギー投入で熱暴走に至

ることが確認された。新品および劣化品を分解し、電

極の状態を確認すると新品に比べて半分以下のエネル

ギー投入で熱暴走を起こした二つのセルの電極には金

属リチウムが析出していることが明らかになった。低

温の充電によって生成するリチウムが自己発熱または

電解液等と反応することで発熱し、レーザ以外の熱源

として熱暴走の発生に寄与していると想定された。 

成果として、国土交通省に本件が海外で報告されて

いる電気自動車の火災事故の想定されうる原因のひと

つである旨報告した。また、本件について論文を執筆

し、令和５年度に開催される自動車技術会で発表を行

うこととなった。 

 

⑨使用過程を含む電動車両の環境性能評価方法の検討と

車載バッテリの安全性の評価手法の高度化に関する研

究 

電動車の車両性能に影響を与えるバッテリ劣化につ

いて非破壊で診断する手法について調査を行うことを

目的とした。 

研究成果が得られ

た。 

「燃料電池自動

車走行時の周囲環

境条件が走行性能

に及ぼす影響の実

態把握」では、燃

料電池車（FCV）を

用いて走行評価を

行い、水素消費量

を測定することに

より、実走行環境

下における温度や

湿度が車両性能に

及ぼす影響につい

て検討した。周囲

環境温度の試験条

件等は、これまで

内燃機関を中心に

議論されてきたこ

とから、今後の普

及が見込まれる EV

や FCVに対応した試

験法の導入、見直

しが必要であるこ

とを、国土交通省

に提案した。 

「交通流中の違

法騒音車の判定」

では、テストコー

ス及び公道におい

て、二輪車・四輪

車の学習データを

取得し、判定精度

の検証を行うとと

もに、再計算を行

い更なる精度向上

を図った。また、

本研究にて開発し

た要素技術を活用

してシステム開発

＜評定に至った理由＞ 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には

意見を記載するなど 
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げる指標等に基

づいて実施する

ものとする。 
【重要度：高】 
 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る技術は、

自動運転システ

ム、燃料電池自

動車等に代表さ

れるとおり、日

進 月 歩 が 激 し

い。これらの最

新の技術に対応

した自動車及び

鉄道等の陸上交

通に係る安全・

環境政策を行う

ためには、これ

らの技術に対応

した安全・環境

基準を策定する

とともに、自動

車の型式認証、

自動車の検査、

リコール等にお

いても、最新技

術に対応させて

い く 必 要 が あ

る。そのために

は、最新の技術

に関する知見・

データを有しつ

つ、公正・中立

的な立場で実際

に研究、調査等

を行い、科学的

な根拠を持って

国への貢献がで

きる基盤が必要

であるため。さ

 

【重要度：高】 
 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る技術は、

自動運転システ

ム、燃料電池自

動車等に代表さ

れるとおり、日

進 月 歩 が 激 し

い。これらの最

新の技術に対応

した自動車及び

鉄道等の陸上交

通に係る安全・

環境政策を行う

ためには、これ

らの技術に対応

した安全・環境

基準を策定する

とともに、自動

車の型式認証、

自動車の検査、

リコール等にお

いても、最新技

術に対応させて

い く 必 要 が あ

る。そのために

は、最新の技術

に関する知見・

データを有しつ

つ、公正・中立

的な立場で実際

に研究、調査等

を行い、科学的

な根拠を持って

国への貢献がで

きる基盤が必要

であるため。さ

らには、我が国

技術を国際標準

更に、今後急

速な進展が見込

まれる自動車技

術の電子化に対

応するため、自

動車検査の更な

る高度化、既存

の検査の効率化

等に資する調査

等 を 実 施 し ま

す。 

 

国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

別紙１に掲げた

方針に沿って重

点的に研究開発

を推進します。 

別紙１に基づく

研究内容の重点

化・成果目標の

明確化を行うた

め 、 具 体 的 に

は、行政担当者

が参加する研究

課題選定・評価

会議を毎年開催

し、行政ニーズ

とアウトカムを

的確にとらえた

研究テーマを設

定します。その

上で、外部有識

者を招聘する研

バッテリ劣化の非破壊診断手法であるデータ集積

法、インピーダンス法、微分曲線解析法（dV/dQ、

dQ/dV 法）、充電曲線解析法について診断原理等を含め

て調査を行い、特長と課題の整理を行った。電気自動

車の車載電池を診断することを想定すると、充電曲線

解析法が、電気化学に基づく内部状態推定モデルであ

る こ と 、 組 電 池 に 対 応 で き る こ と 、 Stateof 

Health(SOH)と安全性の両方に対応できることから、調

査対象の中でもっとも適切な手法であることが示され

た。 

成果として、国土交通省に対して、調査したバッテ

リの非破壊診断手法について情報提供を行った。 

 

（５）実環境走行でのエネルギー消費効率・有害排出物質

等の信頼性・公平性を高めた評価（４課題） 

今後、電気自動車（EV）及び燃料電池自動車（FCV）の

普及が見込まれる。これら電動モータ駆動車特有の減速

時エネルギー回生やワンペダル運転等の新技術の導入

で、より一層の省エネ効果が期待できる。これまでは、

内燃機関のみを搭載する車両を主として、各種試験法が

作成されてきたが、今後は、電動モータ駆動車のエネル

ギー消費量が最適となる運転評価パターンや走行環境条

件を考慮することが望まれる。そこで、電動駆動車走行

時の周囲温度環境が走行性能に及ぼす影響を把握し、台

上試験時及び実走行における車両走行風の実態把握をお

こなうことで、台上試験条件の高精度化を検討した。さ

らに、道路や走行環境条件を変更した際の走行エネルギ

ー改善効果を評価するための評価システムの整備を進め

た。一方、内燃機関を搭載するハイブリッド車やプラグ

インハイブリッド車も今後普及が見込まれる。そこで、

これら車両から排出される微小粒子状物質の粒子数

（PN）について、計測方法の高精度化を図った。 

 

⑩燃料電池自動車走行時の周囲環境条件が走行性能に及

ぼす影響の実態把握 

燃料電池車（FCV）を用い、周囲環境温度や湿度を変

化させた際の車両性能を把握することを目的とし、環

境条件が任意に変更可能なシャシダイナモ設備を用い

た走行評価（国際基準調和を図った走行モード：WLTC

モード_4 フェーズ）を実施した。 

水素消費量に与える湿度環境の影響は確認されなか

を行い、テストコ

ース上で検証実験

を実施した結果を

国土交通省へ報告

した。 

以上の理由によ

り、所期の目標を

上回る成果が得ら

れており、Ａ評定

と認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 
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らには、我が国

技術を国際標準

化していくため

にも、基準獲得

交渉において科

学的根拠や最新

技術に関する知

見は必要不可欠

となるため。 
【評価軸】 
●国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための研究

であるか。具体

的 に は 、 自 動

車、鉄道等の安

全の確保、環境

の保全及び燃料

資源の有効な利

用の確保に係る

基準の策定等に

資するとされた

調査及び研究で

あるか。 
●行政ニーズを

的確にとらえた

研究テーマの設

定 後 に お い て

も、研究内容の

進捗を定期的に

内部で確認する

のみならず、外

部有識者等の参

加する会議にお

いても確認し、

必要に応じて助

言・方向性の修

正を行う等、研

究開発の成果の

化していくため

にも、基準獲得

交渉において科

学的根拠や最新

技術に関する知

見は必要不可欠

となるため。 
【評価軸】 
●国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための研究

であるか。具体

的 に は 、 自 動

車、鉄道等の安

全の確保、環境

の保全及び燃料

資源の有効な利

用の確保に係る

基準の策定等に

資するとされた

調査及び研究で

あるか。 
●行政ニーズを

的確にとらえた

研究テーマの設

定 後 に お い て

も、研究内容の

進捗を定期的に

内部で確認する

のみならず、外

部有識者等の参

加する会議にお

いても確認し、

必要に応じて助

言・方向性の修

正を行う等、研

究開発の成果の

最大化に資する

取組が促進され

究評価委員会を

毎年開催し、新

規研究テーマの

必要性、目標設

定や研究手法の

妥当性等を確認

し、実施中の研

究テーマの進捗

確認と必要な軌

道 修 正 等 を 行

い、終了研究テ

ーマの最終成果

の到達度や社会

的有用性等につ

い て 評 価 を 行

い、将来の発展

等についてご指

導をいただきま

す。さらに、交

通安全環境研究

所長が主催する

課題群進捗検討

会を課題群ごと

に毎年開催し、

各研究テーマの

進捗確認と関連

研究分野の連携

可能性等を検討

し、最大限の成

果が効率的に達

成できるように

努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

った（図_右下）。一方、温度環境の影響は非常に大き

く、乗用車等の国際調和排出ガス・燃費試験法

（WLTP）で基準とする 23℃環境下に比べ、-7℃環境下

においては、約36%の消費量増大となった（図_右上）。

また、WLTP の温度設定範囲の要件が 23℃±5℃である

が、その±5℃の範囲における水素消費量の上下限値に

おいては 8.7%の違いを発生している事が分かった。電

動駆動車は内燃機関搭載車に比べ高温となる熱源を発

生する機器の搭載が少ない構造であることから、この

試験温度範囲については、さらに狭める方向で見直し

を求めてもよいと考える。この点に関しては、今後電

気自動車を用いた試験を実施し、情報を収集する。 

本研究の成果としては、車両周囲の温度湿度環境が

乗用車の車両性能、排出ガス特性に与える影響につい

て、学会（自動車技術会）での発表2件、論文投稿1件

を行った。 

 

⑪交通流シミュレーションを用いた電動車走行時のエネ

ルギー評価を行うためのシステム構築 

交通流シミュレーションを活用し、机上にて、道路

や走行環境条件を変更した際の車両エネルギーの改善

効果を評価することを目的とした。また、そのシステ

ム構築を進めた。 

交通流シミュレータ「PTV Vissim」を導入し、その

動作確認を行った（図）。交通量を変化させた際の代表

車両の車速パターンの抽出が可能であることを確認し

た。さらに、電動車の電動モータによる減速回生特性

を把握するため、台上及び実路にて実車走行試験を行

った。今後、交通流シミュレーションで想定するコー

スにおける渋滞有無の走行状態を再現し、電動車両走

行時エネルギー特性が優れる車速パターンを取得する

等の検討を行う予定である。 

 

⑫台上走行時及び実走行時における車両走行風の実態把

握 

最新の電動車両は、車載機器の廃熱を回収し有効活

用する熱マネジメントを行うことで、一充電航続距離

を伸ばす技術を搭載している。そのため、車両が実路

走行時に受ける走行風をシャシダイナモ設備上で再現

できていない場合、正確な車両性能結果の取得が困難

となる。そこで、車両走行時の走行風を実路及びシャ
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最大化に資する

取組が促進され

ているか。 
①研究内容の重

点化・成果目標

の明確化 
国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

重点的に推進す

るべき研究開発

の方針は別紙１

に掲げるとおり

とする。 
な お 、 自 動

車・鉄道技術の

急速な進展を踏

まえ、必要に応

じて、別紙１は

変更する場合が

ある。 

ているか。 
国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

別紙１に掲げた

方針に沿って重

点的に研究開発

を推進します。 

別紙１に基づ

く研究内容の重

点化・成果目標

の明確化を行う

ため、具体的に

は、行政担当者

が参加する研究

課題選定・評価

会議を毎年開催

し、行政ニーズ

とアウトカムを

的確にとらえた

研究テーマを設

定します。その

上で、外部有識

者を招聘する研

究評価委員会を

毎年開催し、新

規研究テーマの

必要性、目標設

定や研究手法の

妥当性等を確認

し、実施中の研

究テーマの進捗

確認と必要な軌

道 修 正 等 を 行

い、終了研究テ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シダイナモ設備を用いて取得することを目的とした。 

その結果、実路走行時の走行風は、シャシダイナモ

設備で正確に再現できていないことを確認した（図 a_

左下）。例えば、車両への走行風の当て方（強さ）を変

えた際、FCV を対象とした場合、WLTP の規定通りに走

行風を当てた場合に比べて、実車走行相当の風を当て

た際の水素燃料消費率は約 1.7%悪化することが分かっ

た（図 b）。これは、燃料電池部の冷却水をラジエータ

ー部で冷やす構造であるが、走行風が強く当たること

により、そこからの放熱が大きくなり、水素消費量が

悪化したと考えられる。 

本研究の成果として、台上試験における走行風改善

策としては、従来用いている車両比例ファンの口を改

造することで、車両中央の風を弱く、車両両端の風を

強くする方針を得た。 

 

⑬PN 計測手法の高度化 

ハイブリッド車両やプラグインハイブリッド車両等

の電動駆動車両は、走行中のエンジン使用頻度が少な

い。そこで、エンジンや後処理装置が冷機状態におけ

る排出ガス等を精度よく評価するために、台上試験時

における排気導入管内の粒子損失の低減手法を検討す

ることを目的とした。 

過去に実施した研究結果より、テールパイプ直下か

らの測定に対し、WLTP の燃費及び排出ガス測定点とし

て用いられる希釈トンネル後から測定した方が約25%PN

排出量が小さくなる結果を得ている。そこで、排気導

入管内の温度に着目し、断熱や加温による粒子損失の

低減方法を検討した。走行試験時に、排気導入管をヒ

ーターで加熱することにより、導入管内の排出ガス温

度が 100 度以上を維持できることを確認した。このこ

とで、PN排出量の多いWLTCの低速フェーズで、上記二

点の測定点における PN 排出量の差が縮小できることを

確認した。 

本研究の成果としては、PN 粒子損失を低減し得る手

法として、排気導入管の加熱が有効であることを確認

した。 

 

（６）走行実態に即した騒音の評価（２課題） 

騒音の街頭検査の効率化のため、走行騒音から、街頭

検査の試験法である近接排気騒音試験が規制値を超過す
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ーマの最終成果

の到達度や社会

的有用性等につ

い て 評 価 を 行

い、将来の発展

等についてご指

導をいただきま

す。さらに、交

通安全環境研究

所長が主催する

課題群進捗検討

会を課題群ごと

に毎年開催し、

各研究テーマの

進捗確認と関連

研究分野の連携

可能性等を検討

し、最大限の成

果が効率的に達

成できるように

努めます。 

 

 

 

 

るか、判定することが可能なモデルの作成を行う。ここ

で は 、 カ メ ラ 画 像 か ら 車 種 を AI （ Artificial 

Intelligence）により判定し、マイクロホンアレイにて

測定した騒音から、AI により違法/適法の判定を行う。

そのため、AI 作成のための学習データの取得、マイクロ

ホンアレイによる信号処理技術の検討、公道での検証試

験等を実施する。 

 

⑭交通流中の違法騒音車の判定 

当所では、走行騒音から、街頭検査の試験法である

近接排気騒音試験が規制値を超過するか、判定するこ

とが可能なモデルの作成を行った。しかし、測定され

た騒音は判定対象の車両騒音のみであることが前提条

件であり、他の車両が存在する場合は、判定モデルを

適用することができない。そこで本研究では、マイク

ロホンアレイを用いた信号処理技術を用いて交通流中

の個々の車両音源を分離することにより、交通流中の

個々の車両について、違法/適法を判定可能なアルゴリ

ズムを構築することを目的とした。 

これまでに作成した AI による判定モデルの精度を検

証すべく、街頭検査とあわせた騒音測定を実施した。

その結果、二輪車２台（うち違法車０台）、四輪車 31

台（うち違法車４台）の測定を行い、精度検証を行っ

た。検証の結果、四輪車については、学習データの量

が足りず、十分な精度ではなかった。そのため、再学

習を行い、精度向上を図った。また、複数の音源が存

在する場合の精度向上を図るため、マイクロホンアレ

イによる複数音源が存在する場合の分離性能を検証

し、複数の音源を分離計測可能であることを示した。 

本研究の成果として、過去に実施した研究結果を取

りまとめ、１件の学会発表を行った。また、過去に出

願した特許１件について、特許査定を受けた。 

 

⑮再学習による判定モデルの精度向上 

当所がこれまでに作成したマイクロホンアレイを用

いた AI による判定モデルについて、特に四輪車の違法

車について精度が十分ではなかった。そこでさらなる

精度向上のため、四輪車について再学習を実施するこ

とを目的とした。 

本年度までに取得したデータを用いて、再学習を行

い、新たな AI による判定モデルを作成した。その結



34 
 

果、これまで検出できなかった四輪車の違法車につい

て、さらなる検証は必要なものの、判定精度50%まで向

上させることが出来た。四輪車については、学習段階

で95%以上の精度を有する二輪車用判定モデルを作成し

た学習データと比べ、データが少なく学習段階におい

ても80%程度の精度しかないため、引き続きデータの取

得し再学習を行い、精度向上を図る。 

本研究の成果として、過去に実施した研究結果を取

りまとめ、２件の学会発表を行った。また、過去に出

願した特許１件について特許査定を受けた。 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．２．（１）① 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

研究開発の成果の最大化その他の研究業務の質の向上に関する事項 

①研究内容の重点化・成果目標の明確化 

 鉄道等 

業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第４号、第５号、第６号 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：高 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 ③ 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

        予算額（百万円） 1,183 1,213    
        決算額（百万円） 1,667 1,664    

        経常費用（百万円） 1,663 1,763    
        経常利益（百万円） △129 7    
        行政コスト（百万円） 1,684 1,861    
        従事人員数 43 53    

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 

（再掲） 
中期計画 
（再掲） 

年度計画 
（再掲） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、国

が実施する関連

行政施策の立案

や技術基準の策

定等に資する研

究等を交通安全

環境研究所にお

いて行うものと

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、国

が実施する関連

行政施策の立案

や技術基準の策

定等に資する研

究等を交通安全

環境研究所にお

いて行います。 

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、国

が実施する関連

行政施策の立案

や技術基準の策

定等に資する研

究等を交通安全

環境研究所にお

いて行います。 

＜主な定量的指標＞ 
特になし。 

 
＜その他の指標＞ 
別紙１で定めた研

究計画に対し、所期

の目標を達成してい

るか。また、目標を

超過して達成した課

題の数。 
 
＜評価の視点＞ 
国が実施する関連

＜主要な業務実績＞ 

〇年度計画の各研究分野における具体的な取組みについては以

下のとおり。 

（７）新技術を用いた交通システムに対応する安全性評価（２

課題） 

近年我が国では、無線式列車制御システム

（Communications-Based Train Control：CBTC）等をはじめ

とした新しい列車制御システムの導入や一般的な路線を対象

とした自動運転の導入に向けた検討が進められており、国内

でのリスク分析や安全性評価の重要性が増している。これま

で、主に海外展開向けの信号システムに関する安全性評価手

法及び信頼性評価手法について整理してきた知見を踏まえ、

引き続き国内外の動向を踏まえた評価手法の研究に取り組

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

令和４年度研

究計画の「鉄道

等」にある３つ

の研究課題（９

研究）のうち、

２研究につい

て、目標を超え

た研究成果が得

られた。 

新たな列車制

御システムを用

評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策

＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には

意見を記載するなど 
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する。 
また、我が国

自動車及び鉄道

等の技術の国際

標 準 化 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

うものとする。 
これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

計画期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進するものとす

る。 
 また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、評

価 に 当 た っ て

は、下記に掲げ

る評価軸及び①

から④までに掲

げる指標等に基

づいて実施する

ものとする。 
【重要度：高】 

 

また、我が国

自動車及び鉄道

等の技術の国際

標 準 化 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

います。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

目標期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進します。 

 

また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、自

己評価に当たっ

ては、中期目標

に定められた評

価軸及び指標等

に基づいて実施

します。 

 
【重要度：高】 

 

また、我が国

自動車及び鉄道

等の技術の国際

標 準 化 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

います。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

目標期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進します。 

 

また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、自

己評価に当たっ

ては、中期目標

に定められた評

価軸及び指標等

に基づいて実施

します。 

 
 

行政施策の立案や技

術基準の策定等に反

映するための研究で

あるか。 
具体的には、自動

車、鉄道等の安全の

確保、環境の保全及

び燃料資源の有効な

利用の確保に係る基

準の策定等に資する

とされた調査及び研

究を実施している

か。 

み、新しい列車制御システム等に対応できる安全性評価手法

の深度化を図る。 

 

⑯新たな列車制御システムを用いた交通システムの安全性評

価に関する研究 

新しい列車制御システムに対応した安全性評価を行うた

め、国内の技術基準及び国際規格を踏まえ、自動運転に向

けた列車制御システムの評価にあたっての課題を抽出する

ことを目的とした。 

自動運転に向けた列車制御システムの評価にあたっての

課題を抽出するため、令和 4年 9月に発行された「鉄道に

おける自動運転技術検討会とりまとめ」の内容を踏まえ、

従来の鉄道において運転士が実施している業務から、シス

テムを設計する際に従来装置との差異に相当する部分の整

理を行い、列車制御システムの評価にあたっての課題を以

下の通り抽出した。 

 (1)GoA2.5(※)において装置で実施可能な内容 

 (2)GoA2.5 係員、その他係員又は装置が代行できる内容 

 (3)GoA2.5 係員及び装置だけで完全に代行が難しい内容 

 (4)GoA2.5 係員及び装置だけで対応が難しい内容 

(1)の場合においては、装置の安全関連機能について評

価が必要となることは従来と同様であるが、(2)から(4)の

場合においては、これまでの運転士とは異なる GoA2.5 係

員の能力や資質が関係するため、それらを含めた評価が課

題となる。 

※「GoA」とは「Grades of Automation」の略で、

「GoA2.5」は、緊急停止操作等を行う係員が列車の前

頭に乗務する自動運転の形態をいう。 

さらに、上記課題に対応するため、従来の鉄道における

運転士業務の状況を把握することとし、列車運行システム

安全性評価シミュレータを用いた被験者試験及びゴーグル

を用いた視線計測による運転士の運転状況の把握を実施し

た。 

本研究の成果として、本成果をとりまとめ、行政との緊

密な連携のもと「鉄道における自動運転技術検討会とりま

とめ」の公表を踏まえ、国内シンポジウム２件、国内学会

５件、国際学会１件及び交通安全環境研究所フォーラム

2022 にて３件発表した。また、査読付き論文１編を電気学

会へ提出した。 

 

いた交通システ

ムの安全性評価

に関する研究で

は、「鉄道にお

ける自動運転技

術検討会とりま

とめ」の内容を

踏まえ、列車制

御システムの評

価にあたっての

課題を抽出し

た。本研究の成

果をとりまと

め、国土交通省

へ情報提供する

とともに、国内

外の学会等で発

表をおこなっ

た。抽出した課

題に対応するた

め、列車運行シ

ステム安全性評

価シミュレータ

を用いた被験者

試験及び VR ゴ

ーグルを用いた

試験計測を実施

し、運転士の運

転状況の把握を

おこなった。 

衛星測位をは

じめとする車上

位置検知技術の

評価に関する研

究では、衛星測

位を活用したシ

ステムについ

て、測位精度の

基準となり得る

ことを実列車を

用いた試験で確
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 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る技術は、

自動運転システ

ム、燃料電池自

動車等に代表さ

れるとおり、日

進 月 歩 が 激 し

い。これらの最

新の技術に対応

した自動車及び

鉄道等の陸上交

通に係る安全・

環境政策を行う

ためには、これ

らの技術に対応

した安全・環境

基準を策定する

とともに、自動

車の型式認証、

自動車の検査、

リコール等にお

いても、最新技

術に対応させて

い く 必 要 が あ

る。そのために

は、最新の技術

に関する知見・

データを有しつ

つ、公正・中立

的な立場で実際

に研究、調査等

を行い、科学的

な根拠を持って

国への貢献がで

きる基盤が必要

であるため。さ

らには、我が国

技術を国際標準

化していくため

にも、基準獲得

 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る技術は、

自動運転システ

ム、燃料電池自

動車等に代表さ

れるとおり、日

進 月 歩 が 激 し

い。これらの最

新の技術に対応

した自動車及び

鉄道等の陸上交

通に係る安全・

環境政策を行う

ためには、これ

らの技術に対応

した安全・環境

基準を策定する

とともに、自動

車の型式認証、

自動車の検査、

リコール等にお

いても、最新技

術に対応させて

い く 必 要 が あ

る。そのために

は、最新の技術

に関する知見・

データを有しつ

つ、公正・中立

的な立場で実際

に研究、調査等

を行い、科学的

な根拠を持って

国への貢献がで

きる基盤が必要

であるため。さ

らには、我が国

技術を国際標準

化していくため

にも、基準獲得

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑰鉄道における磁界評価に関する調査 

鉄道車両の外側に発生する磁界の評価方法を検討するた

め、車両外側に発生する最大磁界の推定方法の検討及び車

両外側における磁界発生状況の把握を行うことを目的とし

た。 

鉄道車両の外側に発生する磁界の測定を１事業者１車種

において実施し、磁界の発生状況を把握した。また、既存

の測定方法では、車両外側に発生する磁界の最大をとらえ

られていないと考え、車両外側に発生する最大磁界の推定

方法について検討を行い、推定可能性の高い方法の検証を

行った。 

磁界の発生状況を把握した結果について、過去の測定結

果を含めて分析しとりまとめるとともに、外側磁界の測定

に適した環境条件について検討を行いとりまとめた。 

研究の成果として、本成果をとりまとめ、国土交通省に

対して報告を行ったとともに、磁界発生状況の測定結果概

要について、交通安全環境研究所から鉄道事業者へ周知し

た。 

 

（８）列車の安全運行や施設の維持管理の省力化に資する技術

の評価（５課題） 

少子高齢化が進み、運転士や保守作業員等の鉄道係員の確

保・養成が困難になってきている中で、列車運行の安全性を

確保するためには、より一層の業務の効率化・省力化に資す

る取組が必要である。特に、人的・資金的制約により安全性

の向上のために必要な技術開発を行うことが難しい地方鉄

道・索道等における安全性の確保は引き続き重要な課題であ

る。このため、センシングやモニタリング等の最新技術に着

目し、低コストで安全運行、省力化、効率化等を実現する手

法の研究に取り組むものとする。 

 

⑱車両動揺に基づく軌道状態の評価法に関する研究 

車両動揺に基づく軌道状態の要注意箇所の抽出手法につ

いて、省コストな市販の小型情報端末を用い、これまでに

検討した軌道整備の要注意箇所を抽出するデータ処理手法

を検証することを目的とした。 

省コストな市販の小型情報端末によって測定される車両

の上下振動データ及び速度データに対し、過年度に製作し

たソフトウェアを用いて誤差補正を含む必要な処理を行っ

た結果と、別途軌道検測車で測定された軌道高低変位の結

果を比較検証した。その結果、車両の上下振動と軌道の高

認した。本成果

を国土交通省か

らの受託調査に

展開し、調査結

果を国土交通省

に報告した。ま

た、この研究に

関連して、特許

出願をおこなっ

た。 

以上の理由

により、所期

の目標を上回

る成果が得ら

れており、Ａ

評定と認めら

れる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 
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交渉において科

学的根拠や最新

技術に関する知

見は必要不可欠

となるため。 
【評価軸】 
●国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための研究

であるか。具体

的 に は 、 自 動

車、鉄道等の安

全の確保、環境

の保全及び燃料

資源の有効な利

用の確保に係る

基準の策定等に

資するとされた

調査及び研究で

あるか。 
●行政ニーズを

的確にとらえた

研究テーマの設

定 後 に お い て

も、研究内容の

進捗を定期的に

内部で確認する

のみならず、外

部有識者等の参

加する会議にお

いても確認し、

必要に応じて助

言・方向性の修

正を行う等、研

究開発の成果の

最大化に資する

取組が促進され

ているか。 
国が実施する

交渉において科

学的根拠や最新

技術に関する知

見は必要不可欠

となるため。 
【評価軸】 
●国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための研究

であるか。具体

的 に は 、 自 動

車、鉄道等の安

全の確保、環境

の保全及び燃料

資源の有効な利

用の確保に係る

基準の策定等に

資するとされた

調査及び研究で

あるか。 
●行政ニーズを

的確にとらえた

研究テーマの設

定 後 に お い て

も、研究内容の

進捗を定期的に

内部で確認する

のみならず、外

部有識者等の参

加する会議にお

いても確認し、

必要に応じて助

言・方向性の修

正を行う等、研

究開発の成果の

最大化に資する

取組が促進され

ているか。 
国が実施する

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国が実施する

低変位との間には強い相関関係があることが確認された。

この関係に基づき、車両動揺に基づく軌道状態の要注意箇

所の抽出手法について、とりまとめを行った。実用方法と

して例えば、日々測定される営業列車の上下振動のデータ

から、要注意箇所となった場合は、整備基準値に相当する

振動加速度を超えないように軌道整備を行うことを提案し

た。 

本成果をとりまとめ、鉄道技術国際シンポジウムにおい

て２件及び令和４年度交通安全環境研究所講演会に発表し

た。また、軌道状態に関する特許を２件出願した。 

研究の成果として、この研究に関連して、特許を２件出

願した。軌道の状態の要注意箇所を抽出する手法について

査読付き論文として取りまとめた結果、日本機械学会論文

集に掲載された。また、国内学会において２件及び交通安

全環境研究所フォーラム 2022 にて発表した。 

 

⑲軌間拡大リスクの効率的な評価法に関する研究 

本研究は、営業車両の動揺データに基づき、軌間拡大に

関するリスクを評価すべき軌道整備の要注意箇所を抽出す

るデータ処理手法を検討することを目的とした。 

車両動揺データをもとに軌間拡大の可能性のある箇所を

推定するため過年度に構築したアルゴリズムを適用し、曲

線部において車両動揺データから推定した結果は、別途軌

道検測車によって測定された軌間変位が大きい箇所とおお

むね一致することを確認した。さらに、車両動揺データか

ら抽出された箇所において軌間拡大リスクの評価を行った

結果、リスクが高い箇所であることを確認した。これらを

踏まえ、小型情報端末を用いた車両動揺データの収集、車

両動揺データからリスクを評価すべき箇所を抽出するデー

タ処理手法、横圧載荷治具を用いた軌間拡大リスクの評価

といった一連の評価手順を取りまとめた。 

本研究の成果として、本成果をとりまとめ、交通安全環

境研究所フォーラム 2022 にて発表した。 

 

⑳モニタリングシステムによる索道の運転状態の評価に関す

る研究 

運転中の索道において異常を検知することが可能な搬器

動揺のモニタリングに必要なシステムを検討することを目

的とした。 

過年度に検討したデータの取得方法等に基づき、必要な

機材を調達することにより、搬器の動揺、風向及び風速等
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関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

重点的に推進す

るべき研究開発

の方針は別紙１

に掲げるとおり

とする。 
な お 、 自 動

車・鉄道技術の

急速な進展を踏

まえ、必要に応

じて、別紙１は

変更する場合が

ある。 

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

別紙１に掲げた

方針に沿って重

点的に研究開発

を推進します。 
 別紙１に基づ

く研究内容の重

点化・成果目標

の明確化を行う

ため、具体的に

は、行政担当者

が参加する研究

課題選定・評価

会議を毎年開催

し、行政ニーズ

とアウトカムを

的確にとらえた

研究テーマを設

定します。その

上で、外部有識

者を招聘する研

究評価委員会を

毎年開催し、新

規研究テーマの

必要性、目標設

定や研究手法の

妥当性等を確認

し、実施中の研

究テーマの進捗

確認と必要な軌

道 修 正 等 を 行

い、終了研究テ

ーマの最終成果

の到達度や社会

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

別紙１に掲げた

方針に沿って重

点的に研究開発

を推進します。 
別紙１に基づ

く研究内容の重

点化・成果目標

の明確化を行う

ため、具体的に

は、行政担当者

が参加する研究

課題選定・評価

会議を開催し、

行政ニーズとア

ウトカムを的確

にとらえた研究

テーマを設定し

ま す 。 そ の 上

で、外部有識者

を招聘する研究

評価委員会を開

催し、新規研究

テ ー マ の 必 要

性、目標設定や

研究手法の妥当

性等を確認し、

実施中の研究テ

ーマの進捗確認

と必要な軌道修

正等を行い、終

了研究テーマの

最終成果の到達

度や社会的有用

のデータを収集でき、リアルタイムに運転室へ伝送し、表

示する搬器動揺モニタリングシステムを試作した。 

本研究の成果として、本成果をとりまとめ、交通安全環

境研究所フォーラム 2022 にて発表した。 

 

㉑衛星測位をはじめとする車上位置検知技術の評価に関する

研究 

衛星からの電波を受信しづらい箇所で列車位置を検知可

能とするため、衛星測位と他のセンサを組み合わせた列車

位置検知技術の性能向上について検討を行うことを目的と

した。 

衛星測位単独での列車位置検知性能を評価する手法とし

て、RTK（リアルタイムキネマティック）測位を利用した

衛星測位精度評価手法の検証実験を実施した。これまで測

位精度の評価には、土木の高精度測量に用いられる VRS 

(Virtual Reference Station)を利用した RTK 測位によっ

て評価する方法を採っていたが、この実験により、RTK 測

位検証環境でも VRS 利用 RTK 測位と遜色ない結果が得ら

れ、測位精度評価の基準になり得ることを確認した。ま

た、測定時間全体に対する衛星測位結果の取得の割合を示

す有効測位率と、測位データから算出される測位誤差につ

いて検証した。 

さらに、衛星測位と組み合わせるセンサとして

LiDAR(Light Detection and Ranging)センサに着目し、軌

道に設置した複数のターゲットマーカからなる固有地点ご

とのコードを LiDAR センサで読み取って位置検知を行うこ

とにより、衛星測位を補完する手法を考案した。鉄道事業

者の協力の下、車庫内及び営業線において検証実験を実施

した結果、使用する LiDAR センサの機構や仕様に応じてタ

ーゲットマーカの配置を適切に調整することで、考案した

手法を実現できる可能性が高いことを確認した。 

 

㉒地方鉄道の踏切における安全性向上技術評価の検討 

地方鉄道の踏切に対し、自動車分野で普及が進められて

いる車車間通信及び路車間通信、並びに汎用技術の利用に

よる低コストな安全性向上策の基本要素を模擬したモデル

システムを検討することを目的とした。 

事故データの分析及び踏切事故の実態調査結果から、第

４種踏切に対する直前横断対策の技術要件に即したコスト

な安全性向上策の基本要素を模擬したモデルシステムの検

討を行った。その結果、別途定める評価モデルシステムの
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的有用性等につ

い て 評 価 を 行

い、将来の発展

等についてご指

導をいただきま

す。 
さらに、交通

安全環境研究所

長が主催する課

題群進捗検討会

を課題群ごとに

毎年開催し、各

研究テーマの進

捗確認と関連研

究分野の連携可

能 性 等 を 検 討

し、最大限の成

果が効率的に達

成できるように

努めます。 
 

性等について評

価を行い、将来

の発展等につい

てご指導をいた

だきます。 
さらに、交通

安全環境研究所

長が主催する課

題群進捗検討会

を課題群ごとに

開催し、各研究

テーマの進捗確

認と関連研究分

野の連携可能性

等を検討し、最

大限の成果が効

率的に達成でき

るように努めま

す。 
 

仕様から、以下の通りモデルシステムの要素設計を行っ

た。 

列車位置・速度情報の取得方法 ：GPS の利用 

列車位置・速度情報の伝達方法 ：Wi-Fi の利用 

踏切における支援情報の提供方法：IoT 技術、モバイル

バッテリ、太陽光発

電の利用 

各要素設計をもとに試作機を製作し、別途定める要素技

術の機能確認試験を実施した結果、踏切を模擬した地点か

ら 800m 手前において列車の位置の検知を開始することが

確認された。 

研究の成果として、本成果をとりまとめ、国内シンポジ

ウム１件及び国内学会１件発表した。 

 

（９）新技術を含む公共交通の地域に応じた導入促進評価（２

課題） 

急速に社会の高齢化が進展する中、公共交通網が十分整備

できない地方都市では、高齢者が自家用車を運転せざるを得

ない状況となっており、事故の懸念も高まってきている。そ

うした中で、公共交通事業者も高齢化の影響で労働力不足と

なっており、公共交通の路線維持に欠かせない運転士の確保

が困難となりつつある。その一方で、MaaS(Mobility as a 

Service)などのモビリティ確保の技術が広がりはじめ、それ

に対応した新しいモビリティシステムの開発も進められてい

る。様々なシステムを組み合わせたモビリティシステムの評

価には、それを導入する地域の特性(人口構成や都市構造等)

を考慮する必要があり、適切な評価方法を確立することで地

域に応じた公共交通の普及に貢献する。 

 

㉓新たなモビリティサービスを指向した技術に関する利用状

況調査 

観光リゾート地での自動運転による運行が実用化するな

ど実績が積み重なってきた一方で、さらに次世代型の自動

運転技術の開発も進んだ。また、都市部においても道路幅

の狭い住宅地等でもグリーンスローモビリティやワゴン車

を用いた乗り合い運行が始まる等、小規模な乗り合い自動

車の需要が各地にあることが明らかになった。グリーンス

ローモビリティは都市部においては、幹線道路ではなく住

宅地等の細街路での活用が考えられることから、その導入

は細街路での交通流に影響することが考えられる。しか

し、導入の評価を進めるにあたっての課題として、細街路
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の交通流に関するデータがほとんど存在しないことが判明

したため、幹線道路の交通流データから細街路の交通流を

推計する手法について検討を行った。入手可能な過去５年

間の交通流データを分析した結果、幹線道路と細街路の交

通流には高い相関があることが分かり、既存データのない

細街路の交通流について近隣の幹線道路の交通流から推計

可能との結論を得た。 

研究の成果として、本成果をとりまとめ、国内学会にお

いて１件の発表を行った。また、査読付き論文１編が交通

工学論文集に掲載された。 

 

㉔地域特性に応じた公共交通の導入効果評価手法の検討 

これまで取り組んできた公共交通の導入効果評価手法に

ついて、地域特性を反映した適切な評価を行うための評価

手法の妥当性を検討することを目的とした。 

前年度に確立した潜在需要の推計手法の計算結果に基づ

いて、グリーンスローモビリティの導入が有効となる地域

の可視化を行うとともに、グリーンスローモビリティ実証

運行が行われている地域の状況との比較によるケーススタ

ディを行った。その結果、複数の地域でシミュレーション

結果と実証運行のルートに類似性が見られたことから、シ

ミュレーションの妥当性が示された。 

研究の成果として、本成果をとりまとめ、国内学会にお

いて１件及び交通安全環境研究所フォーラム 2022 にて発

表した。 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．２．（１）②③④ 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

研究開発の成果の最大化その他の研究業務の質の向上に関する事項 
②外部連携の強化・研究成果の発信 

③受託研究等の獲得 

④知的財産権の活用と管理適正化 
業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第４号、第５号、第６号 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標

期間最終年度

値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

共同研究の実施 年間18件 － 29 件 26 件    予算額（百万円） 1,183 1,213    
基準の策定等に資

する調査、研究等

を実施 

年間25件 － 29 件 34 件    決算額（百万円） 1,667 1,664    

国内外の学会等で

研究成果を発表 
一人平均

３件 

－ 一人平均

3.93 件 

一人平均

3.68 件 

   経常費用（百万円） 1,633 1,763    

査読付き論文の 
発表 

一人平均

0.5 件 

－ 一人平均

0.7 件 

一人平均

0.96 件 

   経常利益（百万円） △129 7    

受託研究等の実施 年間60件 － 104 件 90 件    行政コスト（百万円） 1,684 1,861    
特許等の産業財産

権の出願 
年間５件 － ８件 ６件    従事人員数 43 53    

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ②外部連携の強

化・研究成果の

発信 

国内のみなら

ず諸外国も含め

た、公的研究機

②外部連携の強

化・研究成果の

発信 

国内のみなら

ず諸外国も含め

た、公的研究機

②外部連携の強

化・研究成果の

発信 

国内のみなら

ず諸外国も含め

た、公的研究機

＜主な定量的指標＞ 
 共同研究の実施 
 基準の策定等に資

する調査、研究等

を実施 
 国内外の学会等で

＜主要な業務実績＞ 

②外部連携の強化・研究成果の発信 

交通安全環境研究所は、国が行う自動車等の陸上交通に係る施

策立案、基準策定のための試験研究を行い、公正・中立なデータ

に基づき技術的な支援を行っている。交通安全環境研究所の研究

者は、技術基準の策定等につながる自動車や鉄道等の技術の評価

＜評定と根拠＞ 

 Ｓ 

国 内 外 の 大

学、研究機関と

協力しつつ、保

有する試験設備

評定  
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関、大学、民間

企業等との共同

研究や人的交流

等の連携を強化

し、研究の効率

的かつ効果的な

実 施 を 図 る こ

と。 

また、研究成

果について、国

の施策立案への

貢献及び国内学

会等を通じた研

究成果の社会還

元に努めるとと

もに、国際学会

での発表等の国

際活動を推進す

ること。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、共同

研究を90件程度

実施すること。 

【指標】 

● 基準の策

定等に資する調

査、研究等の実

施状況（モニタ

リング指標） 

● 学会発表

等の状況（モニ

タリング指標） 

● 査読付き

論文の発表状況

（モニタリング

指標）等 

 

 

 

 

関、大学、民間

企業等との共同

研究や人的交流

等の連携を強化

し、研究の効率

的かつ効果的な

実 施 を 図 り ま

す。 

また、研究成

果について、国

の施策立案への

貢献及び国内学

会等を通じた研

究成果の社会還

元に努めるとと

もに、国際学会

での発表等の国

際活動を推進し

ます。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、共同

研究を90件程度

実施します。ま

た、基準の策定

等 に 資 す る 調

査 、 研 究 等 を

125 件程度実施

します。これら

の調査、研究等

によって得られ

た成果を広く社

会に公表するた

めに、国内外の

学会等で一人平

均15件程度発表

します。このう

ち、査読付き論

文 を 一 人 平 均

2.5 件程度発表

します。 

関、大学、民間

企業等との共同

研究や人的交流

等の連携を強化

し、研究の効率

的かつ効果的な

実 施 を 図 り ま

す。 

また、研究成

果について、国

の施策立案への

貢献及び国内学

会等を通じた研

究成果の社会還

元に努めるとと

もに、国際学会

での発表等の国

際活動を推進し

ます。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、共同

研究を18件程度

実施します。ま

た、基準の策定

等 に 資 す る 調

査、研究等を 25

件程度実施しま

す。これらの調

査、研究等によ

って得られた成

果を広く社会に

公 表 す る た め

に、国内外の学

会等で一人平均

３件程度発表し

ま す 。 こ の う

ち、査読付き論

文 を 一 人 平 均

0.5 件程度発表

します。 

研究成果を発表 
 査読付き論文の 
 発表 
 受託研究等の実施 
 特許等の産業財産

権の出願 
 
＜その他の指標＞ 
特になし。 

 
＜評価の視点＞ 
計画通り着実に実

行できているか。 

法を研究する能力を備えており、そのための試験技術や計測法に

関する知見を備え、さらに専用の試験設備を保有している。 

こうした交通安全環境研究所の立場、特徴及び研究能力、試験

設備と大学の学術研究能力、及び企業の技術開発力がそれぞれ持

つ強みをお互いの理解のもとに結びつける共同研究、共同事業等

によって、技術開発等も伴う国家プロジェクトなどで最大限の研

究成果を効率的に生み出し、その成果を行政施策に反映し社会に

有効に役立てることを産学官連携の基本方針としている。 

さらに交通安全環境研究所は、独立行政法人として交通技術行

政の進め方やその仕組み等に詳しいことから、研究の成果を国施

策へ反映する方策等の面で産学官連携の指導性を発揮することが

可能である。国内外の大学、研究機関と協力しつつ、保有する試

験設備や研究者の知見を活用し、共同研究を 26 件実施した。 

交通安全環境研究所が行う調査、研究のうち将来的に自動車、

鉄道等の安全の確保、環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確

保に係る基準の策定等に資する検討課題を提案した。 

研究成果を活用した施策提言に積極的に取り組む一方で、基準

等の策定に資する検討会やワーキンググループへの参画等によ

り、国土交通政策に関わる基準策定、施策立案支援等の業務に積

極的に取り組み、研究成果の社会還元に努めることとした。研究

成果から得た知見を活かし、専門家として、国土交通省や環境省

等の検討会やワーキンググループに参画し、専門的知見を述べる

こと等により、国土交通政策の立案・実施支援に貢献した。 

カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（令和３年６月

18 日閣議決定)、デジタル田園都市国家構想基本方針（令和４年

６月７日閣議決定）に基づく政府目標の実現や、LRT の走行安定

性に関する技術指導、近年の大型車の車輪脱落事故の増加を受け

ての対策等社会情勢を踏まえた課題解消に向け、機構の設立目的

に合致する受託研究・試験等を積極的に実施した。 

政府目標の実現に向けては、令和４年度より、交通安全環境研

究所がグリーンイノベーション基金事業「スマートモビリティ社

会の構築」に参画しており、EV・FCV の運行管理と一体的なエネ

ルギーマネージメントの構築に貢献した。また、国連の自動車基

準調和世界フォーラム（WP29）に LCA（ライフサイクルアセスメ

ント）に関する専門家会議を設立し、当研究所の職員が議長を務

め、国際的な議論を主導した。 

さらに、自動運転の実用化に向けた取組として、令和４年に改

正された道路交通法において、レベル４の自動運転車両の運行に

ついて許可制度が創設され、交通ルール上の課題について検討を

行う「自動運転の拡大に向けた調査検討委員会」の委員や、「自

動運転車事故調査委員会」の委員、「自動運転車公道走行 WG」の

や研究者の知見

を活用し、共同

研究を26件（達

成率 144％）実

施した。 

基準の策定等

に資する取り組

み と し て 、 調

査・研究等を 34

件 （ 達 成 率

136％）実施し

た。 

研究成果の普

及、活用促進を

図り、広く科学

技術に関する活

動に貢献するた

め、国内外での

学会等での発表

は 、 一 人 平 均

3.68 件（達成率

123％）、うち査

読付き論文の発

表は、一人平均

0.96 件（達成率

192％）であっ

た。 

その他、受託

研究数は 90 件

（ 達 成 率

150％）、特許の

出願数は、６件

（ 達 成 率

120％）であっ

た。 

 上記に加え、

カーボンニュー

トラルに伴うグ

リーン成長戦略

（令和３年６月

18 日 閣 議 決

＜評定に至った理由＞ 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善

方策＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合

には意見を記載するなど 
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③受託研究等の

獲得 
自動車機構の

設立目的に合致

する行政及び民

間からの受託研

究、受託試験等

の実施に努める

こと。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、国等

からの受託研究

等を 300 件程度

実施すること。 

 

④知的財産権の

活用と管理適正

化 

研究者の意欲

向 上 を 図 る た

め、知的財産権

の活用を図ると

ともに、その管

理を適正に行う

こと。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、特許

等の産業財産権

の出願を24件程

度行うこと。 

 

 

 

③受託研究等の

獲得 
自動車機構の

設立目的に合致

する行政及び民

間からの受託研

究、受託試験等

の実施に努めま

す。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、国等

からの受託研究

等を 300 件程度

実施します。 

 

④知的財産権の

活用と管理適正

化 

研究者の意欲

向 上 を 図 る た

め、知的財産権

の活用を図ると

ともに、その管

理を適正に行い

ます。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、特許

等の産業財産権

の出願を24件程

度行います。 

 

 

③受託研究等の

獲得 
自動車機構の

設立目的に合致

する行政及び民

間からの受託研

究、受託試験等

の実施に努めま

す。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、国等

からの受託研究

等を60件程度実

施します。 

 

④知的財産権の

活用と管理適正

化 

研究者の意欲

向 上 を 図 る た

め、知的財産権

の活用を図ると

ともに、その管

理を適正に行い

ます。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、特許

等の産業財産権

の出願を５件程

度行います。 

座長等を当研究所の職員が務めており、多岐にわたり、自動運転

の実用化に向けた議論の中心に加わっているところ。これら委員

会等での検討を踏まえ、令和５年３月に福井県永平寺町で移動サ

ービスとして運行する車両について、国土交通省より、国内初の

運転手を必要としない自動運転車両（レベル４）の認可がなされ

た。 

社会情勢を踏まえた課題解消としては、近年大型車の車輪脱落

事故が増加傾向にあることを踏まえ、更なる事故防止対策を進め

るために国土交通省が設置した、「大型車の車輪脱落事故防止対

策に係る調査・分析検討会」の座長を当研究所の職員が務め、議

論を取りまとめた。さらに、使用過程車のホイール・ボルト、ナ

ットの性能について締付けトルクと軸力の関係について検証をお

こなった。その他、次世代型路面電車システム（LRT）の導入に

向けた走行安全試験に係る技術指導を行った。 

基準の策定等に資する取り組みとして、調査・研究を 21 件、

検討会やWGへの参画を13件、合計34件に取り組んだ。具体的事

項については以下のとおり。 

 

【基準の策定等に資する調査、研究課題】（21 件） 

○電気自動車の安全性に関する検討・調査 

電気自動車の安全性を検討するため、車載バッテリの低温環

境下での安全性低下の程度確認、バッテリの非破壊診断技術の

調査、全固体電池の熱暴走実験を行った。またバッテリ技術を

含む電動車に関する最新技術動向を調査した。 

 

○先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普及の促進に関す

る調査 

令和３年度より開始した第７期 ASV 推進計画の検討項目に対

し、２つの分科会の下に設置された５つのWGにおいて、具体的

な活動計画（案）を作成した。活動計画案を分科会及び推進検

討会に報告し、承認を得た。交通安全環境研究所は検討内容や

検討方法の提案、会議運営等において、国土交通省をサポート

した。 

 

○衝突時の歩行者及び乗員保護に係る検討・調査 

歩行者保護基準において、歩行者頭部保護試験範囲を前面ガ

ラス部まで拡大する改正において、前面ガラス部を対象とした

歩行者頭部保護試験で高い傷害値が計測される事例について調

査を行い、前面ガラス部への加工が傷害値に与える影響が小さ

いこと確認した。 

コンパティビリティを考慮した前面衝突試験方法について、

定）、デジタル

田園都市国家構

想基本方針（令

和４年６月７日

閣議決定）に基

づく政府目標の

実現や、社会情

勢を踏まえた課

題解消に向け、

機構の設立目的

に合致する受託

研究・試験等を

積極的に実施し

た。 

具体的には、

令 和 ４ 年 度 よ

り、交通研がグ

リーンイノベー

ション基金事業

「スマートモビ

リティ社会の構

築」に参画して

おり、EV・FCV

の運行管理と一

体的なエネルギ

ーマネージメン

トの構築に貢献

した。 

また、国連の

自動車基準調和

世界フォーラム

（WP29）に LCA

（ライフサイク

ル ア セ ス メ ン

ト）に関する専

門家会議を設立

し、当研究所の

職員が議長を務

め、国際的な議

論を主導した。 

自動運転の実
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アセスメントで行われている試験法と同等と考えられる試験方

法の当研究所衝突試験施設での実施可否判断と後席乗員の安全

性について調査し、検討した方法の実施は難しいこと、後席乗

員の安全性が低い結果であること確認できた。来年度以降は、

当研究所の衝突試験施設で実施可能なコンパティビリティを考

慮した前面衝突試験方法の調査と後席乗員の安全性向上となる

施策に貢献する調査の実施が必要である。また、GRSP や IWG 等

のウェブ会議に出席し、衝突安全基準の動向について調査し

た。 

 

○大型車の車輪脱輪事故に係る実証実験（使用過程のホイー

ル・ボルト、ナットの性能確認） 

大型車の車輪脱落事故は、大事故に繋がりかねない大変危険

なものである。国土交通省は、関係機関と連携し、啓発活動を

はじめとした各種対策を行ってきているところであるが、大型

車の車輪脱落事故は、令和２年度には 131 件発生しており、近

年増加傾向となっている。本調査では、検討会の議論事項であ

る、大型車の車輪脱落事故に係る実証実験として、使用過程車

のホイール・ボルト、ナットの性能について締付けトルクと軸

力の関係について実験により確認するものである。 

 

○運転者が分合流時に衝突の危険性が高い状況に遭遇した場合

の運転行動に関する調査 

分岐や合流の際に生じうる衝突の危険性が高い状況を再現し

たドライビングシミュレータ実験を行った。20 名の被験者実験

の結果から、自動運転車が備えるべき分合流時の危険回避能力

について考察するとともに、自動運転車によって行われる分合

流が周囲の交通車両にとって危険な挙動とならないようにする

ための要件等について整理した。 

 

○特定小型原動機付自転車に備える識別点滅灯火のモニター調

査 

改正道路交通法は、電動キックボードが低速モード（最高速

度６km/h）において歩道走行する際、その旨を識別灯火で示す

ことを定めている。 

本調査では、識別灯火の見やすい色、点滅周期、取り付け位

置などを明らかにするモニター評価実験を行い、識別灯火の仕

様決定に貢献した。 

 

○特定小型原動機付自転車の定格出力の計測方法に関する調査 

本件は、電動キックボードを改造や分解することなく定格出

用化に向けた取

組として、令和

４年４月に改正

された道路交通

法において、レ

ベル４の自動運

転車両の運行に

ついて許可制度

が創設され、交

通ルール上の課

題について検討

を行う「自動運

転の拡大に向け

た調査検討委員

会」の委員を当

研究所の職員が

務めた。また、

「自動運転車事

故調査委員会」

の委員や「自動

運転車公道走行

WG」の座長等、

多岐にわたり、

自動運転の実用

化に向けた議論

の中心に加わっ

ている。これら

委員会等での検

討を踏まえ、令

和５年３月に福

井県永平寺町で

移動サービスと

して運行する車

両について、国

土交通省より、

国内初の運転手

を必要としない

自 動 運 転 車 両

（レベル４）の

認 可 が な さ れ

た。 
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力を計測する装置を製作する上で、事前に検討すべき課題点を

明確にすることを目的とし、以下の調査を主に実施した。 

（１）シャシダイナモメータを用いて電動キックボード（二輪

の後輪駆動）の出力を計測する際の課題点（バッテリー

の充電状態による影響等）を実験的に検討。 

（２）電動機の定格出力の試験方法に関する調査を行い、電動

キックボードの電動機の定格出力が600W以下であること

を判定する方法について検討。 

 

○ペダル踏み間違い時加速抑制装置の国際基準策定等に関する

基礎調査 

乗用車のペダル踏み間違い時加速抑制装置に関する国連規則

の検討に資するため、実車による調査を行った。実車調査で

は、先ず本装置の基本性能、機能限界及び不要作動に関して調

査するための試験シナリオを作成し、次に３台の車両による試

験を実施した。試験で計測したデータを解析し、本装置の現在

の技術水準を把握した。 

 

◯交通弱者保護のための近接視界確認方法及び傷害軽減に関す

る調査 

現在の市販車両においては、運転者がイグニッションスイッ

チをONに操作後、デフォルト状態としてナビゲーション用モニ

ターには、カーナビが表示され、カメラスイッチの手動操作に

より近接画像への切り替えが必要となる。このため、近接画像

へ切り替えをせず、周辺の安全確認が不十分な状態で車両を発

進させる可能性がある。車両１車種を用いて48名を対象にカメ

ラスイッチの操作の煩わしさ感を調査した。カーナビから近接

画像へ切り替える際、カメラスイッチの操作が煩わしいと「感

じる」、「やや感じる」と回答した被験者は 58.4%であった。 

本調査により、カメラスイッチの操作は煩わしいと感じる方

が存在し、周辺の安全確認が不十分な状態で発進することも考

えられることから、例えば、カメラシステムによる近接画像の

表示タイミングをエンジン開始直後に表示する等、今後要件化

すべきことを明らかとした。 

 

◯自動車におけるサイバーセキュリティ評価方法に関する調査 

サイバーセキュリティに関する基準では、自動車メーカーが

必要と判断した対応策の機能を確認するためテストを実施する

ことが義務づけられている。一方で自動車のサイバーセキュリ

ティに関しては、一般的なテスト手法は確立されていない。そ

こで、メーカーによって実施されるテストの質を客観的に評価

社会情勢を踏

まえた課題解消

としては、近年

大型車の車輪脱

落事故が増加傾

向にあることを

踏まえ、更なる

事故防止対策を

進めるために国

土交通省が設置

した、「大型車

の車輪脱落事故

防止対策に係る

調査・分析検討

会」の座長をつ

とめ、議論を取

りまとめた。さ

らに、使用過程

車のホイール・

ボルト、ナット

の性能について

締付けトルクと

軸力の関係につ

いて検証をおこ

なった。 

その他、次世

代型路面電車シ

ステム（LRT）

の導入に向けた

走行安全試験に

係る技術指導を

行った。 

 以上の理由

から、所期の目

標に対して量的

及び質的に顕著

な成果を達成し

ており、S 評価

と認められる。 

 

＜課題と対応＞ 
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するための評価軸を検討し、まとめた。この結果は現在国連の

WP29 で行われている 1958 年協定国の各当局によるサイバーセ

キュリティ基準実装に関する workshop でも活用された。 

 

◯シミュレーションを用いた台上試験機の同等性評価に関する

調査 

自動運転車の安全性評価において、あらゆる走行環境を想定

した網羅的な試験を行うため、台上試験機を用いて実車とシミ

ュレーションを組み合わせるシステムが開発されている。自動

車メーカーが自社開発において上記システムを用いた場合、認

証機関はその結果を書面審査することになると考えられ、シス

テムにおける走行条件と実際の交通環境との同等性を確認する

必要がある。本調査では、シミュレーションを用いたシステム

における走行条件と実交通環境との同等性を評価するためのチ

ェック項目を検討した。 

 

◯次世代自動車 LCA 手法の国際的な基準調和に向けた調査 

LCA 手法の国際的な基準調和活動の動向として、国連の WP29

における自動車LCAに関連する議論に関するGRPE会議とその傘

下の A-LCA(Automotive Life Cycle Assessment)会議の活動に

ついて調査した。第 86 回 GRPE 会議では、A-LCA の専門家会議

の設立が承認され、本格的に議論が開始された。現状では基準

化を想定していないが、日本は、エネルギー資源、材料資源と

も乏しいため、A-LCA IWG が今後作成する LCA 手法が各国間で

の比較に使用されないよう留意すべきである。また一方で、日

本はリサイクル技術など材料処理の技術開発等にアドバンテー

ジがあると考えられ、これを活かすことが考えられる。調査結

果により得たこれらのアウトカムを国内論議にフェードバック

するべく報告書をまとめた。 

 

◯産学官連携による高効率次世代大型車両開発促進事業 

運輸部門における CO2 排出量の多い大型車分野に関し、産学

官連携のもと、電動化技術や内燃機関分野等の開発促進の強化

を図り、高効率次世代大型車両の開発・実用化を促進すること

を目的として、令和元年度から５カ年計画で実施している。令

和４年度は、車両技術、後処理、内燃機関のそれぞれに関する

合計 13 の研究テーマについて取り組んだ。 

 

◯ディーゼル重量車の PN 測定法に関する調査 

国内に粒子数（PN）規制が2023年以降に導入が進められる。

欧州ではUNR-83ベースで以前から取り入れられているものの、

特になし。 
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日本ではUNR-83は取り入れていないため、試験法を新たに構築

する必要がある。そこで前年度の調査結果を受けて、昨年度と

は異なる連続再生式粒子フィルター（DPF）を搭載するエンジ

ンにおける実証試験や、長距離走行後の DPF を用いた評価試験

などを実施した。 

 

◯ディーゼル乗用車等の路上走行試験法に関する調査 

UN 規則として令和５年６月の WP29 に上程予定の路上走行試

験法（UNR-RDE)に則った走行試験を実施した。日本独自の要件

として、テストコースにおいて実路走行時の速度パターンを追

従する形での試験実施が考えられる。そのため実路で走行パタ

ーンを取得するとともに、テストコースで利用可能な小型可搬

式の自動運転ロボットによる測定を行い、その有用性を示し

た。 

 

◯自動車騒音に係る国際基準等の見直しのための調査 

マフラー性能等確認制度の見直し検討のため、マフラーの種

別や音量が人の反応へ与える影響を調査すべく、延べ26名に対

して、評価試験を実施した。評価試験を実施するにあたり、実

験参加者に提示する通過騒音を、延べ12台について、バイノー

ラル録音をした。試験の結果、音質よりも音量の方が反応への

影響が大きく、現在の音量による規制の妥当性を示した。 

 

◯尿素 SCR システム搭載車の排出ガス性能評価調査業務 

平成28年規制適合の重量貨物車を対象に、尿素SCRシステム

の使用過程での排出ガス実測調査を行った。シャシダイナモメ

ータ試験（WHVCモード、JE05モード）の結果、積算走行距離の

増加に伴い NOx 排出量の増加傾向が確認された。路上走行試験

では、高速道路走行時、DPF 再生時等での NOx 及び NH3 排出に

着目し、排出実態把握を進めた。 

 

◯加速走行騒音実態調査 

今後の騒音規制値や試験法の見直し議論に資するデータを取

得するため、二輪車２台、四輪車２台について、テストコース

上にて、UNR41-04 または UNR51-03 に基づく騒音試験を行っ

た。また、四輪車については、UNR117-02 に基づく騒音試験を

実施した。 

 

◯重量車のカーボンニュートラル（CN）化に関する調査検討調

査 

CN 化に資する国内外の技術動向調査を行い、重量車の CN 化
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（電動化、水素活用、CN 液体燃料、ガス等）技術の導入に向け

た実現可能性や、導入条件、開発・導入事例と、技術課題の把

握、導入によって期待される脱炭素効果等について調査を行っ

た。 

 

◯鉄道における準天頂衛星等システム活用に関する調査検討 

鉄道分野において衛星測位のフィールド試験を複数回実施し

たほか、衛星測位機器を車載して１か月程度営業列車でモニタ

リング試験を実施して衛星測位データを取得した。これらの試

験で得られたデータを分析し、準天頂衛星等の活用における課

題整理等を行った。 

 

◯鉄道車両の外側磁界等に係る調査 

鉄道車両の外側に発生する磁界について、様々なき電方式 

及び制御方式の車両で測定を行い、磁界発生傾向を把握すると

ともに、平成24年度から令和４年度までに実施した鉄道車両に

対する磁界測定に関するとりまとめを行い、報告書としてとり

まとめた。 

 

【基準の策定等に資する検討会及び WG】（13 件） 

◯車両安全対策検討会 

車両安全対策検討会では、高齢運転者が第一当事者となる交

通事故における環境的要因に着目し、悪天候、道路照明不足、

見通し不良などによる相手の発見遅れと交通事故の関係を分析

し、高齢者の事故を削減し得る車両安全対策を提案した。当研

究所は、事故分析と車両安全対策の素案作成などを担当した。 

 

◯車両安全対策事故調査・分析検討会 

車両安全対策検討会の諮問を受け、高齢者の交通事故の原因

解明に関する事故分析を実施している。当検討会は、交通事故

分析、車両特性、医療などの専門的な観点から、基本的な分析

項目の抽出と詳細事故分析の提案などを行った。当研究所は、

交通事故マクロデータの集計作業と報告書の作成などを担当し

た。 

 

○自動運転の拡大に向けた調査検討委員会 

高速道路における自動運転の普及及び自家用車のレベル４自

動運転の実現に向けた交通ルール上の課題について討議を行っ

た。 

 

○自動運転車事故調査委員会 
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自動運転車による事故が発生した場合の原因について、迅速

に調査分析できる体制を確立するために、国土交通省と警察庁

によって令和２年度に立ち上げられた委員会である。委員会に

よる事故調査の結果や再発防止策の提言などが広く共有される

ことで、新たな事故の発生を抑止するとともに技術開発・普及

の促進を目指している。 

 

○自動運転車公道走行 WG 

自動運転車が車両性能に応じた、安全かつ円滑な公道走行を

行うための条件、安全確保措置等を検討した。 

 

○自動車排出ガス単位及び総量算定検討会 

気候変動枠組条約（UNFCCC）締約国会議決議により、附属書

Ｉの国は、自国の温室効果ガス排出・吸収目録（インベント

リ）を作成し、毎年４月15日までに条約事務局に提出する必要

があることを受けて、国内における運輸分野からの温室効果ガ

スの排出量について算定の方法も含めた検討を行ったものであ

る。ディーゼル車における N2O 算定方法についての修正などが

審議された。 

 

◯環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業審査基準策定委

員会 

公益財団法人日本自動車輸送技術協会（JATA）は、二酸化炭

素排出抑制対策事業費等補助金（環境配慮型先進トラック・バ

ス導入加速事業）（環境省）の間接補助金交付作業を実施して

おり、公正かつ透明性が確保された手続きにより採択を行うた

め、審査基準策定委員会を置いている。その委員会の委員とし

て委嘱を受け、採否に関する審査基準の策定及び審査基準に基

づいて委員会に付託された議題について審議を行った。 

 

◯自動車排出ガス専門委員会作業委員会 

中央環境審議会自動車排出ガス専門委員会傘下に設置された

委員会である。今後の方向性を検討するため、自動車業界のみ

ならず、建設機械、農機、汎用機械、タイヤ、ブレーキなど多

くの業界やメーカーにヒアリングをしており、５回にわたる委

員会が開催されている。 

 

◯中央環境審議会大気・騒音振動部会 

自動車単体騒音専門委員会でとりまとめられた「今後の自動

車単体騒音低減対策のあり方について（第四次報告）」に基づ

いて、「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について（第
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四次答申）（案）」の内容について審議を行い、部会として了承

した。 

 

◯令和４年度 鉄道貨物輸送における偏積対策に関する検討会 

コンテナに積載した荷物の偏りが影響したと推定されている

貨物列車の脱線事故を受け、コンテナ内の積荷の偏積を防止す

るため、これまでに実施した対策方法の検証及び方策の検討を

行った。 

 

○技術基準検討会 

鉄道に関する技術上の基準に関し、防犯関係設備や非常用設

備に係る技術基準を中心に検討を行った。 

 

○新幹線鉄道騒音の測定・評価及び対策に関する検討委員会 

新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアルの適切な運用のため

に、統一的な騒音測定・評価が円滑に行えるようにする必要が

あるため、本検討委員会を設置し検討を行った。 

 

○鉄道車輌材料の燃焼性試験に係る調査検討会 

国土交通省の「鉄道技術開発・普及促進制度」による「地方

鉄道向け無線式列車制御システムの開発」の進捗状況や現車試

験の試験結果等について検討を行った。 

 

研究成果の普及、活用促進を図り、広く科学技術に関する活動

に貢献するため、国内外での学会発表、論文誌への投稿、専門誌

への寄稿、関係団体での講演等に積極的に取り組んだ。具体的事

項については以下のとおり。 

国内外の学会等での発表件数：107 件（一人平均 3.68 件） 

うち査読付き論文： 28 件（一人平均 0.96 件） 

 

③受託研究等の獲得 

自動車・鉄道分野における安全で環境にやさしい交通社会の構

築に貢献するため、公正・中立な法人として、要員不足の問題を

抱えつつも、国の施策に対して、一体となった貢献を行ってい

る。行政を支援するため、国土交通省、環境省等から委託業務を

受託し、安全・環境行政に係る政策方針の決定や安全・環境基準

の策定等の施策推進に直接的に貢献することとしている。 

民間受託については、これまでに培われた当所の技術知見や所

有する施設・設備を活用し、各種行政施策への活用のみならず、

国民への貢献、技術の波及効果といった観点から、当機構の設立

目的に合致するものについては積極的に獲得するものとしてい
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る。 

また、限られたリソースを適切に活用するため、受託研究の受

諾可否を研究企画会議にて事前に検討する仕組みを構築し、これ

により課題実施の妥当性、予算・人員の最適化を図っている。ま

た、業務の効率化を図るため、受託業務を、研究者の専門性に基

づく判断力を必要とする非定型業務と定型的試験調査業務（実験

準備、機器操作、データ整理等）とに分け、後者は、可能な限り

外部の人材リソース（派遣等）を活用するなどして、研究者が受

託業務を効率的に進捗管理できるよう受託案件毎に、チーム長を

責任者とする研究チーム制を採用している。 

 

行政、民間等外部からの研究・試験の受託に努め、合計 90 件

の受託研究及び試験を実施した。 

【国等からの受託研究】（24 件） 

 次世代自動車 LCA 手法の国際的な基準調和に向けた準備調

査 

 尿素 SCR システム搭載車の排出ガス性能評価調査 

 産学官連携による高効率次世代大型車両開発促進事業 

 ディーゼル重量車の PN 測定法に関する調査 

 自動車騒音に係る国際基準等の見直しのための調査 

 ディーゼル乗用車等の路上走行試験法に関する調査 

 加速走行騒音等実態調査業務 

 先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普及の促進に関

する調査 

 衝突時の歩行者及び乗員保護に係る検討・調査 

 電気自動車の安全性に関する検討・調査 

 大型車の車輪脱落事故に係る実証実験（使用過程のホイー

ル・ボルト、ナットの性能確認） 

 運転者が分合流時に衝突の危険性が高い状況に遭遇した場

合の運転行動に関する調査 

 特定小型原動機付自転車に備える識別点滅灯火のモニター

調査 

 自動車におけるサイバーセキュリティ評価方法等に関する

調査 

 シミュレーションを用いた台上試験機の同等性評価に関す

る調査 

 交通弱者保護のための近接視界確認方法及び傷害軽減に関

する調査 

 ペダル踏み間違い時加速抑制装置の国際基準策定等に関す

る基礎調査 

 特定小型原動機付自転車の定格出力の計測方法に関する調
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査 

 危険事象の認識能力に関する調査 

 鉄道における準天頂衛星等システム活用に関する調査検討 

 鉄道車両の外側磁界等に係る調査 

 自動車の不具合情報に関する統計・分析調査業務 

 電動自動車等の運転時の注意点及びペダル踏み間違い時加

速抑制装置の注意喚起に係る調査業務 

 リコール届出の分析調査 

 

【民間からの受託研究】（66 件） 

 マフラー騒音シミュレーションソフトウェアを用いたマフ

ラー評価のための補助業務 

 霧室受験の操作指導等（２件） 

 自動運転（レベル４）の法規要件の策定調査 

 信号灯路面描画ランプの有効性に関する研究 

 単線自動循環式特殊索道用握索装置試験 

 車両検査周期延伸に係る技術指導 

 自動運転システム安全性評価の業務支援 

 鉄道車両製品品質マネジメントの管理策調査研究 

 国内向け自動運転システムの設計安全性評価 

 LRT 車両走行試験結果評価等業務 

 単線固定循環式普通索道用握索装置試験 

 空港向け APM 用信号システムの更新に関する設計安全性評

価 

 電子連動装置の規格適合性評価 

 電子連動装置に関する特別調査 

 車両制御装置の規格適合性評価 

 無線 ATC システムの規格適合性評価 

 無線列車制御システム地上装置の規格適合性評価 

 LRT 信号システム車上装置の規格適合性評価 

 可動ステップの認証審査 

 可動式ホーム柵の認証審査 

 電子連動装置等の規格適合性評価 

 電子連動装置の認証審査 

 列車情報管理システムの規格適合性評価 

 自動ブレーキ評価制度（15 件） 

 ペダル踏み間違い急発進抑制装置の性能認定制度（27 件） 

 

 

④知的財産権の活用と管理適正化 

交通研の研究業務の過程で生み出された新技術・新手法・専用
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プログラムなどについては積極的に知的財産権を獲得する方針を

取っている。ただし、交通安全環境研究所の知財戦略は、将来の

特許料収入を確保することが主たる目的ではなく、国が技術基準

を定める際に関連する事項（試験技術や計測方法など）が第三者

の保有する特許に抵触する場合には、法に基づく強制規格として

国が採用できなくなることから、そうした事態を避ける観点から

交通安全環境研究所が開発した技術等の知的財産については、公

的用途として使えるようにするための、いわば防衛的な目的での

獲得を主としている。 

知的財産の創出から取得・管理までの基本的な考え方を明確化

するため、知的財産ポリシーを制定し、職務発明等に関する運用

の明確化を図り、当該事務の適正化を実施している。知的財産権

に繋がる職務発明に関しては、交通安全環境研究所内に設置され

ている研究企画会議にて当機構の目的に沿った職務発明であるこ

とを確認した上で、知的財産化を行うこととした。令和４年度は

おいては６件の産業財産権（特許権）の出願を行った。 

 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．２．（２）① 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

自動車の審査業務の高度化 

型式認証における基準適合性審査等 

業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第１号、第６号 

当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

        予算額（百万円） 23,035 27,922    
        決算額（百万円） 21,034 27,527    

        経常費用（百万円） 15,448 17,766    
        経常利益（百万円） 4,871 10,653    
        行政コスト（百万円） 18,717 20,990    
        従事人員数 1,032 1,043    

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 進展する自動

車技術や型式認

証に係る新たな

国際相互承認制

度に対応すると

ともに、我が国

技術の国際標準

の獲得を目指す

国土交通省を支

援するため、専

門家会議への参

加や諸外国の関

係機関との連携

等により、国際

進展する自動

車技術や型式認

証に係る新たな

国際相互承認制

度に対応すると

ともに、我が国

技術の国際標準

の獲得を目指す

国土交通省を支

援するため、専

門家会議等への

参加や諸外国の

関係機関との連

携等により、国

進展する自動

車技術や型式認

証に係る新たな

国際相互承認制

度に対応すると

ともに、我が国

技術の国際標準

の獲得を目指す

国土交通省を支

援するため、専

門家会議への参

加や諸外国の関

係機関との連携

等により、国際

＜主な定量的指標＞ 
特になし。 

 
＜その他の指標＞ 
特になし。 

 
＜評価の視点＞ 
計画通り着実に実

行できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

国際連合欧州経済委員会自動

車 基 準 調 和 世 界 フ ォ ー ラ ム

（UN/ECE/WP29）傘下の専門家会

議及び分科会の国際会議に出席

し、これらの会議において、実

際に審査を行う自動車認証審査

機関の立場から基準や試験方法

を提案するとともに関係者と意

見交換を行った。また、アジア

専門家会議において、自動車認

証審査部職員により、灯火器や

制動装置、高電圧などさまざま

な基準における審査方法につい

＜評定と根拠＞ 
 Ｂ 
業務実績のとお

り着実な実施状況

にあると認められ

る。 
 
＜課題と対応＞ 
特になし。 

評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には意見を記載するなど 
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相互承認制度の

進展等に貢献し

つつ、新たな審

査内容への対応

に向けた知識及

び技能の習得を

図ること。 

際相互承認制度

の進展等に貢献

しつつ、新たな

審査内容への対

応に向けた知識

及び技能の習得

を図ります。 

相互承認制度の

進展等に貢献し

つつ、新たな審

査内容への対応

に向けた知識及

び技能の習得を

図ります。 

ての講義を行う等、東南アジア

諸国に対して自動車認証制度に

係る審査方法・技術向上のため

の 支 援 を 行 っ た 。 そ の 他 、

RDW(オランダ)、CATARC（中国）

との間で試験法や法規解釈等に

関する意見交換を行い、さらに

DLT（タイ）等の来訪者に向け、

自動車試験場において高電圧試

験に関する実地研修を実施し

た。また、マレーシア政府が来

所され、同基準に関する説明を

行った。これらの取組により、

国際基準策定に貢献するととも

に、東南アジア諸国の自動車型

式認証制度の向上を支援した。 

 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．２．（２）② 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

自動車の審査業務の高度化 

検査における基準適合性審査 

業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第１号、第６号 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

        予算額（百万円） 23,035 27,922    
        決算額（百万円） 21,034 27,527    

        経常費用（百万円） 15,448 17,766    
        経常利益（百万円） 4,871 10,653    
        行政コスト（百万円） 18,717 20,990    
        従事人員数 1,032 1,043    

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 進展する自動

車技術に対応す

るため、審査事

務規程の改訂や

検査業務の実施

方法の高度化を

図ること。 

特に、自動車

技術の電子化及

び高度化の急速

な進展に対応す

るため、改正法

に基づき、自動

車の電子的な検

進展する自動

車技術に対応す

るため、審査事

務規程の改訂や

検査業務の実施

方法の高度化を

図ります。 

特に、自動車

技術の電子化及

び高度化の急速

な進展に対応す

るため、改正法

に基づき、OBD 検

査に必要な技術

進展する自動

車技術に対応す

るため、審査事

務規程の改訂や

検査業務の実施

方法の高度化を

図ります。 

特に、自動車

技術の電子化及

び高度化の急速

な進展に対応す

るため、「道路運

送車両法の一部

を 改 正 す る 法

＜主な定量的指標＞ 
特になし。 

 
＜その他の指標＞ 
特になし。 

 
＜評価の視点＞ 
計画通り着実に実

行できているか。 

＜主要な業務実績＞ 
自動車の新技術に対応する

ための保安基準の改訂に合わ

せて審査事務規定の改訂と併

せて、キャッシュレス決済や電

子車検証への対応のための改

訂も行った。 

また、手数料のキャッシュレス

決済に対応するため、検査受付

時に支払い状況の確認を行うた

めに、職員が携行する受付用

端末においてキャッシュレス決

済の照会ができるよう高度化シ

ステムの改修を行った。 

＜評定と根拠＞ 
 Ａ 
自動車の新技

術のほか、キャ

ッシュレス決済

への対応等のた

め審査事務規定

の 改 訂 を 行 っ

た。併せて、キ

ャッシュレス決

済への対応とし

て、検査受付時

に支払い状況の

確 認 を 行 う た

評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には意見を記載するなど 
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査（以下「OBD 検

査」という。）に

必要な技術情報

を自動車機構が

一元的に管理す

ることとされ、

国土交通省が設

置する「車載式

故障診断装置を

活用した自動車

検査手法のあり

方検討会」最終

とりまとめ（平

成 31 年３月）に

おいて、OBD 検査

の対象及び開始

時期が決定され

た こ と を 踏 ま

え、令和３年９

月までに初期の

システム構築を

行い、同年 10 月

より検査対象車

両に関する技術

情報の管理を開

始すること。ま

た、職員への研

修や自動車整備

事業者等に対す

る検査手法の周

知 ・ 技 術 的 支

援、当該事業者

等を含めたプレ

運用を実施した

うえで、令和６

年 10 月より OBD

検査による合否

判定を開始する

こと。 

また、自動車

機構が道路運送

情報を自動車機

構が一元的に管

理することとさ

れ、国土交通省

が設置する「車

載式故障診断装

置を活用した自

動車検査手法の

あり方検討会」

最終とりまとめ

（平成 31 年３

月）において、

OBD 検査の対象及

び開始時期が決

定されました。

こ れ ら を 踏 ま

え、令和３年９

月までに初期の

システム構築を

行い、同年 10 月

より検査対象車

両に関する技術

情報の管理を開

始 し ま す 。 ま

た、職員への研

修や自動車整備

事業者等に対す

る検査手法の周

知 ・ 技 術 的 支

援、当該事業者

等を含めたプレ

運用を実施した

うえで、令和６

年 10 月より OBD

検査による合否

判定を開始しま

す。 

 

 

また、自動車

機構が道路運送

律」（令和元年法

律第 14 号。以下

「改正法」とい

う。）に基づき、

電 子 的 な 検 査

（以下「OBD 検

査」という。）に

必要な技術情報

を自動車機構が

一元的に管理す

ることとされ、

国土交通省が設

置する「車載式

故障診断装置を

活用した自動車

検査手法のあり

方検討会」最終

とりまとめ（平

成 31 年３月）に

おいて、OBD 検査

の対象及び開始

時期が決定され

ました。これら

を踏まえ、検査

対象車両に関す

る技術情報の適

切な管理を実施

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、令和６

年 10 月の OBD 検

併せて、電子車検証は従来

の車検証と比較し、車検証の備

考欄の記載項目が制限されるこ

とから、職員が携行している受

付用端末で紙面上に記載され

ていない備考欄の内容を確認

できるように改修を行った。 

 

令和６年 10 月の OBD 検査

の本格運用開始に向け、整備

事業者が OBD 検査を実施する

ために必要な利用者管理シス

テム、検査結果参照システム及

び特定 DTC 照会アプリ等を令

和５年４月にリリースを行うため

設計・開発を推進した。また、シ

ステムリリースに先立ち検査用

スキャンツールの認定試験を開

始するため、同試験に必要とな

る機能について先行して開発を

進め、令和５年２月に日本自動

車機械工具協会に提供した。 

また、OBD 検査サーバーに

蓄積できる情報の拡充を検討

し、国土交通省 MOTAS や軽自

動車検査協会 MOTAS の所有

する自動車検査・登録情報も保

持できるよう調整するなど、今後

の業務の検討に資するデータ

活用の基盤構築を行った。 

め、職員が携行

している受付用

端末において決

済情報の照会が

出来るよう高度

化システムの改

修も行った。 
また、令和５

年４月のシステ

ムリリースに先

立ち、検査用ス

キャンツールの

認定試験に必要

となる機能につ

いて先行して開

発を進め、令和

５年２月に日本

自動車機械工具

協会に提供し、

認定試験の開始

に貢献した。 
以上の理由に

より、所期の目

標を上回る成果

が 得 ら れ て お

り、Ａ評定と認

められる。 
 
＜課題と対応＞ 
特になし。 
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車両法に基づい

て管理する技術

情報について、

自動車整備事業

者におけるOBD検

査に係る情報の

適切な入力・提

出を確保するた

めに自動車整備

事業者における

OBD 検査の運用状

況を調査すると

ともに、当該調

査結果も踏まえ

た当該技術情報

の不正利用の防

止対策を検討す

るなど、技術情

報 の 適 正 な 管

理・提供を確保

すること。 

さらに、我が

国のOBD検査制度

について、車両

から読み出す情

報の拡充など、

国土交通省が行

う検査の高度化

の検討を支援す

るとともに、国

際自動車検査委

員会（CITA）そ

の他の国際会議

等において普及

活動を行うとと

もに、アジア・

オセアニア等我

が国の自動車メ

ーカーが生産・

販売した車両が

普及している地

車両法に基づい

て管理する技術

情報について、

自動車整備事業

者におけるOBD検

査に係る情報の

適切な入力・提

出を確保するた

めに自動車整備

事業者における

OBD 検査の運用状

況を調査すると

ともに、当該調

査結果も踏まえ

た当該技術情報

の不正利用の防

止対策を検討す

るなど、技術情

報 の 適 正 な 管

理・提供を確保

します。 

さらに、我が

国のOBD検査制度

について、車両

から読み出す情

報の拡充など、

国土交通省が行

う検査の高度化

の検討を支援す

るとともに、国

際自動車検査委

員会（CITA）そ

の他の国際会議

等において普及

活動を行うとと

もに、アジア・

オセアニア等我

が国の自動車メ

ーカーが生産・

販売した車両が

普及している地

査による合否判

定の開始に向け

て、当該判定を

適切に行うため

のシステムの設

計・開発を着実

に進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、我が

国のOBD検査制度

について、車両

から読み出す情

報の拡充など、

国土交通省が行

う検査の高度化

の検討を支援す

るとともに、国

際自動車検査委

員会（CITA）そ

の他の国際会議

等において普及

活動を行うとと

もに、自動車基

準認証国際化研

究 セ ン タ ー

（JASIC）との連

携を通じ、OBD 検

査等に係る技術
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域の検査機関等

に対するOBD検査

等に係る技術的

協力の可能性を

検討するなど、

検査の海外展開

推進の支援に努

めること。 

【重要度：高】 

改正法を受け

て新たに実施す

るOBD検査に必要

な技術情報の管

理に係る事務を

はじめ、自動車

技術の電子化及

び急速な進展に

対応するための

検 査 の 高 度 化

は、自動車機構

の目的に照らし

て最も重要な取

組みである。 

 

域の検査機関等

に対するOBD検査

等に係る技術的

協力の可能性を

検討するなど、

検査の海外展開

推進の支援に努

めます。 

【重要度：高】 

改正法を受け

て新たに実施す

るOBD検査に必要

な技術情報の管

理に係る事務を

はじめ、自動車

技術の電子化及

び急速な進展に

対応するための

検 査 の 高 度 化

は、自動車機構

の目的に照らし

て最も重要な取

組みである。 

 

的協力の可能性

を 検 討 す る な

ど、検査の海外

展開推進の支援

に努めます。 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．２．（３） 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

自動車のリコール技術検証業務の高度化 

業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第２号、第６号 

当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

車両不具合の

有無等の詳細

検討 

年間 

50 件程度 

－ 69 件 65 件    予算額（百万円） 23,035 27,922    

検証実験の実

施 
年間 

10 件程度 

－ 11 件 10 件    決算額（百万円） 21,034 27,527    

        経常費用（百万円） 15,448 17,766    
        経常利益（百万円） 4,871 10,653    
        行政コスト（百万円） 18,717 20,990    
        従事人員数 1,032 1,043    

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 自動運転シス

テム技術の日進

月歩での進展、

燃費や排出ガス

性能の向上等、

今後も自動車技

術の著しい発展

が見込まれるこ

と か ら 、 こ れ  

らの高度化・複

雑化する自動車

の新技術や不具

合に対応するた

自動運転シス

テム技術の日進

月歩での進展、

燃費や排出ガス

性能の向上等、

今後も自動車技

術の著しい発展

が見込まれるこ

と か ら 、 こ れ 

らの高度化・複

雑化する自動車

の新技術や不具

合に対応するた

自動運転シス

テム技術の日進

月歩での進展、

燃費や排出ガス

性能の向上等、

今後も自動車技

術の著しい発展

が見込まれるこ

とから、これら

の高度化・複雑

化する自動車の

新技術や不具合

に 対 応 す る た

＜主な定量的指標＞ 
車両不具合の有無

等の詳細検討 
 
＜その他の指標＞ 
特になし。 

 
＜評価の視点＞ 
計画通り着実に実

行できているか。 

＜主要な業務実績＞ 
自動車技術の著しい発展による新技術や不具合に対応

するため、より専門性の有する職員の確保、育成や外部

機関との連携による体制の強化を図ることを目的として

以下のとおり取り組んだ。 
 
（ⅰ）高度化・複雑化する自動車の新技術や不具合への

対応 
自動車メーカー等における開発経験を有する者を技

術検証官として採用し、また、定期的に一定数を採用

することで、技術レベルを最新に保つことが可能とな

っており、令和４年度においては３名の技術検証官を

採用した。さらに、新技術に関する各種講習会等に参

＜評定と根拠＞ 
 Ｂ 
業務実績の

とおり着実な

実施状況にあ

ると認められ

る。 
 
＜課題と対応＞ 
特になし。 

評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には意見を

記載するなど 
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め、より高い専

門性を有する職

員の確保・育成

や、外部機関と

の連携等、業務

体制の強化を図

ること。 

これらの目標

達成のために具

体的には、担当

職員による会議

において先進安

全自動車を含む

自動車の事故・

火災事例を踏ま

え た 車 両 不 具  

合の有無等の詳

細検討を 250 件

程度実施するこ

とにより、車両

不具合の有無等

の分析を進める

とともに職員の

育成を行い、併

せ て 技 術 検 証  

において、自動

車メーカーの報

告内容を確認す

るとともに、将

来の技術検証に

活用するための

知見を蓄積する

こ と を 目 的 と

し、検証実験を

50 件程度行うこ

と に 努 め 、 ま

た、海外事務所

等 も 利 用 し つ

つ、諸外国のリ

コール関連情報

の活用を進める

め、より高い専

門性を有する職

員の確保・育成

や、外部機関と

の連携等、業務

体制の強化を図

ります。 

これらの目標

達成のために具

体的には、担当

職員による会議

において先進安

全自動車を含む

自動車の事故・

火災事例を踏ま

え た 車 両 不 具  

合の有無等の詳

細検討を 250 件

程度実施するこ

とにより、車両

不具合の有無等

の分析を進める

とともに職員の

育成を行い、併

せ て 技 術 検 証  

において、自動

車メーカーの報

告内容を確認す

るとともに、将

来の技術検証に

活用するための

知見を蓄積する

こ と を 目 的 と

し、検証実験を

50 件程度行うこ

と に 努 め 、 ま

た、海外事務所

等 も 利 用 し つ

つ、諸外国のリ

コール関連情報

の活用を進めま

め、より高い専

門性を有する職

員の確保・育成

や、外部機関と

の連携等、業務

体制の強化を図

ります。 

これらの目標

達成のために具

体的には、担当

職員による会議

において先進安

全自動車を含む

自動車の事故・

火災事例を踏ま

えた車両不具合

の有無等の詳細

検討を50件程度

実施することに

より、車両不具

合の有無等の分

析を進めるとと

もに職員の育成

を行い、併せて

技術検証におい

て、自動車メー

カーの報告内容

を確認するとと

もに、将来の技

術検証に活用す

るための知見を

蓄積することを

目的とし、検証

実験を10件程度

行 う こ と に 努

め、また、海外

事務所等も利用

しつつ、諸外国

のリコール関連

情報の活用を進

めます。 

加し、最新の技術情報や知見を維持するように努め

た。 
 

（ⅱ）自動車の事故・火災事例を踏まえた車両不具合

の見分 
先進自動車を含む自動車の事故・火災事例を踏まえ

た車両の不具合の有無等の詳細検討（見分）におい

て、専門の知識を持った検証官による検討を 65 件 行
った。 

（ⅲ）自動車メーカーからの報告内容の確認や将来の

検証実験に活用するための検証実験 
自動車メーカーからの報告内容を確認するととも

に、より高度化、複雑化する自動車技術の不具合への

対応など、将来の技術検証に活用するための知見を蓄

積する検証実験を行った。 
電動車の加速・減速特性把握の実験などを含め 10

件 の検証実験を行った。また、見分や検証実験につ

いては、部内の職員により構成される技術検証官会議

や国土交通省との連携会議において検討するととも

に、情報共有に努めた。 
（a） 火災実験 

国土交通省からリコール技術検証部に提供される

不具合情報には車両火災が多く含まれている一方、

車両火災事案は構造・装置が焼損してしまい発生原

因を特定しにくい状況が多々ある。このため、火災

を伴う不具合の技術検証能力を高める必要があるた

め、火災事例での火災発生の因果関係や火災発生事

象を確認することで車両火災に係る知見の集積を図

るべく、火災関連の実験を実施した。 
（b） 電動車の加速・減速時の特性把握 

普及が進んでいる電気自動車やハイブリッド自動

車などの電動車について、従来のエンジン車との加

速・減速時の特性の違いを把握するための実験を行

った。 
 
（ⅳ）海外のリコール関連情報の活用 

ドイツ連邦自動車庁（KBA）とリコールや不具合

情報、新技術等に関する意見交換会議を開催し、交通

安全環境研究所及び KBA の両機関における情報交換

や意見交換の重要性を確認した。 
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こと。 す。 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．３．(１). 自動車基準国際調和及び鉄道システムの海外展開への支援 

自動車基準の国際調和への支援 

業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第４号、第５号、第６号 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

WP29 専門家

会議等におけ

る発表 

年間 
６回程度 

－ ９回 10 回    予算額（百万円） 1,183 1,213    

        決算額（百万円） 1,667 1,664    
        経常費用（百万円） 1,633 1,763    
        経常利益（百万円） △129 7    
        行政コスト（百万円） 1,684 1,861    
        従事人員数 43 53    

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 当法人は会計上のセグメントの単位が、評価における評価単位まで細分化できないため、本報告については各項目同一記載。 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 これまでの研究成

果や技術評価・認証

審査の知見を活用し

て、自動車基準の国

際調和及び鉄道シス

テムの海外展開への

支援のため、試験方

法等について積極的

な提案を着実に進め

ること。 

【重要度：高】 

『インフラシステ

ム 海 外 展 開 戦 略

これまでの研究成

果や技術評価・認証

審査の知見を活用し

て、自動車基準の国

際調和及び鉄道シス

テムの海外展開への

支援のため、試験方

法等について積極的

な提案を着実に進め

ます。 

【重要度：高】 

『インフラシステ

ム 海 外 展 開 戦 略

これまでの研究成

果や技術評価・認証

審査の知見を活用し

て、自動車基準の国

際調和及び鉄道シス

テムの海外展開への

支援のため、試験方

法等について積極的

な提案を着実に進め

ます。 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 
WP29 専門家会議

等における発表 
 
＜その他の指標＞ 
特になし。 

 
＜評価の視点＞ 
研究成果や技術評

価・認証審査の知見

を活用して、我が国

技術に係る国際基

準・試験方法のより

＜主要な業務実績＞ 

自動車が基幹産業である日本は、日本の

優れた技術を国際標準化することにより国

際競争で優位となることから、インフラシ

ステム海外展開戦略 2025（令和３年６月改

訂版）の「第２章 具体的施策の柱」におけ

る「５．質の高いインフラと、現地との協

創モデルの推進」の（２）現地の社会課題

に対するソリューション基盤の構築（C）我

が国のソリューション提案力の強化の国際

標準化・ルール形成の自動車において、「自

動車の自動運転について、今後の我が国の

成長産業となるよう、国連自動車基準調和

＜評定と根拠＞ 
 A 

WP29 の専門家

会 議 等 に お い

て、基準案に不

可欠な要件に関

する提案につい

て 10 件（達成率

167％）の発表を

行った。 
また、WP29 の

専門家会合及び

作業部会等にお

評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には意見を

記載するなど 
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2025』（令和２年 12

月改訂）において

は、国際標準化・ル

ール形成の推進が掲

げられており、自動

車基準の国際調和並

びに我が国鉄道産業

の活性化及び国際競

争力の確保を図る必

要がある。 

 

我が国技術の国際

標準の獲得を目指し

た国土交通省の自動

車基準調和世界フォ

ー ラ ム

（UN/ECE/WP29）等

における活動を支援

するため、職員を我

が国代表の一員とし

て同フォーラム傘下

の専門家会議等に技

術専門家として積極

的に参加させ、交通

安全環境研究所の研

究成果を基に基準策

定に貢献することに

より、我が国が主導

して国際基準調和を

進めることが出来る

よう努めること。 

これらの目標達成

のために具体的に

は、専門家会議等に

おいて基準案に不可

欠な要件に関する提

案について、職員が

30 回程度発表を行

うとともに、国内に

おける国際基準調和

に向けた検討にも積

2025』（令和２年 12

月）においては、国

際標準化・ルール形

成の推進が掲げられ

ており、自動車基準

の国際調和並びに我

が国鉄道産業の活性

化及び国際競争力の

確保を図る必要があ

る。 

 

我が国技術の国際

標準の獲得を目指し

た国土交通省の自動

車基準調和世界フォ

ー ラ ム

（UN/ECE/WP29）等

における活動を支援

するため、職員を我

が国代表の一員とし

て同フォーラム傘下

の専門家会議等に技

術専門家として積極

的に参加させ、交通

安全環境研究所の研

究成果を基に基準策

定に貢献することに

より、我が国が主導

して国際基準調和を 

進めることが出来る

よう努めます。 

これらの目標達成

のために具体的に

は、専門家会議等に

おいて基準案に不可

欠な要件に関する提

案について、職員が

30 回程度発表を行

うとともに、国内に

おける国際基準調和

に向けた検討にも積

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国技術の国際

標準の獲得を目指し

た国土交通省の自動

車基準調和世界フォ

ー ラ ム

（UN/ECE/WP29）等

における活動を支援

するため、職員を我

が国代表の一員とし

て同フォーラム傘下

の専門家会議等に技

術専門家として積極

的に参加させ、交通

安全環境研究所の研

究成果を基に基準策

定に貢献することに

より、我が国が主導

して国際基準調和を

進めることが出来る

よう努めます。 

これらの目標達成

のために具体的に

は、専門家会議等に

おいて基準案に不可

欠な要件に関する提

案について、職員が

６回程度発表を行う

とともに、国内にお

ける国際基準調和に

向けた検討にも積極

積極的な提案や、体

制整備を着実に進め

ているか。 

世界フォーラムにおける車両に関する国際

的な技術基準の策定等の制度設計を推進す

る。」こととしている。そのため、国土交通

省は、世界で初めて自動運転レベル３の認

証取得といった高度な技術を有する日本の

企業が、より活動しやすい環境を整備する

ため、自動車にかかる国際基準調和を積極

的に推進している。 

そのため、交通安全環境研究所は、自動

車の安全・環境問題に関する国際基準を策

定する国連欧州経済委員会自動車基準調和

世界フォーラム（UN/ECE/WP29）の諸活動に

恒常的に参画し、研究部門における基準策

定支援研究の成果及び認証審査部門におけ

る審査方法の知見を活用し、新たな国際基

準の提案や、基準策定に必要なデータの提

供等を積極的に行うことによって、国土交

通省の自動車基準調和活動の技術的支援を

行っている。 

特に、最近の自動車の技術基準の国際調

和については、自動運転、セキュリティ対

策、排出ガス不正ソフト対策等、新たな技

術課題に対応した新たな基準や国連規則の

制定等が進んでおり、このような高度かつ

複雑化した新たな技術課題について国際基

準調和に関する課題に取り組む必要がある

ため、平成 30 年４月に国際調和推進統括を

設置した。 

さらに、自動運転に向けた技術が急速に

進化していることから、平成 30 年６月の

WP29 において、ブレーキ・走行装置専門家

会合（GRRF）を改編し、自動運転専門家会

合（GRVA）が新たに設置されるとともに、

自動運転に必要な基準を整備するために

GRVA 傘下に６つの作業部会が設置されるこ

ととなった。それらに対応するために、令

和元年７月に新たに国際調和推進のための

業務を専門に行う審議役を設置し、体制の

強化を図った。これに伴い、これまで参加

しきた６つの専門家会合に加えて、車両全

体での相互承認制度（International Whole 

ける交通安全環

境研究所の存在

感の向上を目指

し、参画した 32
の会議のうち、

５つ（約 16％）

で議長職等を務

め、議論を主導

した。 
以上の理由に

より、所期の目

標を上回る成果

が 得 ら れ て お

り、Ａ評定と認

められる。 
 
＜課題と対応＞ 
特になし。 
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極的に参画するこ

と。 

極的に参画します。 的に参画します。 Vehicle Type Approval (IWVTA)）の専門家

会合にも参加することとした。これによ

り、現在は 7 つの専門家会合に参加してい

る。 

このように、国際会議へ対応すべく段階

的に体制の強化を図ってきたところである

が、令和２年に入って、新型コロナウイル

スの感染が世界的に拡大し、令和２年３月

以降、WP29 関連の国際会議は、順次、ウェ

ブ会議形式において行われることとなっ

た。令和２年の４月から５月に開催が予定

されていた専門家会合（GR）については延

期となり、GRE（灯火器専門家会合）は令和

２年度は１回のみの開催であった。このよ

うな状況のため、令和２年度は、専門家会

合（GR）及び作業部会は全てウェブ会議で

行われたが、参加国間の時差のため、１日

に開催される時間は３時間程度に制限さ

れ、従前に比べ進捗が遅くなった。しか

し、年度後半に入ると、Web 会議の開催の

しやすさから、１回の時間は短いものの開

催回数が増加することとなり、それまでの

進捗の遅れも取り戻すことが出来た。 

令和３年度から、自動車技術総合機構は

第２期中期目標期間となったが、自動車基

準の国際調和への支援は引き続き継続して

行うこととしており、新型コロナウイルス

の感染防止のため、令和３年度も、国際会

議への参加はすべてウェブ会議での参加と

なったが、令和４年度の途中からは、新型

コロナウイルスの影響を踏まえて WP29 及び

専門家会合は対面を基本とした形で開催さ

れるようになった。一方で、作業部会は引

き続きウェブ会議でも開催され、これらの

場で当研究所の研究成果に基づく基準案の

提案等を行い、新たな国連規則案の承認等

に貢献した。国際会議開催の概要を以下に

記す。 

国際調和推進統括の下で、環境研究部及

び自動車安全研究部で行った先進的な技術

要件のための研究成果に基づき、自動車認
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証審査部におけるこれまでの審査方法の知

見を活かして、国が行う基準案策定を技術

的に支援した。具体的には、UN/ECE/WP29

傘下の７つの専門家会合及びその傘下の作

業部会に、必要に応じて研究部門と自動車

認証審査部から共に出席する体制とした。

基準案原案策定のための作業部会には、若

手職員を担当させることによって育成に務

めた。 

令和４年度における WP29 の会議体への出

席状況は、WP29 及びその傘下の７つの専門

家会合（GR 及び IWVTA）に年間で 19 回（GR

に 16回、IWVTAに３回）のべ59人が参加し

た。その他 24 の作業部会等に年 112 回参加

し、参加者はのべ 197 人であった。全体で

は、32 の会議に年 131 回、のべ 256 人が参

加した。また、WP29 の専門家会合及び作業

部会等のうち、５つの会議（全体の約 16%

に相当）で議長、副議長、共同議長及び事

務局を務め会議を主導した。 

交通安全環境研究所は、WP29 の専門家会

合及び作業部会等に参加するなかで、当研

究所の役割を踏まえて、より一層貢献して

いくことを目指して、必要な場合は作業部

会等の議長職(議長、副議長、事務局)も行

いつつ、日本の主張を基準に反映させるよ

うに提案を行い、議論を主導していくこと

としている。なお、令和４年度に参加した

WP29 及びその傘下の国際会議は以下のとお

りでこの内、７つの作業部会やタスクフォ

ース（TF）において、議長、副議長及び事

務局を当研究所の職員が行った。 

【職員が参加した会議】 

 WP29（自動車基準調和世界フォーラム） 

 IWVTA（International Whole Vehicle 

Type Approval） 

 GRSG（一般安全専門家会合） 

 GRSP（衝突安全専門家会合） 

 GRVA（自動運転専門家会合） 

 GRPE（排出ガス・エネルギー専門家会

合） 
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 GREP（騒音・タイヤ専門家会合） 

 GRE（灯火器専門家会合） 

 SIGonUNR157（Special Interest Group 

on NU-R157） 

 ADAS TF （ Task Force on Advanced 

Driver Assistance Systems） 

 FRAV （ Functional Requirements for 

Automated and Autonomous Vehicles） 

 VMAD （ Validation Methods for 

Automated Driving） 

 CS/OTA （ Cyber Security 

and(OTA)software updates） 

 AEBS HDV（Automatic Emergency Braking 

Heavy Duty Vehicles） 

 DPPS （ Deployable Pedestrian 

Protection System） 

 EVS（Electric Vehicle Safety） 

 STCBC（Safer Transport of Children in 

Buses and Coaches） 

 GTR13 Phase2（Hydrogen and Fuel Cell 

Vehicles） 

 GRSP TF on the transposition of 

GTR13Phase2 to UN-R134 

 DECP （ Data on Equitable Occupant 

Protection 

 GRSP TF on AVRS（Automated Vehicles-

Regulatory Screening） 

 Q UN-Dummies into M.R.1（Task Force 

for the Implementation of Q UN-

Dummies into MR1） 

 TF-QRTV （ Quiet Road Traffic 

Vehicles） 

 TF-VS（Task Force on Vehicles Sound） 

 EMC（Electromagnetic Compatibility） 

 SLR（Simplification of the Lighting 

and Signalling Regulations） 

 GRE TF on AVSR（Autonomous Vehicle 

Signalling Requirements） 

 GRSG TF on AVRS（Automated Vehicles-

Regulatory Screening） 

 PMP （ Particle Measurement 
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Programme） 

 EPPR（Environmental and Propulsion 

Performance Requirements of L-

category） 

 EVE （ Electric Vehicles and the 

Environment） 

 A-LCA （ Automotive-Life Cycle 

Assessment） 

 

また、WP29 傘下の各専門家会合及びその

傘下に設置された作業部会等において、以

下の活動を行った。 

○一般安全専門家会合(GRSG) 

日本の直前直左鏡に関する保安基準と

協定規則第 46 号（UN-R46）との調和活動

をきっかけとして設置された VRU-Proxi

（Vulnerable Road Users proximity）イ

ンフォーマル会議では、令和３年度より

当研究所の職員が共同議長を務め、委員

として参加してきた職員も積極的に議論

に貢献してきた。令和４年度は、日本が

提案し議論をリードした「車両直前直左

右 確 認 装 置 に か か る 国 際 基 準

（Vulnerable Road Users in Front and 

Side Close Proximity）」が WP29で採択さ

れた。また、令和３年度より VRU-Proxi

インフォーマル会議で活発な議論が行わ

れ、その要件に関し日本が積極的な提案

を行ってきた「大型車の直接視界にかか

る国際基準（driver’s direct vision 

for large and heavy vehicles）」につい

ても令和４年度に WP29 で採択された。 

 

○衝突安全専門家会合(GRSP) 

第 72 回 GRSP において、UN-R137 の N1

カテゴリーの傷害値を高齢者対応とする

基準改正提案(GRSP-72-06)の作成と紹介

を当研究所職員が行った。この改定案に

関して関係者で会議を行うこととなり、

会議開催に向けて必要となった日本国内

の事故調査を国土交通省が実施するにあ
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たり、当研究所職員が事故調査の依頼と

解析を支援した。 

歩行者保護基準の GTR である GTR9 で、

アクティブ保護装置の試験方法の明確化

を 目 的 と し た DPPS （ Deployable 

Pedestrian Protection Systems）インフ

ォーマルワーキングでは、試験時の歩行

者の挙動の考え方や検知範囲の考え方に

関して、当研究所職員が当研究所で実施

した調査結果を提供して会議に貢献する

とともに改正文案の検討小会議に参加し

てドキュメント作成に貢献した。 

バスの子供乗員の安全性について大人

と同じレベルまで確保する新基準を策定

す る STCBC （ Safer Transport of 

Children in Buses and Coaches）インフ

ォーマルワーキングでは当研究所職員が

改定文案のドキュメント作成に貢献し

た。 

GTR13 Phase2 の UN-R134 織り込みタス

クフォースでは、水素ガスタンクの搭載

位置要件の代替案としての衝突試験方法

について、当研究所職員が出したアイデ

アに基づいた修正案で合意され、フォー

マルドキュメントに織り込まれた。 

電気自動車の安全性に関する EVS

（Electric Vehicle Safety）インフォー

マル会議では、現在、Phase2 として、バ

ッテリーの熱連鎖試験、振動試験、被水

試験の議論が行われている。当研究所の

職員が事務局として会議運営を担当しア

ジェンダやスケジュールの管理を行って

いる。また第 24 回 EVS 作業部会はウェブ

開催、第 25 回 EVS 作業部会は北米を会場

にハイブリッド開催となったが、セクレ

タリとして質高くサポートし、会議の運

営に貢献した。 

 

○自動運転専門家会合(GRVA) 

自動運転車の新たな試験法については

VMAD インフォーマル会議にて作業が行わ
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れた。当研究所の職員も積極的に参加し

ている４つのサブグループ（SG1～SG4）

と連携し令和３年度に GRVA で合意された

NATM（New Assessment and Test Method）

マスター文書（第２版）及び NATM ガイド

ラインが令和４年６月に開催された第187

回 WP29 で承認された。 

自動運転車の安全性要件について取り

まとめたガイドラインについては令和３

年度に引き続き、令和４年度も FRAV イン

フォーマル会議にて作業が進められた。

安全性要件に関するガイドラインのドラ

フト版は第 187 回 WP29 で承認された。

VMAD インフォーマル会議と FRVA インフォ

ーマル会議は活動期間を２年間延長し、

安全性（機能）要件と試験法を統合した

ガイドラインの完成を目標とすることと

なった。当研究所職員は令和４年度も

FRAV インフォーマル会議へ参加し、日本

の意見・提案をガイドラインに取り入れ

る作業に貢献した。また、同会議におい

て、今後の議論の進め方について日本の

考え方を解説、提案する発表を行った。 

同一車線内の低速型自動運転システム

である UN-R157Automated Lane Keeping 

System（以下、ALKS）については、ALKS

の機能を拡張（最高速度上昇、車線変更

機能追加）させた R157-01 シリーズ改正

案が令和４年６月に開催された第 187 回

WP29 で採択された。01 シリーズには令和

３年度に開催された ALKS-SIG において、

当研究所が提供した実験データを基に提

案した条文（２つ）も採用された。 

レベル２以下の運転支援機能の新規則

策定のための作業は令和３年度に引き続

き令和４年度も TF ADAS にて行われた。

当研究所職員は会議に参加し、日本の意

見、提案をドラフトに反映させる作業に

貢献した。 

大型車等の衝突被害軽減ブレーキの国

連規則である UN-R131 に対し、対車両の
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衝突回避速度を大幅に上昇させ、対歩行

者要件を追加する改正案の検討作業が令

和３年度に AEBS-HDV インフォーマル会議

にて行われた。当研究所は実車実験デー

タを報告する等、インフォーマル会議の

検討作業に貢献した。改正案は令和４年

６月に開催された第 187 回 WP29 で採択さ

れた。 

サイバーセキュリティ及びソフトウェ

アアップデート（CS/OTA）については日

本と UK、米国の３者が共同議長となり基

準案を策定し、令和３年１月に国連法規

として発効した。サイバーセキュリティ

基準は、日本では７月から自動運転車及

び OTA（Over The Air＝無線によるソフト

ウェアアップデート）機能搭載車に対し

適用となる。また欧州でも７月から新型

車への適用が開始され、各国で審査が進

んでいる。このような状況を踏まえ GRVA

において、各国における同基準の審査制

度の実装に関するワークショップが設定

された。同ワークショップは当研究所と

国連の事務局が開催運営しており、1958

年協定各国当局とテクニカルサービス

（TS）に参加者を限定し、ドイツ、フラ

ンス、オランダ、UK、イタリア、スペイ

ン、韓国などの各国当局者と、UTAC、

TUV、IDIADA などの TS が参加している

（現在 40 名以上）。令和３年７月から令

和４年３月まで計７回開催され、令和４

年度も２回開催された。 

 

○排出ガス・エネルギー専門家会合

（GRPE） 

排ガス・エネルギー専門家会議には４

つのインフォーマル会議が設置されてお

り、当研究所職員はそれらすべてに参加

している。このうち、１つのインフォー

マル会議においては副議長を、１つのイ

ンフォーマル会議では共同議長を担当し

ている。 
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EVEインフォーマル会議では、当研究所

職員は副議長を担当しており、基準策定

の過程の議論を主導してきた。 

交通安全環境研究所が参加しているPMP

インフォーマル会議では粒子状物質の粒

子数による測定法を作成しており、重量

車の新たな PN 測定法について技術基準

（ GTR ） 化 に 向 け 、 統 合 決 議

（Consolidated Resolution）案がGRPEに

提出された。 

EPPR インフォーマル会議では、二輪車

の環境・動力性能要件の検討を行ってお

り、排出ガス測定法の世界統一基準（GTR 

No.2)の改正および耐久試験法の新規世界

統一基準化の議論を行い、令和４年度に

開催された GRPE で合意された。当研究所

職員は、それぞれのインフォーマル会議

において議論を主導し、これらの基準策

定に貢献した。 

RDEインフォーマル会議では、これまで

に交通安全環境研究所で行った日本国内

での公道での試験成立性についての調査

結果を提出し、RDEに関する国連規則及び

GTR にその内容が盛り込まれている。第

84 回 GRPE（令和３年６月）以降、懸案事

項となっていた CF（Conformity Factor）

について、令和４年１月に欧州裁判所の

判決が出たことで国連規則案の議論が再

開され、当研究所は技術的見地から支援

を行っている。また RDE の世界統一基準

（GTR）化に向けた議論が引き続き行われ

ており、当研究所も議論に参加してい

る。令和４年度は、日本と欧州委員会と

の間で開催された個別会議において、欧

州委員会が提案する路上走行試験に使用

する車載式排出ガス分析計（PEMS）の誤

差分のマージンを縮小する提案に対し、

当研究所が測定したデータを基に日本の

意見、提案を当研究所職員より説明し

た。 

自動車分野におけるカーボンニュート
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ラルの達成のためには、ライフサイクル

での CO2 排出・削減の見える化を行う必

要があり、国際的に統一された公平・公

正な LCA 評価手法の確立が必要不可欠と

なっている。そのため、第 83回 GRPE（令

和３年６月）において、日本から GRPE の

優 先 項 目 と し て LCA （ Life Cycle 

Assessment）を議論する必要性について

問題意識を共有した。第 84回 GRPE（令和

３年 11 月）において、日本・韓国から

LCAを優先項目に含めることを提案し、第

86回 GRPE の会期中にワークショップを開

催することとし、日本が共同議長を担当

することとなった。その後、A-LCAはイン

フォーマル会議となり、令和４年度は５

回の A-LCA インフォーマル会議が開催さ

れ、当研究所職員は共同議長としてイン

フォーマル会議を主導した。 

 

○騒音・タイヤ専門家会合(GRBP) 

四輪車の騒音規制に関する UN-R51 で

は、試験法で規定されている加速走行の

条件だけ騒音が小さくなるようにするこ

とを防止するための規定があるが、その

確認方法が煩雑で効果が見込めるかが不

透明であるとの課題から、インフォーマ

ル会議を設置して試験法の見直しが行わ

れた。令和３年度に当研究所の職員が副

議長を担当し、基準案の改正案の策定を

行った。策定された改正案は、令和４年

６月に開催された WP29 に上程され採択さ

れた。 

車両後退時の警報装置についての基準

策定については、当研究所の職員がタス

クフォース（TF）の議長を単独で務め

た。令和３年度に当研究所にて実施した

試験法の妥当性の検討結果の提供やドラ

フトの修正提案を行う等、主導的な役割

を果たし、新規則案を策定した。策定さ

れた新規則案は、令和４年６月に開催さ

れた WP29 にて採択され、令和５年１月に
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新たな国連規則（UNR）として発行され

た。 

 

○灯火器分科会（GRE） 

令和４年６月の WP29 において、1952 ブ

ラッセル作業部会（GTB）から提案された

灯光の配光制御により車両前方に情報提

示を行う路面描画を可変型走行ビーム

（ADB）の規定範囲内で運用可能とする案

が採択された。この基準案は、当研究所

の調査結果や意見を反映し、路面描画の

変形や点滅など周囲の交通参加者への悪

影響が懸念される項目を除外している。 

令和４年10月の第87回 GREにおいて、

カーブの進行方向などに合わせて配光を

制御する配光可変型前照灯（AFS）にも路

面描画を使用可能とする修正提案が GTB

から提出された。当研究所は、これまで

の AFS に関する研究成果に基づき、この

修正提案を支持する方向で議論に参加し

た。さらに同会議では、方向指示器など

に連動して路面に視覚情報を投影する信

号灯路面描画についても提案され、当研

究所はこの技術の安全性や有効性を評価

する実験を行い、近い将来の会議におい

て報告するための準備を進めた。 

11月のWP29において、GRVAから上程さ

れた自動運転システムが作動中であるこ

とを周囲に示す「外向けHMI」について報

告された。外向け HMI の国際基準化は見

送られたものの、これを採用する協定国

は統一規格において運用することが合意

された。当研究所は、外向け HMI の位

置、大きさ、明るさなどの要件を議論す

る AVSR（Automated Vehicle Signalling 

Requirements）タスクフォース会議に積

極的に参加し、議論に資する実験データ

や調査結果を取得するための準備を進め

た。 

 

○国際車両型式認証制度専門家会合
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（IWVTA） 

交通安全環境研究所の職員が議長を担

当し、各国と連携して会議を進めてい

る。国際的な車両型式認証制度の利用を

促進するため、IWVTAを取得するのに必要

な灯火器等に係る型式認証を、灯火器等

の取付に関する規則（UN-R48）による型

式認証で代表できるような取り扱いを第

５シリーズ改正で行えるようにした。 

令和４年６月の WP29 で、新たに採択さ

れた UN 規則を IWVTA に含めるかどうかを

検討するための手順を IWVTA インフォー

マル会議で検討していくことが了承さ

れ、同会議で検討が行われた 

 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．３．（２） 自動車基準国際調和及び鉄道システムの海外展開への支援 

鉄道システムの海外展開への支援 

  ①ISO、IEC 等への参画 

  ②国際的な認証審査・規格適合性評価の推進等 

業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第４号、第５号、第６号 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

国 内 で の

ISO、IEC 等の

専門家会議へ

参加 

年間 

14 回程度 

－ 21 回 22 回    予算額（百万円） 1,183 1,213    

認証審査及び

規格適合性評

価に係る受託

契約の完遂率

を 100% 

100% 100% 100% 100%    決算額（百万円） 1,667 1,664    

        経常費用（百万円） 1,633 1,763    
        経常利益（百万円） △129 7    
        行政コスト（百万円） 1,684 1,861    
        従事人員数 43 53    

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ①ISO、IEC 等へ ①ISO、IEC 等へ ①ISO、IEC 等へ ＜主な定量的指標＞ ＜主要な業務実績＞ ＜評定と根拠＞ 評定  
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の参画 

ISO（国際標準

化機構）、IEC（国

際電気標準会議）

等の国際標準化活

動に参画し、我が

国の優れた鉄道技

術・規格の国際標

準化の推進に貢献

すること。 

これらの目標達

成のために具体的

には、関係する国

内での ISO、IEC 

等の専門家会議へ

70 回程度参加す

ること。 

 

②国際的な認証審

査・規格適合性評

価の推進等 

我が国鉄道シス

テムの海外展開を

支援するため、認

証審査及び規格適

合性評価を積極的

に行うこと。これ

らの目標達成のた

めに具体的には、

認証審査及び規格

適合性評価に係る

受託契約の完遂率

を 100%とするこ

と。また、海外で

の認知度向上に努

めること。 

 

の参画 

ISO（国際標準

化機構）、IEC（国

際電気標準会議）

等の国際標準化活

動に参画し、我が

国の優れた鉄道技

術・規格の国際標

準化の推進に貢献

します。 

これらの目標達

成のために具体的

には、関係する国

内での ISO、IEC 

等の専門家会議へ

70 回程度参加し

ます。 

 

②国際的な認証審

査・規格適合性評

価の推進等 

我が国鉄道シス

テムの海外展開を

支援するため、認

証審査及び規格適

合性評価を積極的

に行います。これ

らの目標達成のた

めに具体的には、

認証審査及び規格

適合性評価に係る

受託契約の完遂率

を 100% と し ま

す。また、海外で

の認知度向上に努

めます。 

の参画 

ISO（国際標準

化機構）、IEC（国

際電気標準会議）

等の国際標準化活

動に参画し、我が

国の優れた鉄道技

術・規格の国際標

準化の推進に貢献

します。 

これらの目標達

成のために具体的

には、関係する国

内での ISO、IEC

等の専門家会議へ

14 回程度参加し

ます。 

 

②国際的な認証審

査・規格適合性評

価の推進等 

 我が国鉄道シス

テムの海外展開を

支援するため、認

証審査及び規格適

合性評価を積極的

に行います。これ

らの目標達成のた

めに具体的には、

認証審査及び規格

適合性評価に係る

受託契約の完遂率

を 100% と し ま

す。また、海外で

の認知度向上に努

めます。 

・ISO、IEC 等の専

門家会議への参加 

・認証審査及び規格

適合性評価に係る受

託契約の完遂率 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実

行できているか。 

国際標準化活動に関係す

る国内での ISO、IEC 等の専

門家会議として、国際標準

化機構の鉄道分野専門委員

会（ISO/TC 269）、及び音響

専門委員会（ISO/TC 43）、

並びに国際電気標準会議の

鉄道用電気設備とシステム

専門委員会（IEC/TC 9）及

び生体影響に関する電磁界

計測の標準化専門委員会

（IEC/TC 106）等に係る国

内の専門家会議に計 22 回参

加し、我が国の優れた技術

を推進すべく、研究成果に

基づいた知見等を提供し

た。 

また、認証審査及び規格

適合性評価を実施し、我が

国鉄道システムの海外展開

を支援するための活動に取

り組んだ。 

具体的には、認証審査及

び規格適合性評価に係る受

託契約について 100%完遂

し、令和４年度末までの終

了予定 13 案件全てに対し成

果物を発行した。なお、認

証機関として認証書を発行

した件数については、令和

４年度は２件（規格数とし

ては４件）であった。 

また、受託契約額につい

ては、令和２年度にそれ以

前の平均（平成 28 年度～令

和１年度の平均：約 4.6 千

万円）からほぼ倍増し、令

和３年度は令和２年度と同

規模であるなど、高水準の

業務規模が続いたところ、

令和４年度の受託契約額は

 A 
我が国の優れ

た鉄道技術・規

格の国際標準化

の推進に貢献す

るため、関係す

る 国 内 で の

ISO、 IEC 等の

専門家会議へ 22
回参加（達成率

157%）した。 
また、我が国

の鉄道システム

の海外展開を支

援するため、認

証審査及び規格

適合性評価に係

る受託契約の完

遂率 100%を達成

するとともに、

職員の業務能力

強化を図ること

により、今後の

需要増加にも対

応できる体制を

構築した。これ

により、令和４

年度は体制の不

足に起因する受

注時期調整を行

うことなく、全

契約を完遂する

ことができた。 
以上の理由に

より、所期の目

標を上回る成果

が 得 ら れ て お

り、Ａ評定と認

められる。 
 
＜課題と対応＞ 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には意見を記載するなど 
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約 10.2 千万円となり、例年

からほぼ倍増した令和２～

３年度をさらに上回った。 

なお、業務規模の増大に

伴い新たに４名を客員専門

調査員として委嘱して、体

制を拡充した。併せて、将

来的なセキュリティ分野で

の業務ニーズを見据え、業

務体制の整備に遅れをとら

ないよう、関係メーカー等

との意見交換等を行うこと

も含め、「国際規格とセキュ

リティ・安全性セミナー」

（ウェブ開催）を令和４年

２月から令和４年 12 月まで

の間に計５回開催した。 

海外での認知度向上に関

しては、関係メーカーの協

力を得つつ、交通研 HP に掲

載している海外鉄道プロジ

ェクトにおける認証活用実

績リストの拡充を図った

（具体的には、令和４年 12

月に開業となったバングラ

デシュの鉄道プロジェクト

に活用された認証の情報を

追記した。）。また、インド

の RDSO（インド鉄道省の研

究設計標準機構 Research 

Designs & Standards 

Organisation）信号部門が

管理する「ISA Panel」（第

三 者 安 全 性 評 価 機 関 

Independent Safety 

Assessor(ISA)のリスト）に

ついて、その登録を更新す

るための申請を RDSO に対し

て行い、令和５年１月 23 日

付けで登録が更新された。

（登録から３年間有効）。 

特になし。 
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以上により、鉄道認証室

の人員の業務能力強化を図

り、関係メーカー等からの

業務需要に確実に対応しつ

つ、認証書の発行や規格適

合性に関する報告書の発行

を通じ、我が国鉄道システ

ムの海外展開に貢献した。 

 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．４．（１）（２）

（３） 
その他国土交通行政への貢献 

盗難車両対策 

点検・整備促進への貢献等 

関係機関との情報共有の促進 

業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第１号、第６号 

当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 ② 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

検査員研修

等への講師

派遣回数 

年間 

1,000 回程

度 

－ 1,179 回 1,564 回    予算額（百万円） 23,035 27,922    

        決算額（百万円） 21,034 27,527    
        経常費用（百万円） 15,448 17,766    
        経常利益（百万円） 4,871 10,653    
        行政コスト（百万円） 18,717 20,990    
        従事人員数 1,032 1,043    

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 自動車の盗難防

止等を図るため、

車台番号の改ざん

等の盗難や不正が

疑われる受検事案

があった場合に

は、速やかに国土

交通省へ通報する

こと。 
 
また、OBD 検査

自動車の盗難

防止等を図るた

め、車台番号の

改ざん等の盗難

や不正が疑われ

る受検事案があ

った場合には、

速やかに国土交

通省へ通報しま

す。 
また、OBD 検査

自動車の盗難

防止等を図るた

め、車台番号の

改ざん等の盗難

や不正が疑われ

る受検事案があ

った場合には、

速やかに国土交

通省へ通報しま

す。 
また、OBD 検査

＜主な定量的指標＞ 
検査員研修等への

講師派遣回数 
 
＜その他の指標＞ 
特になし。 

 
＜評価の視点＞ 
計画通り着実に実

行できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

自動車の盗難防止等に貢

献するためネットワークシ

ステムを活用し、車台番号

の改ざん事例を全国展開す

ることにより、職員の改ざ

ん等に関する確認能力の向

上を図り、車台番号の改ざ

んが疑われる受検車両を全

国で 69 件発見し国土交通省

へ通報を行った。そのうち

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

国土交通省が

行う検査員研修

等への講師派遣

依頼に対して、

1,564 回(達成率

156%)、1,631 名

の 職 員 を 派 遣

し、審査事務規

定について講義

評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には意見を記載するなど 
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システムを活用

し、車台番号の改

ざんの検出や検査

における同一性確

認を効率的に行う

手法を検討するこ

と。 
 
適切な点検・整

備及びリコール改

修の促進のため、

国土交通省と連携

して啓発活動を行

い、また、国土交

通省が行う指定自

動車整備事業者の

検査員研修等に講

師を派遣するなど

の支援に努めるこ

と。 
 
 
また、自動車特

定整備事業者が行

う点検・整備につ

いても、自動車機

構が構築する OBD

検査システムとの

連携を通じ、促進

を図ること。 
【指標】 
● 国土交通省

が実施する検査等

に係る研修等への

講師の派遣状況

（評価指標） 
 
 
国土交通省から

提供される車両諸

元情報を検査業務

システムを活用

し、車台番号の

改ざんの検出や

検査における同

一性確認を効率

的に行う手法を

検討します。 
 

適切な点検・

整備及びリコー

ル改修の促進の

ため、国土交通

省と連携して啓

発活動を行い、

また、国土交通

省が行う指定自

動車整備事業者

の検査員研修等

に講師を5,000回

程度派遣するな

どの支援に努め

ます。 
また、自動車

特定整備事業者

が行う点検・整

備についても、

自動車機構が構

築するOBD検査シ

ステムとの連携

を通じ、促進を

図ります。 
 
 
 
 
 
 
 

国土交通省か

ら提供される車

両諸元情報を検

システムを活用

し、車台番号の

改ざんの検出や

検査における同

一性確認を効率

的に行う手法を

検討します。 
 

適切な点検・

整備及びリコー

ル改修の促進の

ため、国土交通

省と連携して啓

発活動を行い、

また、国土交通

省が行う指定自

動車整備事業者

の検査員研修等

に講師を1,000回

程度派遣するな

どの支援に努め

ます。 
また、自動車

特定整備事業者

が行う点検・整

備についても、

自動車機構が構

築するOBD検査シ

ステムとの連携

のあり方に関す

る検討を進めま

す。 
 
 
 
 
 
 

国土交通省か

ら提供される車

両諸元情報を検

２件が盗難車の発見に繋が

るものであった。 

また、盗難車の発見に貢

献した職員は業績表彰の対

象にすることとし、職員の

意欲向上に努めた。 

加えて、受検時に盗難車

両であることを発見するた

めの有効な手段として、検

査用スキャンツールを活用

した不正発見の事例に基づ

き、OBD検査システムへの車

台番号（VIN）の読取機能を

導入した。 

 

リコールに該当する不具

合の早期発見と迅速な措置

に繋がるよう車両の不具合

情報の収集に努め、設計製

造に起因するおそれのある

不具合情報を国土交通省に

報告し、このうち２件の情

報がリコール届出に繋がっ

た。 

加えて、国土交通省が行

う自動車検査員研修等の講

師依頼を受け、令和４年度

は 1,564 回の研修等に対し

1,631名の職員を派遣し、審

査事務規定についての講義

を行った。 

また、講師派遣の機会を

捉え、自動車整備事業者へ

のOBD検査の概要やOBD検査

システムについても講義を

行った。 

 

そのほか、国土交通省か

ら提供される車両諸元情報

を検査業務へ活用をするた

め、機構の検査業務に用い

したほか、OBD

検査の概要やシ

ステムについて

も 講 義 を 行 っ

た。 

また、車台番

号の改ざんなど

が疑われる受検

車両を国土交通

省に通報し、２

件の盗難車の発

見に貢献した。 

以上の理由に

より、所期の目

標を上回る成果

が 得 ら れ て お

り、Ａ評定と認

められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 
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に活用できるよう

データベース化を

令和４年度中に検

討すること。 
 
また、大規模災

害等に備えてハー

ド、ソフト面で国

土交通省や関係機

関との連携を図る

こと。 

査業務に活用で

きるようデータ

ベース化を令和

４年度中に検討

します。 
また、大規模

災害等に備えて

ハード、ソフト

面で国土交通省

や関係機関との

連 携 を 図 り ま

す。 
 

査業務に活用で

きるようデータ

ベース化を検討

します。 
 
また、大規模

災害等に備えて

ハード、ソフト

面で国土交通省

や関係機関との

連 携 を 図 り ま

す。 
 

るシステムと国土交通省の

個別業務システムを連携さ

せ、OBD検査の対象車両の判

定を行うための車両諸元情

報のデータベース化を行っ

た。 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅱ．１．（１）（２）

（３） 
  ２．（１）（２）

（３） 

業務運営 
一般管理費及び業務経費の効率化目標等、調達の見直し、業務運営の情報化・電子化の取組 

組織運営 
要員配置の見直し、その他実施体制の見直し、人事に関する計画 

当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
一般管理費（運営費

交付金を充当して行

う業務に限る。人件

費、公租公課等の所

要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因

により増減する経費

を除く。）の効率化 

中期目標期間中

に見込まれる当

該経費総額（初

年度の当該経費

相当分に５を乗

じた額）を６％

程度削減 

－ － －    年度計画で数値を定量化していな

いため、中期計画最終年度におい

て達成度の算出を行う。 

業務経費（運営費交

付金を充当して行う

業務に限る。人件

費、公租公課等の所

要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因

により増減する経費

を除く。）の効率化 

中期目標期間中

に見込まれる当

該経費総額（初

年度の当該経費

相当分に５を乗

じた額）を２％

程度削減 

－ － －    年度計画で数値を定量化していな

いため、中期計画最終年度におい

て達成度の算出を行う。 

         
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 運営費交付金を充当 運営費交付金を充当 運営費交付金を充当 ＜主な定量的指標＞ ＜主要な業務実績＞ ＜評定と根拠＞ 評定  
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して行う業務について

は、一般管理費（人件

費、公租公課等の所要

額計上を必要とする経

費及び特殊要因により

増減する経費を除く。）

について、中期目標期

間中に見込まれる当該

経費総額（初年度の当

該経費相当分に５を乗

じた額）を６％程度、

業務経費（人件費、公

租公課等の所要額計上

を必要とする経費及び

特殊要因により増減す

る経費を除く。）につい

て、中期目標期間中に

見込まれる当該経費総

額（初年度の当該経費

相当分に５を乗じた

額）を２％程度、それ

ぞれ抑制すること。 
 
「独立行政法人にお

ける調達等合理化の取

組の推進について」（平

成 27 年 5 月 25 日総務

大臣決定）等を踏ま

え、公正かつ透明な調

達手続による適切で迅

速かつ効果的な調達を

実現する観点から、毎

年度策定する「調達等

合理化計画」に基づく

取組を着実に実施し、

調達の効率化、コスト

縮減を図ること。 
また、随意契約につ

いては「独立行政法人

の随意契約に係る事務

について」（平成 26 年

して行う業務について

は、一般管理費（人件

費、公租公課等の所要

額計上を必要とする経

費及び特殊要因により

増減する経費を除く。）

について、中期計画期

間中に見込まれる当該

経費総額（初年度の当

該経費相当分に５を乗

じた額）を６％程度、

業務経費（人件費、公

租公課等の所要額計上

を必要とする経費及び

特殊要因により増減す

る経費を除く。）につい

て、中期計画期間中に

見込まれる当該経費総

額（初年度の当該経費

相当分に５を乗じた

額）を２％程度、それ

ぞれ抑制します。 
 
「独立行政法人にお

ける調達等合理化の取

組の推進について」（平

成 27 年 5 月25 日総務

大臣決定）等を踏ま

え、公正かつ透明な調

達手続による適切で迅

速かつ効果的な調達を

実現する観点から、毎

年度策定する「調達等

合理化計画」に基づく

取組を着実に実施し、

調達の効率化、コスト

縮減を図ります。 
また、随意契約につ

いては「独立行政法人

の随意契約に係る事務

について」（平成 26 年

して行う業務について

は、一般管理費（人件

費、公租公課等の所要

額計上を必要とする経

費及び特殊要因により

増減する経費を除く。）

について、中期計画期

間中に見込まれる当該

経費総額（初年度の当

該経費相当分に５を乗

じた額）を６％程度、

業務経費（人件費、公

租公課等の所要額計上

を必要とする経費及び

特殊要因により増減す

る経費を除く。）につい

て、中期計画期間中に

見込まれる当該経費総

額（初年度の当該経費

相当分に５を乗じた

額）を２％程度、それ

ぞれ抑制します。 
 
「独立行政法人にお

ける調達等合理化の取

組の推進について」（平

成 27 年 5 月25 日総務

大臣決定）等を踏ま

え、公正かつ透明な調

達手続による適切で迅

速かつ効果的な調達を

実現する観点から、「令

和４年度調達等合理化

計画」を策定し、当該

計画に基づく取組を着

実に実施し、調達の効

率化、コスト縮減を図

ります。 
また、随意契約につ

いては「独立行政法人

の随意契約に係る事務

・一般管理費の効率

化 
・業務経費の効率化 
 
＜その他の指標＞ 
特になし。 
 
＜評価の視点＞ 
計画通り着実に実

行できているか。 

予算の執行状況を逐次把握の

うえ、四半期毎に配賦額を調整

することにより経費を抑制し

た。 
 
「令和４年度独立行政法人自

動車技術総合機構調達等合理化

計画」に基づき、契約監視委員

会において点検・見直しを実施

するとともに、同計画において

調達の改善等を図る観点から、

重点的に取り組む分野に掲げた

審査上屋における改修工事に関

する調達については、引き続

き、入札情報の業界誌への掲載

依頼などの周知方法を活用し、

入札の競争性向上に努めた。 
また、他の機関との共同調達

の実施については、交通安全環

境研究所において、隣接する研

究所と共同で実施した結果、コ

ピー用紙の購入等、共同調達を

４件実施した。 
 
旧自動車検査法人、旧交通安

全環境研究所それぞれで構築・

運用している業務用基盤システ

ムのサーバ・ネットワーク環境

の統合を図るとともに、セキュ

リティ対策の平準化、クラウド

サービスの利活用、働き方改革

を含めた利便性の向上及び運

用・保守の効率化を実現するた

め、「情報システムの整備及び管

理の基本的な方針」（令和３年

12 月 24 日デジタル大臣決定）

に沿った次期情報システム基盤

の更改方針を決定した。 

 

OBD 情報・技術センターのみ

ならず、地方検査部等において

 Ｂ 
業務実績のとお

り着実な実施状況

にあると認められ

る。 
 
＜課題と対応＞ 
特になし。 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には意見を

記載するなど 
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10 月１日付け総管査第

284 号総務省行政管理

局長通知）に基づき、

公正性・透明性を確保

しつつ合理的な調達を

実施すること。 
 
 
自動車機構内の効率

的な情報共有を図り、

円滑かつ迅速な意思決

定プロセスを推進する

ため、情報システム基

盤の整備及びセキュリ

ティ対策等を進めると

ともに、各業務システ

ムについても、自動車

機構が保有するシステ

ム全体としての最適化

の観点から見直しを検

討するなど、デジタル

庁が策定した「情報シ

ステムの整備及び管理

の基本的な方針」（令和

３年 12 月 24 日デジタ

ル大臣決定）に則り、

情報システムの適切な

整備及び管理を行うこ

とにより、業務運営の

合理化及び効率化を図

ること。 
 
 
自動車機構において

は、新技術や社会的要

請に対応するため、改

正法の施行を受けて新

たに行うこととされた

自動運行装置に係る基

準適合性審査、OBD 検査

に必要な技術情報の管

10 月１日付け総管査第

284 号総務省行政管理

局長通知）に基づき、

公正性・透明性を確保

しつつ合理的な調達を

実施します。 
 
 
自動車機構内の効率

的な情報共有を図り、

円滑かつ迅速な意思決

定プロセスを推進する

ため、情報システム基

盤の整備及びセキュリ

ティ対策等を進めると

ともに、各業務システ

ムについても、自動車

機構が保有するシステ

ム全体としての最適化

の観点から見直しを検

討するなど、デジタル

庁が策定した「情報シ

ステムの整備及び管理

の基本的な方針」（令和

３年 12 月 24 日デジタ

ル大臣決定）に則り、

情報システムの適切な

整備及び管理を行うこ

とにより、業務運営の

合理化及び効率化を図

ります。 
 
 
自動車機構において

は、新技術や社会的要

請に対応するため、改

正法の施行を受けて新

たに行うこととされた

自動運行装置に係る基

準適合性審査、OBD 検査

に必要な技術情報の管

について」（平成 26 年

10 月１日付け総管査第

284 号総務省行政管理局

長通知）に基づき、公

正性・透明性を確保し

つつ合理的な調達を実

施します。 
 
自動車機構内の効率

的な情報共有を図り、

円滑かつ迅速な意思決

定プロセスを推進する

ため、情報システム基

盤の整備に向けたある

べき姿の検討及びセキ

ュリティ対策等を進め

るとともに、各業務シ

ステムについても、自

動車機構が保有するシ

ステム全体としての最

適化の観点から見直し

を検討するなど、デジ

タル庁が策定した「情

報システムの整備及び

管理の基本的な方針」

（令和３年12月 24日デ

ジタル大臣決定）に則

り、情報システムの適

切な整備及び管理を行

うことにより、業務運

営の合理化及び効率化

を図ります。 
 
自動車機構において

は、新技術や社会的要

請に対応するため、改

正法の施行を受けて新

たに行うこととされた

自動運行装置に係る基

準適合性審査、OBD 検査

に必要な技術情報の管

も OBD 検査に従事する職員を配

置し体制の強化を図り、整備事

業者への周知、機構職員向けの

研修等の準備を行った。 

加えて、検査施設適正配置計

画に基づき、審査業務量に応じ

たコース数の柔軟な運用を行う

ことにより、職員の負担軽減に

努めた。 

 

交通安全環境研究所において

は、自動運転に関する専門の知

識を有する職員を採用すること

により、自動運行装置に係る基

準適合性審査並びに自動車メー

カーにおける自動運転車等のプ

ログラムの適切な管理及び確実

な書換えのための業務管理シス

テム等に関する技術的審査等の

業務における体制の強化を図っ

た。 

 

役職員の給与については、国

家公務員に準じた給与体系とし

おり、検証した結果ラスパイレ

ス指数は 99.1％であり、国家公

務員の給与水準に照らし適切で

あった。 

また、検証結果等については

当機構ホームページにおいて公

表している。 
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理、自動車メーカーに

おける自動運転車等の

プログラムの適切な管

理及び確実な書換えの

ための業務管理システ

ム等に関する技術的審

査等の業務や、並行輸

入自動車の事前の書面

審査に係る業務等につ

いて、重点的に要員を

配置するなど体制の強

化を図ること。 
特に、OBD 検査に必

要な技術情報の管理に

関する業務について

は、約９万もの自動車

整備事業者を含め、全

国で OBD 検査が円滑に

行われるために必要な

システム構築・運用な

ど、極めて重要な役割

を担うものであること

から、専門部署の設置

を含めた十分な体制強

化を行うとともに、

OBD 検査の高度化等に

ついても、当該部署に

おいて調査・検討を実

施すること。また、地

方検査部等において

も、OBD 検査のために

必要となる技術情報の

適正な管理・提供の確

保に必要な運用状況調

査、当該技術情報の提

供等に係る整備事業者

への技術的支援等が対

応可能な体制を整備す

ること。 
さらに、検査施設適

正配置計画や標準的な

理、自動車メーカーに

おける自動運転車等の

プログラムの適切な管

理及び確実な書換えの

ための業務管理システ

ム等に関する技術的審

査等の業務や、並行輸

入自動車の事前の書面

審査に係る業務等につ

いて、重点的に要員を

配置するなど体制の強

化を図ります。 
特に、OBD 検査に必

要な技術情報の管理に

関する業務について

は、約９万もの自動車

整備事業者を含め、全

国で OBD 検査が円滑に

行われるために必要な

システム構築・運用な

ど、極めて重要な役割

を担うものであること

から、現在の OBD 検査

業務準備室に代わる専

門部署の設置を含めた

十分な体制の強化を行

うとともに、OBD 検査

の高度化等について

も、当該部署において

調査・検討を実施しま

す。また、地方検査部

等においても、OBD 検

査のために必要となる

技術情報の適正な管

理・提供の確保に必要

な運用状況調査、当該

技術情報の提供等に係

る整備事業者への技術

的支援等が対応可能な

体制を整備します。 
さらに、検査施設適

理、自動車メーカーに

おける自動運転車等の

プログラムの適切な管

理及び確実な書換えの

ための業務管理システ

ム等に関する技術的審

査等の業務や、並行輸

入自動車の事前の書面

審査に係る業務等につ

いて、重点的に要員を

配置するなど体制の強

化を図ります。 
特に、OBD 検査に必要

な技術情報の管理に関

する業務については、

約９万もの自動車整備

事業者を含め、全国で

OBD 検査が円滑に行われ

るために必要なシステ

ム構築・運用など、極

めて重要な役割を担う

ものであることから、

令和３年４月に設置し

たOBD情報・技術センタ

ーについて、引き続き

必要な体制の強化を行

います。 
また、地方検査部等

においても、OBD 検査の

ために必要となる技術

情報の適正な管理・提

供の確保に必要な運用

状況調査、当該技術情

報の提供等に係る整備

事業者への技術的支援

等が対応可能な体制の

整備を進めます。 
さらに、検査施設適

正配置計画に基づき、

コース数の柔軟な運用

により、職員の負担軽
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検査の処理台数等の考

え方についても見直し

を行い、検査コース数

の柔軟な運用により、

職員の負担軽減及び受

検者利便の向上を図る

こと。 
自動車機構の業務が

全体として効果的・効

率的に実施されるよう

必要な見直しを行うと

ともに、改正法の施行

を受けて新たに行うこ

ととされた業務の状況

を把握した上で、関係

機関との調整を担う本

部機能の強化を含め、

本部のあり方について

検討すること。 
また、今後、国土交

通省において、自動車

検査登録事務所等の集

約・統合化の可否の検

討を行う際には、自動

車機構の事務所等の集

約・統合化の可否も併

せて検討すること。 
年功主義にこだわら

ない能力に応じた適正

な人員配置を行い、給

与水準については、国

家公務員の給与水準も

十分考慮し、手当を含

め役職員給与の在り方

について厳しく検証し

た上で、その適正化に

取り組むとともに、そ

の検証結果や取組状況

を公表すること。 

正配置計画や標準的な

検査の処理台数等の考

え方についても見直し

を行い、検査コース数

の柔軟な運用により、

職員の負担軽減及び受

検者利便の向上を図り

ます。 
なお、これらの検討

は、検査業務の適正化

のための地方事務所の

管理職業務のあり方の

見直しと併せて進めま

す。 
自動車機構の業務が

全体として効果的・効

率的に実施されるよう

必要な見直しを行うと

ともに、改正法の施行

を受けて新たに行うこ

ととされた業務の状況

を把握した上で、関係

機関との調整を担う本

部機能の強化を含め、

本部のあり方について

検討します。 
また、今後、国土交

通省において、自動車

検査登録事務所等の集

約・統合化の可否の検

討を行う際には、自動

車機構の事務所等の集

約・統合化の可否も併

せて検討します。 
年功主義にこだわら

ない能力に応じた適正

な人員配置を行い、給

与水準については、国

家公務員の給与水準も

十分考慮し、手当を含

め役職員給与の在り方

減を図ります。 
なお、これらの検討

は、検査業務の適正化

のための地方事務所の

管理職業務のあり方の

検討と併せて進めま

す。 
 
自動車機構の業務が

全体として効果的・効

率的に実施されるよう

必要な見直しを行うと

ともに、改正法の施行

を受けて新たに行うこ

ととされた業務の状況

の把握に努めます。 
また、国土交通省に

おいて、自動車検査登

録事務所等の集約・統

合化の可否の検討を行

う際には、自動車機構

の事務所等の集約・統

合化の可否も併せて検

討します。 
 
年功主義にこだわら

ない能力に応じた適正

な人員配置を行い、給

与水準については、国

家公務員の給与水準も

十分考慮し、手当を含

め役職員給与の在り方

について厳しく検証し

た上で、その適正化に

取り組むとともに、そ

の検証結果や取組状況

を公表します。 
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について厳しく検証し

た上で、その適正化に

取り組むとともに、そ

の検証結果や取組状況

を公表します。 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅲ．（１）（２）（３） 財務運営の適正化、自己収入の拡大、保有資産の見直し 
当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
受託研究等 年間 60 件 － 

 
104 件 90 件     

         
         

         
 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 中期目標期間におけ

る予算、収支計画及び

資金計画について、適

正に計画し健全な財務

体質の維持を図るこ

と。 
「独立行政法人会計

基準」（平成 30 年 9 月

3 日改訂）に基づき、

運営費交付金の会計処

理における収益化基準

の単位としての業務ご

とに予算と実績の管理

を行うこと。 
また、各年度期末に

おける運営費交付金債

務に関し、その発生状

況を厳格に分析し、減

少に向けた努力を行う

こと。 

中期計画期間におけ

る予算、収支計画及び

資金計画について、適

正に計画し健全な財務

体質の維持を図りま

す。 
「独立行政法人会計

基準」（平成 30 年 9 月

3 日改訂）に基づき、

運営費交付金の会計処

理における収益化基準

の単位としての業務ご

とに予算と実績の管理

を行います。 
また、各年度期末に

おける運営費交付金債

務に関し、その発生状

況を厳格に分析し、減

少に向けた努力を行い

ます。 

中期計画期間におけ

る予算、収支計画及び

資金計画について、適

正に計画し健全な財務

体質の維持を図りま

す。 
「独立行政法人会計

基準」（令和２年３月

26 日改訂）に基づき、

運営費交付金の会計処

理における収益化基準

の単位としての業務ご

とに予算と実績の管理

を行います。 

また、年度期末にお

ける運営費交付金債務

に関し、その発生状況

を厳格に分析し、減少

に向けた努力を行いま

す。 

＜主な定量的指標＞ 
・受託研究等 
 
＜その他の指標＞ 
特になし。 

 
＜評価の視点＞ 
計画通り着実に実

行できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

中期計画期間におけ

る予算、収支計画及び

資金計画について、適

宜見直しを行うことに

より、健全な財務体質

の維持を図った。 

独立行政法人会計基

準の改訂に伴い、引き

続き、運営費交付金の

会計処理は業務達成基

準を採用し、業務の進

行状況と運営費交付金

の対応関係が明確であ

る活動を除く管理部門

の活動については「期

間進行基準」を採用し

ている。 

なお、運営費交付金

債務については、当期

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

国等からの受託研

究等を 90 件実施(達

成率 150％)し、自己

収入の確保・拡大に

貢献した。 

以上の理由によ

り、所期の目標を上

回る成果が得られて

おり、Ａ評定と認め

られる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には意見を記載する

など 
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知的財産権の実施許

諾の推進、研究・試

験・研修施設の外部利

用の促進、受託研究の

獲得拡大及び競争的資

金への積極的な応募に

より、収入の確保・拡

大を図ること。 
これらの目標達成の

ため、具体的には、国

等からの受託研究等を

300 件程度実施するこ

と。 
 
保有資産について

は、資産の利用度のほ

か、本来業務に支障の

ない範囲での有効利用

の可能性、経済合理性

などの観点に沿って、

その必要性について、

自主的な見直しを不断

に行うこと。 

 
知的財産権の実施許

諾の推進、研究・試

験・研修施設の外部利

用の促進、受託研究の

獲得拡大及び競争的資

金への積極的な応募に

より、収入の確保・拡

大を図ります。 
これらの目標達成の

ため、具体的には、国

等からの受託研究等を

300 件程度実施しま

す。 
 
保有資産について

は、資産の利用度のほ

か、本来業務に支障の

ない範囲での有効利用

の可能性、経済合理性

などの観点に沿って、

その必要性について、

自主的な見直しを不断

に行います。 

 
知的財産権の実施許

諾の推進、研究・試

験・研修施設の外部利

用の促進、受託研究の

獲得拡大及び競争的資

金への積極的な応募に

より、収入の確保・拡

大を図ります。 
これらの目標達成の

ため、具体的には、国

等からの受託研究等を

60 件程度実施します。 
 
 
保有資産について

は、資産の利用度のほ

か、本来業務に支障の

ない範囲での有効利用

の可能性、経済合理性

などの観点に沿って、

その必要性について、

自主的な見直しを不断

に行います。 

末における運営費交付

金債務残高はない。 

 

国等からの受託研究

等を 90 件実施し、ま

た、研究施設の外部利

用の促進により、自己

収入の確保・拡大を図

った。 

 

保有資産について

は、その利用度等に照

らして、現時点におい

ては当機構の業務上必

要不可欠なものである

ことから、その有効利

用の可能性については

不断に検討しつつ、現

有資産の活用により本

来業務の質の確保を図

った。 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅳ 短期借入金の限度額 
当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 － 予見し難い事故

等の事由の他、年

度当初の運営資

金、収入不足への

対応のための経費

が必要となる可能

性があるため、短

期借入金の限度額

を 6,000 百万円と

します。 

 

予見し難い事故

等の事由の他、年

度当初の運営資

金、収入不足への

対応のための経費

が必要となる可能

性があるため、短

期借入金の限度額

を 6,000 百万円と

します。 

＜主な定量的指標＞ 
－ 
 
＜その他の指標＞ 
－ 
 
＜評価の視点＞ 
－ 

＜主要な業務実績＞ 
実施無し。 
 

＜評定と根拠＞ 
－ 
＜課題と対応＞ 
－ 

評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には意見を記載するなど 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅴ．（１）（２）（３） 

（４）（５）（６） 
自動車の設計から使用段階までの総合的な対応 
施設及び設備に関する計画 
人材確保、育成及び職員の意欲向上 
広報の充実強化を通じた国民理解の醸成 
内部統制の徹底 
独立行政法人自動車技術総合機構法（平成 11 年法律第 218 号）第 16 条第１項に規定する積立金の使途 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
内部監査等の実施 年間 19箇所（令

和３年度） 

年間 25箇所（令

和４年度） 

－ 25 箇所 37 箇所     

         
         

         
 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （１）自動車の設計から使用段

階までの総合的な対応 
自動車の設計から使用段階ま

での安全確保・環境保全に関す

る技術的な取り組みを総合的に

行う我が国唯一の機関として、

中期目標期間中の研究開発の方

針（別紙１）の見直し要否の定

期的な検討や、シナジー効果を

更に創出する連携方策を検討す

るため、理事長及び全理事から

なる会議体（総合技術戦略本

部）を設置すること。 

（１）自動車の設計から使用段

階までの総合的な対応 
自動車の設計から使用段階ま

での安全確保・環境保全に関す

る技術的な取り組みを総合的に

行う我が国唯一の機関として、

中期計画期間中の研究開発の方

針（別紙１）の見直し要否の定

期的な検討や、シナジー効果を

更に創出する連携方策を検討す

るため、理事長及び全理事から

なる会議体（総合技術戦略本

部）を設置します。 

（１）自動車の設計から使用段

階までの総合的な対応 
自動車の設計から使用段階ま

での安全確保・環境保全に関す

る技術的な取組を総合的に行う

我が国唯一の機関として、令和

３年度に設置した理事長及び全

理事からなる総合技術戦略本部

において、中期計画期間中の研

究開発の方針（別紙１）の見直

し要否の定期的な検討や、シナ

ジー効果を更に創出する連携方

策を検討します。 

＜主な定量的指標＞ 
内部監査等の実施 

 
＜その他の指標＞ 
総合技術戦略本部

の開催状況。 
 
＜評価の視点＞ 
・内部統制の取組み

について実態把握、

継続的な分析、必要

な見直しを行い、内

部統制の充実・強化

＜主要な業務実績＞ 

理事長及び全理事により構成

される総合技術戦略本部を設置

し、研究開発の方針の見直しの

要否について検討を行ったほ

か、研究部門、検査部門、認証

審査・リコール部門の部門間に

おける連携方策について、以下

の取組みを実施した。 

①OBD 検査業務実施に向けた取

組み 

令和５年 10 月の OBD 検査プ

レ運用開始に向けて、自動車

＜評定と根拠＞ 
 Ａ 
内部監査の

運用の見直し

を行い、基準

適合性審査、

不当要求防止

対策及び事故

防止対策の実

施 状 況 に 関

し、内部監査

等を 37 箇所

（ 達 成 率

評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
※実績に対する課題及び改善

方策など 
 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど 
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【重要度：高】 
自動車の設計から使用段階ま

でを総合的に対応する我が国唯

一の機関として、中期目標期間

中の研究開発の方針（別紙１）

の見直し要否の定期的な検討

や、シナジー効果を更に創出す

る連携方策の検討を進めること

は、自動車に係る国民の安全・

安心の確保及び環境の保全を図

るために極めて重要である。 
【指標】 
● 総合技術戦略本部の開催状

況（モニタリング指標） 
 

（２）施設及び設備に関する計

画 
 業務の確実な遂行のため、施

設の計画的な整備・更新を進め

るとともに、適切な維持管理に

努めること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 【重要度：高】 
自動車の設計から使用段階まで

を総合的に対応する我が国唯一

の機関として、中期計画期間中

の研究開発の方針（別紙１）の

見直し要否の定期的な検討や、

シナジー効果を更に創出する連

携方策の検討を進めることは、

自動車に係る国民の安全・安心

の確保及び環境の保全を図るた

めに極めて重要である。 
【指標】 
● 総合技術戦略本部の開催状

況（モニタリング指標） 
 
（２）施設及び設備に関する計

画 
 業務の確実な遂行のため、

施設の計画的な整備・更新を

進めるとともに、適切な維持

管理に努めます。 

施設・設備の

内容 

予定

額 

（百

万

円） 

財源 

（審査勘定） 

審査施設整備

費 

審査場の建

替等 

審査機器の更

新等 

審査上屋の改

修等 

基準策定改

正等に伴う

試験設備の

導入・改造 

 

 

 

 

1,898 

 

  648 

 

5,069 

 

 

 

2,110 

独立行 

政法人 

自動車 

技術総 

合機構 

施設整 

備費補 

助金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）施設及び設備に関する計

画 
業務の確実な遂行のため、施

設の計画的な整備・更新を進め

るとともに、適切な維持管理に

努めます。 

施設・設備の

内容 

予定

額 
（百

万

円） 

財源 

（一般勘定） 
自動車等研究

施設整備費 
鉄道・索道

関係試験設備 
 
（審査勘定） 
審査施設整備

費 
審査場の建

替等 
審査機器の

更新等 
審査上屋の

改修等 

 
 
 

29 

 

 

 

 

 

34 

 

0 

 

558 

 

 
独立行

政法人

自動車

技術総

合機構

施設整

備費補

助金 
 
 
 
 

を図っているか。 
・計画通り着実に実

行できているか。 

安全研究部の通信やシステム

に詳しい職員の知見を活か

し、特定 DTC 照会アプリと通

信制御ミドルウェア間のイン

ターフェース仕様の詳細を検

討するなど各システムの設

計・開発を行った。 

②大型車の車輪脱落事故防止対

策調査 

地方検査部、リコール技術

検証部の知見を活かし、使用

過程のホイールボルト・ナッ

トの性能確認を行い、着脱時

の給脂の重要性及び新品に交

換することで軸力の回復が見

込めることを国土交通省に報

告した。 

③街頭検査における排出ガスの

新たな検査方法の導入に係る

検討 

排出ガス検査について、モ

ード試験（JC08や WLTC等）に

おける排出ガス総量を分析す

ることにより、モード試験の

排出ガス総量と RSD を用いた

瞬時値には相関関係がないこ

とが明らかとなった。 

他方で、モード試験におけ

る排出ガス瞬時値を分析する

ことにより、特定の加速時に

おいて、排出ガス特性に傾向

が見受けられることから、RSD

を特定の条件下に設置して、

スクリーニングとして使用で

きる可能性があることが分か

った。 

④街頭検査における騒音の新た

な検査方法の導入に係る検討 

騒音検査について、他の車

両を含む暗騒音への影響を低

減可能なマイクロホンアレイ

148 ％）実施

し、内部統制

を図った。 
また、総合

技術戦略本部

を ２ 回 開 催

し、研究の見

直しや連携方

策を検討し、

７項目の部門

間の連携を行

い、シナジー

効果の創出を

図った。 
以上の理由

により、所期

の目標を上回

る成果が得ら

れており、Ａ

評定と認めら

れる。 
 
＜課題と対応＞ 
特になし。 
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（３）人材確保、育成及び職員

の意欲向上 
自動車機構の役割に合致した

人材の確保のため、採用分野の

拡大等を図ること。 
また、国からの出向職員と自

動車機構採用職員との効果的な

配置により、職員の能力発揮や

意欲向上、組織力の強化を図る

こと。さらに、研修の実施体制

の充実や、OBD 検査に対応し

た研修プログラムの整備を進め

るとともに、関係機関等との人

事交流の拡大等に取り組むこ

と。交通安全環境研究所におい

ては、基準策定・国際相互承認

の推進のための国際会議参加や

研究発表等を通じて、人材育成

に取り組むこと。 
さらに、職員の業務への取組

意欲や技術の向上を図るととも

に、働き方改革を推進するこ

と。 
上記の留意すべき事項を踏ま

え、人材確保・育成方針を策定

すること。 
 
 
 
 

［注記］施設・整備の内容、予

定額については見込みであり、

中期計画を実施するために必要

な業務等を勘案した施設・整備

の改修等の追加等変更すること

もある。 

 
 
 
 
 
（３）人材確保、育成及び職員

の意欲向上 

自動車機構の役割に合致し

た人材の確保のため、採用分

野の拡大等を図ります。 

また、国からの出向職員と

自動車機構採用職員との効果

的な配置により、職員の能力

発揮や意欲向上、組織力の強

化を図ります。さらに、研修

の実施体制の充実や、OBD 検査

に対応した研修プログラムの

整備を進めるとともに、関係

機関等との人事交流の拡大等

に取り組みます。交通安全環

境研究所においては、基準策

定・国際相互承認の推進のた

めの国際会議参加や研究発表

等を通じて、人材育成に取り

組みます。 

加えて、業務改善の提案等

の実績、緊急時の対応状況、

審査に係る技術等を評価し、

表彰することなどにより、職

員の業務への取組意欲や技術

の向上を図ります。 

また、職員一人ひとりが働

きやすい職場づくりを目指

し、柔軟な勤務体系や勤務環

境を整備するなど、働き方改

基準策定・

改正等に伴う

試験設備の導

入・改造 

728 

［注記］鉄道・索道関係試験設

備については令和３年度補正予

算で実施。 
 
（３）人材確保、育成及び職員

の意欲向上 
自動車機構の役割に合致した

人材の確保のため、民間企業等

で専門的知識及び経験を培った

者を募集対象とするなど、採用

分野の拡大等を図ります。 
また、国からの出向職員と自

動車機構採用職員との効果的な

配置により、職員の能力発揮や

意欲向上、組織力の強化を図り

ます。さらに、研修の実施体制

の充実や、OBD 検査に対応した

研修プログラムの準備を進める

とともに、関係機関等との人事

交流の拡大等に取り組みます。

交通安全環境研究所において

は、基準策定・国際相互承認の

推進のための国際会議参加や研

究発表、所内セミナー等を通じ

て、人材育成に取り組みます。 
加えて、業務改善の提案等の

実績、緊急時の対応状況、審査

に係る技術等を評価し、表彰す

ることなどにより、職員の業務

への取組意欲や技術の向上を図

ります。 
また、職員一人ひとりが働き

やすい職場づくりを目指すとと

もに、新型コロナウイルスを想

定した新たな生活様式も踏まえ

た柔軟な勤務体系や勤務環境を

整備するなど、働き方改革を推

を環境研究部で作成し、当該

装置を用いてテストコース及

び街頭検査へ同行し公道での

騒音データの取得を行い更な

る高精度化を図った。 

また、実際の街頭検査へ同

行し騒音データの取得を行っ

たことで、単独走行する二輪

車を想定し、測定から結果の

通知までが実現可能なシステ

ム構成を行った。 

⑤車載燃費記録計（OBFCM）を

活用した新たな検査方法の導

入に係る検討 

将来的に OBD 検査の対象装

置として追加される場合に備

えて、燃費・電費向上の施策

立案に向け実燃費、バッテリ

ーの劣化度等の値の活用方法

の検討のため、日本で販売さ

れている OBFCM を搭載した自

動車及び海外における活用方

法の実績等について調査を行

った。 

⑥PM 粒子数（PN）計測機器を活

用した新たな検査方法の導入

に係る検討 

欧州の研究機関や計測機器

メーカーへ現地調査を実施

し、欧州の車検において PN 計

測機器による検査を導入済

み、もしくは導入予定の国が

あること、また測定方法や基

準値が各国で異なっているこ

とが確認できた。 

併せて、オパシメータと PN

計測機器の測定値の関係を調

べるため、車検用に開発され

た PN 計測機器を実際の車検場

にて使用し、それぞれの測定

値についてのデータ採取を行
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（４）広報の充実強化を通じた

国民理解の醸成 
 自動車機構の活動について、

ホームページ等を活用して広報

の充実強化を図るとともに、

SNS でのイベント案内、採用情

報、プレスリリース等の配信

や、インターンシップの実施に

取り組むなど、積極的な情報提

供を進めることを通じ、自動車

の安全確保・環境保全に対する

国民意識の向上に貢献するこ

と。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）内部統制の徹底 
「「独立行政法人の業務の適

正を確保するための体制等の整

備」について」（平成 26年 11月

28 日総務省行政管理局長通知）

に基づき、業務方法書に定めた

革を推進します。 

上記の留意すべき事項を踏

まえ、人材確保・育成方針を

策定します。 

 

 

 

 

（４）広報の充実強化を通じた

国民理解の醸成 

自動車機構の活動につい

て、ホームページ等を活用し

て広報の充実強化を図るとと

もに、SNS でのイベント案内、

採用情報、プレスリリース等

の配信や、インターンシップ

の実施に取り組むなど、積極

的な情報提供を進めることを

通じ、自動車の安全確保・環

境保全に対する国民意識の向

上に貢献します。 

交通安全環境研究所におい

ては、対外的プレゼンス向上

等の取組の一つとして、研究

所の業務・成果を広く国民に

網羅的に紹介する交通安全環

境研究所フォーラム及びタイ

ムリーな特定のテーマにかか

る研究成果等を紹介する講演

会をそれぞれ毎年１回程度開

催するとともに、研究所の活

動について広く国民の理解を

得るため、研究所の一般公開

を毎年１回程度実施します。 

 

（５）内部統制の徹底 

「「独立行政法人の業務の適

正を確保するための体制等の

整備」について」（平成26年11

月 28 日総務省行政管理局長通

知）に基づき、業務方法書に

進します。 
上記の留意すべき事項を踏ま

え、人材確保・育成方針の策定

に向けた検討を進めます。 
 

（４）広報の充実強化を通じた

国民理解の醸成 
自動車機構の活動について、

ホームページ等を活用して広報

の充実強化を図るとともに、イ

ンターンシップの実施に取り組

むなど、積極的な情報提供を進

めることを通じ、自動車の安全

確保・環境保全に対する国民意

識の向上に貢献します。 
交通安全環境研究所において

は、対外的プレゼンス向上等の

取組の一つとして、研究所の業

務・成果を広く国民に網羅的に

紹介する交通安全環境研究所フ

ォーラム及びタイムリーな特定

のテーマにかかる研究成果等を

紹介する講演会をそれぞれ１回

開催するとともに、研究所の活

動について広く国民の理解を得

るため、研究所の一般公開を１

回実施します。 
 
 
 
 
 
（５）内部統制の徹底 
「「独立行政法人の業務の適

正を確保するための体制等の整

備」について」（平成26年 11月

28 日総務省行政管理局長通知）

に基づき、業務方法書に定めた

事項を確実に実施します。 
また、理事長及び全理事を構

成員とする内部統制委員会及び

った。 

⑦自動車機構が保有する情報を

横断的に集計・分析するシス

テムを用いた情報連携 

令和３年度に構築した同シ

ステムを活用し、不適合につ

ながる可能性のある様々な情

報を集約して突き合わせるこ

とにより効率的かつ効果的な

分析を行った。 

 

また、今後の連携方策を検討

するため、各部門横断の WGを発

足し、シナジー効果をさらに創

出する連携方策の検討をした上

で総合技術戦略本部に上申し、

同本部においてこれらを議論し

た。 

 

検査機器の適切な維持管理を

行うために検査機器の定期点検

契約を本部において一括で行

い、また、使用年数や劣化度合

から優先的に更新する機器の選

定を行い、計画的に更新を行え

るよう更新工事の設計を事前に

行った。 

 

令和４年度の施設及び整備に

関しては次のとおり。 

 

一般勘定 

鉄 道

等 研

究 施

設 整

備 費 

索道用握索装

置試験施設更

新 

28,996 

千円 

審査勘定 

審 査

上 屋

審査場新設事

前設計 

22,664 

千円 
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事項を確実に実施すること。 
また、理事長及び全理事を構

成員とする内部統制委員会及び

同委員会に設置しているリスク

管理委員会並びに検査業務適正

化推進本部を引き続き設置し、

自動車機構の長のリーダーシッ

プのもと、内部統制の取組につ

いて実態把握、継続的な分析、

必要な見直しを行うこと。本見

直しを着実に実施することを目

的として、本部、交通安全環境

研究所及び全ての地方検査部等

に対し、中期目標期間中に内部

監査等を実施すること。 
また、監事を補佐する監事監

査室において、引き続き、内部

統制のモニタリングを適切に実

施すること。 
研究不正の防止に向けた取組

については、「研究活動におけ

る不正行為への対応等に関する

ガイドライン」（平成 26 年８月

26 日文部科学大臣決定）に従っ

て、適切に取り組むこと。 
個人情報の保護、情報セキュ

リティについては、「サイバー

セキュリティ戦略」（平成 30 年

7 月 27 日閣議決定）等の政府の

方針を踏まえ、情報セキュリテ

ィの強化を図ること。 
 
 
 

定めた事項を確実に実施しま

す。 

また、理事長及び全理事を

構成員とする内部統制委員会

及び同委員会に設置している

リスク管理委員会並びに検査

業務適正化推進本部を引き続

き設置し、自動車機構の長の

リーダーシップのもと、内部

統制の取組について実態把

握、継続的な分析、必要な見

直しを行います。本見直しを

着実に実施することを目的と

して、本部、交通安全環境研

究所及び全ての地方検査部等

に対し、中期計画期間中に内

部監査等を実施します。 

また、監事を補佐する監事

監査室において、引き続き、

内部統制のモニタリングを適

切に実施します。 

研究不正の防止に向けた取

組については、「研究活動にお

ける不正行為への対応等に関

するガイドライン」（平成 26年

８月 26 日文部科学大臣決定）

に従って、適切に取り組みま

す。 

個人情報の保護、情報セキ

ュリティについては、「サイバ

ーセキュリティ戦略」（平成 30

年 7 月 27 日閣議決定）等の政

府の方針を踏まえ、情報セキ

ュリティの強化を図ります。 

 

（６）独立行政法人自動車技術

総合機構法（平成 11 年法律第

218 号）第 16 条第１項に規定す

る積立金の使途 

自動車技術総合機構法第 16

条第１項の規定に基づき主務

同委員会に設置しているリスク

管理委員会並びに検査業務適正

化推進本部を引き続き設置し、

自動車機構の長のリーダーシッ

プのもと、内部統制の取組につ

いて実態把握、継続的な分析、

必要な見直しを行います。本見

直しを着実に実施することを目

的として、令和４年度期間中に

25 箇所に対し、内部監査等を実

施します。 
また、監事を補佐する監事監

査室において、引き続き、内部

統制のモニタリングを適切に実

施します。 

研究不正の防止に向けた取組

については、「研究活動におけ

る不正行為への対応等に関する

ガイドライン」（平成 26 年８月

26 日文部科学大臣決定）に従っ

て、適切に取り組みます。 

個人情報の保護、情報セキュ

リティについては、「サイバー

セキュリティ戦略」（平成 30 年

７月27日閣議決定）等の政府の

方針を踏まえ、情報セキュリテ

ィの強化を図ります。 
 
 
 
 
 

（６）独立行政法人自動車技術

総合機構法（平成 11 年法律第

218 号）第 16 条第１項に規定す

る積立金の使途 
 自動車技術総合機構法第16条

第１項の規定に基づき主務大臣

の承認を受けた金額は、同法第

12 条に規定する業務の運営の使

途に充てます。 

の 建

替 等 

（九州検査部

１箇所） 

審 査

上 屋

の 改

修等 

審査機器更新

に伴う床面等

改修（ 10 箇

所） 

審査機器更新

に伴う床面等

改修事前設計

（４箇所） 

審査上屋下回

りピット等改

修工事（１箇

所） 

審査上屋照明

設備等改修工

事（６箇所） 

審査上屋空調

機等改修工事

（３箇所） 

審査上屋受変

電設備等改修

工 事 （ １ 箇

所） 

審査上屋シャ

ッター等改修

工 事 （ ２ 箇

所） 

審査上屋排煙

機等改修工事

（１箇所） 

審査上屋排水

設備等改修事

前設計（１箇

所） 

審査上屋屋根

等 改 修 工 事

（２箇所） 

検査官控室改

修工事（１箇

所） 

545,079 

千円 
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大臣の承認を受けた金額は、

同法第 12 条に規定する業務の

運営の使途に充てます。 

 

 
 

検査官控室改

修 事 前 設 計

（４箇所） 

法面改修工事

（１箇所） 

基 準

策

定 ・

改 正

等 に

伴 う

試 験

設 備

の 導

入 ・

改造 

車両安定性制

御装置に対応

した ABS 試験

路面拡張 

重量車排出ガ

ス評価システ

ム更新 

環境試験室燃

費・排出ガス

測定装置 

712,369 

千円 

サイバーセキ

ュリティ/ソ

フトウェアア

ップデート審

査設備導入 

 

自動車技術総合機構の役割に

合致した人材の確保のため、自

動車技術総合機構独自で 38名の

新規採用を行い、このうち８名

については民間企業等自動車及

びで専門的知識及び経験を培っ

たものを採用した。 

 

交通安全環境研究所について

は、ホームページを活用してイ

ンターシップ開催案内や大学へ

の案内状送付等、積極的な情報

提供を行った。 

また、所内セミナーを 25テー

マ実施し、各職員の機構全体業

務の理解促進や若手研究者によ

る学会発表内容を共有する場と

して活用した。さらに、WP29 等

の国際会議への参加及び発表を
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通じて基準策定・国際相互承認

を推進するとともに人材育成に

取り組んだ。 

また、業務への取組み意欲の

向上を図るため多様な業務にお

いて、以下のとおり業務表彰を

行った。 

 連続無事故を長期間達成

した 25 事務所 

 街頭検査において優れた

取組みを行った９検査

部、１事務所 

 技術指導教官として研修

受講者から最も高い評価

を得た教官３名 

 自動車審査を確実に遂行

し、不正受検を見逃さな

い責任観念に徹した職員

５名 

 特に優れた功績をあげた

23 名、7チーム 

 優れた業務改善提案を行

った１名、14 チーム 

 

当機構の活動については、ホ

ームページを利用して積極的に

情報提供するとともに、災害等

によって検査コースの閉鎖があ

った場合には、その情報をホー

ムページに掲載することによ

り、利用者に迅速に周知した。 

また、交通安全環境研究所に

おいては、研究所の業務・成果

を広く国民に網羅的に紹介する

交通安全環境研究所フォーラム

及びタイムリーな特定のテーマ

にかかる研究成果等を紹介する

講演会をそれぞれ１回開催し

た。さらに、研究所の活動につ

いて広く国民の理解を得るた

め、研究所の一般公開を１回実
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施した。 

 

内部統制委員会を１回、リス

ク管理委員会を２回、検査業務

適正化推進本部会合を１回開催

し、理事長及び地方検査部長の

巡回等による内部統制の状況確

認、機構内のリスク評価の見直

し等を行い、今後の取組みを検

討するとともに、平成 27年度に

発生した神奈川事案の再発防止

対策の実施状況を確認するなど

の内部統制を図った。 

また、内部監査の運用の見直

しを行い、基準適合性審査、不

当要求防止対策及び事故防止対

策の実施状況に関し、内部監査

等を 37 箇所実施した。 

さらに、監査等の実施結果を

他の地方事務所等へ展開するこ

とにより、好事例の取入れ及び

改善指摘があった事項の自己点

検を促し、同種事案の予防処置

を図った。 

全役職員及びシステム管理者

を対象にテーマ別で情報セキュ

リティ研修を実施するととも

に、標的型メール訓練等を通じ

て、職員個々のセキュリティ意

識の向上を図った。 

また、情報システムの導入、

運用・保守に当たっては、政府

方針・IT 業界の情勢も踏まえ、

情報セキュリティ対策の最適化

を図った。 

 

令和４年度決算における前中

期目標期間繰越積立金取崩額

は、一般勘定 218,824 千円、審

査勘定 280,776 千円となった。 
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４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅵ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分等に関する計画 
当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 － なし なし ＜主な定量的指標＞ 

－ 
 
＜その他の指標＞ 
－ 
 
＜評価の視点＞ 
－ 

＜主要な業務実績＞ 
実績なし。 

 

＜評定と根拠＞ 
－ 
＜課題と対応＞ 
－ 
 

評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には意見を記載するなど 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅶ 重要な財産を譲渡し、又は担保にする計画 
当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 － なし なし ＜主な定量的指標＞ 

－ 
 
＜その他の指標＞ 
－ 
 
＜評価の視点＞ 
－ 

＜主要な業務実績＞ 
実績なし。 

 

＜評定と根拠＞ 
－ 
＜課題と対応＞ 
－ 
 

評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には意見を記載するなど 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅷ． 剰余金の使途 
当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 － 施設・設備の

整 備 、 広 報 活

動、研究費への

繰り入れ、海外

交 流 事 業 （ 招

聘、ワークショ

ップ、国際会議

等）に使用しま

す。 
 

施設・設備の

整 備 、 広 報 活

動、研究費への

繰り入れ、海外

交 流 事 業 （ 招

聘、ワークショ

ップ、国際会議

等）等に使用し

ます。 

＜主な定量的指標＞ 
－ 
 
＜その他の指標＞ 
－ 
 
＜評価の視点＞ 
－ 

＜主要な業務実績＞ 
実績なし。 

 

＜評定と根拠＞ 
－ 
＜課題と対応＞ 
－ 
 

評定  
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
※実績に対する課題及び改善方策など 
 
 
＜その他事項＞ 
※有識者からの意見聴取等を行った場合には意見を記載するなど 

 
４．その他参考情報 
例）予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
 一定の事業等のまとまり（道路運送車両法に基づく執行業務等（保安基準適合性の審査、登録に係る確認調査、リコールに係る技術的検証等）（１．（１）～（３）、２．（２）～（３）、４．）） 
当該項目の重要度、困

難度 
重要度：高 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 ③ 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

自動車認証審

査部外の専門

家による研修 

年間３回 － ３回 ６回    予算額（百万円） 23,035 27,922    

検査コース閉

鎖時間 
年間 

1,700 時間

以下 

－ 852 時間 1613 時間 

45 分 

   決算額（百万円） 21,034 27,527    

重大事故の発

生にかかる度

数率 

年平均 

1.15 以下 

－ 0.00 0.70    経常費用（百万円） 15,448 17,766    

街頭検査実施

台数 
年間 

110,000 台 

－ 125,470

台 

129,659

台 

   経常利益（百万円） 4,871 10,653    

地方検査部等

によるブロッ

ク研修 

年間 

10 回以上 

－ 11 回 13 回    行政コスト（百万

円） 

18,717 20,990    

不具合情報の

分析 
年間 

5,000 件 

－ 5,894 件 5,665 件    従事人員数 1,032 1043    

車両不具合の

有無等の詳細

検討 

年間 

50 件程度 

－ 69 件 65 件          

検証実験の実

施 
年間 

10 件程度 

－ 11 件 10 件          

検査員研修等

への講師派遣

回数 

年間 

1,000 回程

度 

－ 1,179 回 1,564 回          

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
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 項目別評定調書の

該当箇所を参照 
項目別評定調書の

該当箇所を参照 
項目別評定調書の

該当箇所を参照 
＜主な定量的指標＞ 
－ 
＜その他の指標＞ 
－ 
＜評価の視点＞ 
－ 

＜主要な業務実績＞ 
 

＜評定と根拠＞ 
 Ａ 
＜課題と対応＞ 
 
 

評定   
＜評定に至った理由＞ 
 

 
４．その他参考情報 
「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 26 年９月２日総務大臣決定）及び「国土交通省独立行政法人評価実施要領」（平成 27 年４月１日国土交通省決定）の規定に基づき重要度の高い項目を考慮

した項目別評定の算術平均に最も近い評定が「Ａ評定」であること、また、下記事項を踏まえ「Ａ評定」とした。 
 
【項目別評定の算術平均】 
（Ａ４点×３項目×２＋Ｂ３点×２項目×２＋Ａ４点×１項目＋Ｂ３点×２項目）÷（８項目＋５項目）≒３.５３ 
※なお、算術にあたっては、評定毎の点数をＳ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、重要度の高い５項目（項目別評定総括表、項目別評定調書参照）については、加重を２倍とし

ている。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
 一定の事業等のまとまり（自動車及び鉄道等の研究業務等（２．（１）、３．）） 
当該項目の重要度、困

難度 
重要度：高 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 220、221 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

共同研究の実

施 
年間 

18 件 

－ 29 件 26 件    予算額（百万円） 1,183 1,213    

基準の策定等

に資する調

査、研究等を

実施 

年間 

25 件 

－ 29 件 31 件    決算額（百万円） 1,667 1,664    

国内外の学会

等で研究成果

を発表 

一人平均 

３件 

一人平均 

３件 

一人平均

3.93 件 

一人平均

3.68 件 
   経常費用（百万円） 1,633 1,763    

査読付き論文

の 
発表 

一 人 平 均

0.5 件 

一人平均 

0.5 件 

一人平均

0.7 件 

一人平均

0.96 件 
   経常利益（百万円） △129 7    

受託研究等の

実施 
年間 

60 件 

－ 104 件 90 件    行政コスト（百万円） 1,684 1,861    

特許等の産業

財産権の出願 
年間 

５件 

－ ８件 ６件    従事人員数 43 53    

WP29 専門家

会議等におけ

る発表 

年間 

６回程度 

－ ９回 10 回          

国内での

ISO、IEC 等

の専門家会議

へ参加 

年間 

14 回程度 

－ 21 回 22 回          

認証審査及び

規格適合性評

価に係る受託

契約の完遂率

を 100% 

100% 100% 100% 100％          
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 項目別評定調書の

該当箇所を参照 
項目別評定調書の

該当箇所を参照 
項目別評定調書の

該当箇所を参照 
＜主な定量的指標＞ 
－ 
 
＜その他の指標＞ 
－ 
＜評価の視点＞ 
－ 

＜主要な業務実績＞ 
 

＜評定と根拠＞ 
 Ａ 
＜課題と対応＞ 
 

評定   
＜評定に至った理由＞ 
 

 
４．その他参考情報 
「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 26 年９月２日総務大臣決定）及び「国土交通省独立行政法人評価実施要領」（平成 27 年４月１日国土交通省決定）の規定に基づき重要度の高い項目を考慮

した項目別評定の算術平均に最も近い評定が「Ａ評定」であること、また、下記事項を踏まえ「Ａ評定」とした。 
 
【項目別評定の算術平均】 
（Ｓ５点×１項目×２＋Ａ４点×５項目×２）÷（６項目＋６項目）≒４．１６ 
※なお、算術にあたっては、評定毎の点数をＳ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、重要度の高い６項目（項目別評定総括表、項目別評定調書参照）については、加重を２倍とし

ている。 
 
 
 


